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   第１章  総則  

 

（目的）  

第１条  この取扱要領は、第２補給処が航空自衛隊物品管理補給手続に基

づき、官給品等の取扱いに関する細部実施要領を定め、契約工場におけ

る物品の管理補給に関する業務（物品管理補給業務）を適正かつ効率的

に行うことを目的とする。  

（用語の定義）  

第２条  この取扱要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(1) 官給品等  官給品、その他、契約工場に対する寄託物品及び貸付物  

品をいう。  

(2) 契約工場  防衛省が航空自衛隊の装備品等を生産又は整備するため  

契約した民間の会社、工場及びその他これに準ずるものをいう。  

(3) 工場物品管理責任者  契約工場における官給品等の物品管理上の責  

任者をいう。  

(4) 補給分任物品管理官  航空自衛隊の基地等及び契約工場に対する物  

品の管理補給業務を支援する補給物品管理単位に設ける分任物品管理  

官をいう。  

(5) 担任補給処  特定の物品の整備、補給業務を専門的に担当する補給  

処をいう。  

(6) 不用決定  補給分任物品管理官が修理不能品又は修理をする価値が  

ないと認められる物品及び使用することができない物品が発生した場  

合に審査の上、当該物品を不用と決定することをいう。この際、当該  

物品につき回収、売払及び廃棄等の処分方法を併せて決定する。  

(7) 不用品  補給分任物品管理官により、不用と決定された物品をい  

う。  

(8) 補給処整備計画（ＭＲＳ）  補給処整備に関する整備、補給、調達  

を合理的に運営し、装備品等を適正に維持・整備することを目的とす  

る計画（以下「ＭＲＳ」という。）をいう。  

(9) 部品標準（ＪＭＳ）  装備品等１００機（台、個）を修理するのに  

要する修理用部品の平均所要量を示すものであって、ＭＲＳに対する  

部品標準の基礎資料とするもの（以下「ＪＭＳ」という。）をいう。  

 

 

 



 

２ 

 

(10) 資材見積表（ＭＲＬ）  ＭＲＳ及びＪＭＳに基づき、当該ＭＲＳを  

実施するために必要と認められる補用部品の品目及び数量を記載した  

リスト（以下「ＭＲＬ」という。）をいう。  

(11) ＭＲＬ－Ａ  航空機機体定期修理（以下「ＩＲＡＮ」という。）及  

びエンジンオーバーホール（以下「Ｅ／Ｇオーバーホール」とい  

う。）に必要な補用部品の品目及び数量を記載したリストをいう。  

(12) ＭＲＬ－Ｄ  単体修理に必要な補用部品の品目及び数量を記載した  

リストをいう。  

(13) 地方防衛局調達部長等  地方防衛局調達部長、防衛支局長及び防衛  

事務所長をいう。  

(14) 証書  物品管理職員がその所掌する物品の出納の事実を帳簿に記録

するための根拠となり、かつ、それを証明する証拠文書をいい、契約

工場における物品管理の証拠文書として準用する。  

(15) 証書等  証書及び証書に準ずるものをいう。  

(16) 物品増減及び現在額報告対象品目  取 得 時 の 単 価 （ 消 費 税 込 ） が  

３００万円以上の物品で、受領書（２枚目以降様式）の「増減」欄に  

「Ｍ」が印書されている品目をいう。ただし、単価欄が３００万円未  

満で受領書（２枚目以降様式）の「増減」欄に「Ｍ」が印書されてい  

る品目を含む。  

(17) 状条  状態区分及び条件区分を総称していう。  

ア  状態区分   

物品の状態上の区分をいい、通常、次の表のとおり区分する。  

区分  記号  説明  

使用可能品  Ｓ  そのままの状態で本来の用途に直ちに使用で

きる物品をいう。  

要修理品  Ｒ  そのままの状態では本来の用途に直ちに使用

できないが、修理をすれば本来の目的に使用

でき、又は使用できると判断される物品をい

う。  

修理不能品  Ｃ  そのままの状態では本来の用途に使用できな

いもので、技術的又は経済的に修理できない

と判断される物品をいう。  

 

 

 

 

 



 

３ 

 

イ  条件区分   

物品の条件上の区分をいい、通常、次の表のとおり区分する。  

区分  記号  説明  

技術指令  

（ＴＯＣ）  

条件  

Ｔ  物品が特定の技術指令によって改修、検査

又はその他の作業を行うよう指令されてい

る場合の条件をいう。  

不完備（Ｉ  

ＮＣ）条件  

Ｉ  物品の構成物品が不足のためその物品が完

全な機能を有しないときで、整備機関によ

る整備作業を必要としない場合の条件をい

う。  

要検査条件  Ｕ  高位の検査機関の検査を受けなければその

物品の識別又は状態を決定することができ

ないため、その決定を一時保留する場合の

条件をいう。  

特定条件  －  その物品を特定の計画、作業、業務又はそ

の特別の目的にのみ使用するよう指定され

た場合の条件をいう。  

不具合報告  

（ＵＲ）条  

件  

－  物品がＪ．Ｔ．Ｏ．００－１０－１に定める

装備品等不具合報告に該当する場合の条件

をいう。  

(18) 外注要修理品  外注整備契約の対象である要修理品又はＴＯＣ物品  

をいう。  

(19) 書類操作（Ｐ／Ｗ）  契約工場と補給処又は基地等との間における  

物品の受払に際し、担任補給処に当該物品を経由することなく、事務  

処理上、証書等により処理すること（以下「Ｐ／Ｗ」という。）をい  

う。  

(20) 寄託  補給分任物品管理官が物品の所有権を移転しないまま工場等  

の施設等に物品を保管させ、又は物品を修理、改造のため当該物品を  

契約の相手方に引渡すことをいう。  

(21) 官給  補給分任物品管理官が契約に基づき、物品を整備又は生産す

る等のために必要な補用部品を契約の相手方に引渡すことをいう。  

(22) 自動出荷  補給処が期限付技術指令書（以下「ＴＣＴＯ」という。）、

ＭＲＬ等に基づき、契約工場からの請求を待つことなく、その需要を

見越して自動的に物品を出荷することをいう。  

(23) 出荷依頼（出荷指令）  担当補給処の補給分任物品管理官が該当契  

約工場の工場物品管理責任者に対し、官給払中の官給品を直接、当該  

担当補給処以外の分任物品管理官に出荷することを依頼することをい  

う。  

 



 

４ 

 

(24) 貸付  補給分任物品管理官が契約に基づき、物品の所有権を移転し  

ないまま契約の相手方に引渡して使用収益させるもので、民法上の使  

用貸借、賃貸借又は消費貸借をいう。  

(25) 消耗品  原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えない物品及び反覆  

使用に耐えるが価格が小額又は比較的破損しやすい物品をいう。原則  

として、性価区分（以下「ＥＲＣコード」という。）がＸＢ３の品目  

をいう。  

(26) 部検  修復性品目の要修理品を使用可能状態に復元するための修理  

作業のうち、開梱から部品検査までの工程をいう。  

(27) 部検コンデム品  部検において、修理不能品（修理限度額超過を含  

む。）と判断された物品をいう。  

(28) 後日補給  補給分任物品管理官が要出荷と判定した物品の全部又は  

一部を出荷できない場合、その物品の入手後出荷することをいう。  

(29) 追求  契約工場が、申請を行った物品に対してとられた処置につい  

て、請求先に照会することをいう。  

(30) 仕掛品  仕様書に引用された整備作業を一時中止した品目をいう。  

(31) 電算機  航空自衛隊クラウドシステムをいう。  

（適用範囲）  

第３条  この取扱要領は、第２補給処及び官給品等を管理する契約工場に  

適用する。   



 

５ 

 

第２章  工場補給単位等  

 

（工場補給単位等）  

第４条  契約により常続的に外注整備又は生産する契約工場に対し、物品  

管理補給業務を的確に実施するため、官側において、契約工場ごとに工  

場補給単位を設け、工場補給単位番号を付与する。  

なお、当該工場補給単位を設定された契約工場を「ＯＨ工場」と略称  

する。   

２  ＯＨ工場以外の契約工場を「ＳＹ工場」と略称し、ＤＨ４－１に定め

る製造者記号を工場補給単位番号に替えて使用する。ただし、製造者記

号の指定のないものについては、第２補給処長が指示する番号（暫定工

場番号）を使用する。  

３  契約工場は、工場補給単位番号の新設又は廃止の事由が発生した場合

について、資材計画部在庫統制課総括班と協議の上、工場補給単位番号

の（新設・廃止）について（別紙様式第１）により第２補給処長（資材

計画部長気付）に１部提出するものとする。  

（工場物品管理責任者）  

第５条  ＯＨ工場の長は、工場物品管理責任者（同人不在間の代理者を含

む。）を指名し、工場物品管理責任者等の（新規設定・変更）届出書

（別紙様式第２）に必要事項を記入の上、速やかに第２補給処長（資材

計画部長気付）に届け出るものとする。この際、当該契約工場を担当す

る地方防衛局調達部長等がある場合は、該当する地方防衛局調達部長等

を経由するものとする。  

２  前項で届け出た工場物品管理責任者等に変更が生じた場合は、別紙様

式第２に変更箇所のみ記入の上、前項に準じて届出を行うものとする。  

３  ＳＹ工場には、通常、工場物品管理責任者を設けず、契約の相手方で

ある者が直接その業務を行うものとする。  

４  工場物品管理責任者は、次の各号の業務を行う。  

(1) 官給品等の請求、受領、保管及び返還に関すること。  

(2) 官給品等の適正な管理に関すること。  

(3) 現況調査の実施に関すること。  

(4) 整備実施の結果、発生する使用不能品の返還並びに不用決定に関す  

る処理及び不用品の返還に関すること。  

(5) 返還に伴う所要の防錆処理及び包装の実施に関すること。  

(6) 官給品等の亡失又は損傷に係る処理に関すること。  

(7) 工場受払記録の実施に関すること。  
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(8) ＭＲＬ及びＪＭＳ資料の作成、提出に関すること。  

(9) その他、官給品等に関して第２補給処長及び地方防衛局調達部長等  

の指示する事項に関すること。  

（工場の名称又は住所の変更）  

第６条  契約工場の長は、工場の名称又は住所の変更が予定された場合は、

変更事項を第２補給処長（在庫統制課長気付）に事前に通知するも  

のとする。  
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第３章  記録及び証書  

 

（引継書）  

第７条  工場物品管理責任者は、その管理する記録及び証書等を確実に管

理するため、かつ、引継ぎを的確に実施するため、次項各号に定めるも

のをもって構成する引継書を最新の状態で維持するものとする。  

２  引継書の様式は、次の各号による。  

(1) 表紙（別紙様式第３）  

(2) 引継書（別紙様式第４）  

(3) 証明記録（別紙様式第５）  

(4) カード目録（別紙様式第６）  

(5) 諸記録一覧表（別紙様式第７）  

（記録）  

第８条  契約工場で管理する官給品等の受入れ、払出し及び現在高等を常

に明確に把握するための帳簿を備え、物品の受入れ、払出し等の都度、

必要な事項を記録するものとし、様式等については、次の各号を基準と

する。  

 (1) 帳簿様式（基準）  

次のいずれかの様式を使用するものとする。  

ア  管理記録カード（別紙様式第８）  

イ  物品管理帳簿（別紙様式第９）  

 (2) 契約工場が保有するパソコンによる記録  

前号様式による記録については、契約工場が保有するパソコンによ  

ることができるものとし、その様式は、前号に準じた様式を使用する  

ものとする。  

（在庫票）  

第８条の２  契約工場は、保管する官給品等の数量（在庫現在高）を常

時、保管場所に明示し、保管及び現況調査等の適正な実施を図るため、

在庫票（別紙様式第１０）を備付け、物品の受入れ、払出し等の都度、

必要な事項を記入するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合はその作成を省略することができる。  

(1) 物品の保管数量が僅少で、数量の把握が在庫票によらなくとも容易  

にできる場合  

(2) 保管場所の環境等のため、在庫票を保管場所に備付けることが物理  

的に困難な場合（自動倉庫により保管する場合を含む。）  

２  契約工場が保有するパソコンにより記録を実施する場合は、前項に準
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じた様式を用いるものとする。  

３  第１項第２号により、在庫票の作成を省略する場合は、前項により記

録を実施するものとする。  

（証書等）  

第９条  契約工場が備える証書等は、次の各号による。  

(1) 証書  

ア  納品書（別紙様式第１１）  

イ  管理換票（別紙様式第１２）  

ウ  受領書（別紙様式第１３）  

エ  返品書・材料使用明細書（別紙様式第１４）  

(2)  証書に準じて取扱う書類  

ア  物品亡失、損傷報告書（別紙様式第１５）  

イ  不用決定申請書（別紙様式第１６－１）及び不用決定書  

ウ  官給申請書（別紙様式第１７）   

(3)  その他  

ア  工場受領返還記録  

イ  工場調整記録  

ウ  工場受払記録  

（記録及び証書の編集）  

第１０条  契約工場が行う記録及び証書（以下「記録等」という。）の編

集は、次の各号のとおりとする。ただし、「証書に準じて取扱う書類」

については該当する各条で別に定めるところによる。  

(1)  管理記録カードの編集  

   管理記録カードは、官給品、寄託物品（契約不適合物品、契約不適

合疑義物品及びＵＲ証拠品を含む。）、貸付物品及び不用品の別に区

分し、それぞれのカードを物品番号又は部品番号順に編集する。  

(2)  証書の編集  

証書には、証書番号を付与し、年度ごと、業務記号別、証書番号に

適宜の枚数毎（通常、１００番号毎）に編集する。証書綴の表紙には、

証書番号の範囲（例：自１～至１００）を表示して保存するものとす

る。  

(3)  証書の統制  

証書番号を一元的に統制し、その付与を適正にするとともに、その  

状況を記録するため証書（統制）台帳（基準）（別紙様式第１８）に  

より、証書番号を統制するものとする。  

(4)  証書の追求  
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   証書（統制）台帳に登録後６０日以上経過しても当該証書の第１票

が契約工場に未着の場合は、第２補給処資材計画部在庫統制課証書班

に対して追求を行う。追求の結果、証書の紛失が判明した場合は、物

品異動の根拠となる諸資料を基に第２補給処が再発行を行う。  

なお、再発行した証書には、「再発行」と朱記する。  

（証書の作成及び処理要領）  

第１１条  契約工場は、別紙第１に定める要領で物品の受入れ、払出しの

ための受領書及び返品書・材料使用明細書を作成し、処理する。  

（証書作成上の留意事項）  

第１２条  契約工場は、物品にかかる事務処理を的確にするため、次の事

項に留意し作成しなければならない。  

(1) 記入する文字は、明瞭で読み誤りがないよう正確に記入する。  

(2)  必要な署名を確実に行う。  

(3)  返品書・材料使用明細書には、取扱い処理を確実にするため、必要  

事項を摘要欄に記入するものとし、記入要領は、別紙第２のとおりと  

する。  

(4)  物品増減及び現在額報告対象品目は、品目のシリアルナンバー（一  

連番号）ごとに受領書及び返品書・材料使用明細書を作成する。シリ

アルナンバーが不明な品目については資材計画部在庫統制課総括班と

調整するものとし、記載する単価（消費税込）は次によるものとす

る。  

ア  寄託品  

寄託品受領時の証書に記載された単価  

イ  官給品  

(ｱ) 未使用で補給処等へ返還する場合は、官給品受領時の証書に記  

載された単価  

(ｲ)  その他の場合は、補給処から通知された単価  

 （諸記録の保存期間）  

第１３条  契約工場が備える諸記録の保存期間は、次の表によるものとす

る。  

項  目  細部項目  保存期間  

引継書綴  引継書  引継が実施された年度の翌

年度から起算して５年  

証明記録  当該証明記録が使用済みと

なった年度の翌年度から５

年間  
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カード目録  最新の状況の記載日から起

算して１年  

諸記録一覧表  当該会計年度終了後５年  

記録  管理記録カード  最終記録年度終了後５年  

物品管理帳簿  当該会計年度終了後５年  

証書台帳  証書（統制）台帳  同  

証書等  証書  同  

証書に準じて取扱う書類  当該会計年度終了後１年  

その他（補給処からの返

送分を保存）  

同  

（識別諸元変更の処理）  

第１４条  契約工場は、毎月１回（第３水曜日基準）、電算機（補給サブ

サービス＞契約会社調査＞契約会社臨時物品目録変更通報リスト）の発

効日付を確認し、当該日付及び変更区分に基づき管理記録カード及び物

品票等の該当識別諸元を変更するものとする。また、電算機を保有して

いない契約工場については、識別諸元変更該当品目表（別紙様式第１９）

を受領した場合、前述の処置を行うものとする。  

２  契約工場が保有するパソコンにより記録を実施している場合の識別諸  

元の変更は、前項に準じて処理する。この際、旧諸元と新諸元との関連  

が明確になるよう処置する。  
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第４章  外注要修理品の処理  

 

（外注要修理品の受領）  

第１５条  契約工場は外注要修理品を受領した場合は、次により処理する。 

(1) 物品の識別、状条及び数量等について、速やかに受入点検を実施す  

る。  

(2) 輸送機関から物品を受領する際、梱包状態について輸送の事故によ  

ると思われる異状を発見した場合は、輸送機関立会のもとに開梱して  

物品の異状の有無を確認し、異状のある場合は輸送機関に事故証明書  

の交付及びその調査を要求するとともに、出荷元出納官に通知しその  

指示により処理する。  

(3) 受入点検を実施した際に証書との相違がある場合は、出荷元の基地  

等又は契約工場と調整の上、受領処置を実施する。  

(4) 第２補給処から物品を受領した場合は、現品とともに送付された受  

領書をもって受領処理を行い、別紙第１付紙に定める証書の処理要領  

に基づき処理するとともに、遅滞なく受領書を第２補給処長（在庫統  

制課長気付）へ送付する。  

(5) 基地等及び他の工場から直接契約工場が受領した場合は、別紙第１  

付紙に定めるＰ／Ｗ要領に従い処理する。  

(6) 契約工場は、速やかに別紙第３に定める工場受領返還記録を実施す  

る。  

（修理完成品の納入）  

第１６条  修理完成品は、契約で特に定めるもののほか、納入（返還）時

に納品書８部、完成検査合格証１部及び返品書・材料使用明細書３部を

添付し、第２補給処使用可能品物品出納官（保管部第１保管課長）に納

入する。  

２  修理寄託時の物品番号と納入時の物品番号とが異なる場合は、返品  

書・材料使用明細書の摘要欄に寄託時の物品番号を記載する。  

３  納入物品には必ず物品票を添付するとともに、返品書・材料使用明細  

書の摘要欄に整備作業の種類（オーバーホール、ＴＯＣオーバーホー  

ル、機能検査、点検修理及び改修等）を朱記するほか、別紙第２に示す  

所要の記入を行う。  

４  契約で納入先（納地及び搬入地）が第２補給処以外の基地等に指定さ

れている場合は、納品書の納入先欄に第２補給処名を記載するほか前項

の要領に準じて納入指定先（搬入地）に納入する。  
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５  修理完成品の納入処置を行うとともに速やかに別紙第３に定める工場

受領返還記録及び別紙第４に定める工場調整記録を実施する。  

６  別に示された場合、梱包外装等に表示をして納入する。  

  （例：ＲＩ、ＣＩ、ＲＩ／ＣＩ等）  

（要修理品等の返還）  

第１７条  契約工場は、ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール及び単体修理の

結果、取外しにより発生した要修理品等（ＴＯＣ物品を含む。）並びに

修理対象品以外の要修理品等（ＴＯＣ物品を含む。）については、次の

各号に該当するものを除き、別紙第１に定める要領により返品書・材料

使用明細書を作成し、第２補給処使用不能品物品出納官（保管部第２保

管課長）に返還するものとする。  

(1) 契約書（仕様書に引用されたＴ．Ｏ．を含む。）に指示がある場合  

はその指示により、また、工場直送指定品目リストに記載された品目  

については、返品書・材料使用明細書を作成し、要修理品等発生の都  

度速やかに指定された場所に返還又は出荷する。  

(2) 要修理品等が当該契約工場で補給処との契約に基づく修理を実施又  

は予定される場合は、物品を返送することなく速やかにＰ／Ｗにより  

処理する。  

２  要修理品等を返還する場合は、返品書・材料使用明細書作成と同時

に、速やかに別紙第３に定める工場受領返還記録を実施する。その際、

仕掛品の返還に該当する場合は、通常の返還処理のほか、次により処理

する。  

(1) 仕掛品を構成する部品については、原則として１つに梱包する。  

   なお、１つに梱包することが困難な場合は、第２補給処使用不能品

物品出納官（保管部第２保管課長）と調整するものとする。  

(2) 梱包の外装には、仕掛品表示、仕掛品を構成する部品リスト（品  

名・数量）及び物品票を貼付する。  

（修理不能品の返還）  

第１８条  修理不能品の返還については、第５０条に定めるところにより  

処理するとともに、速やかに別紙第４に定める工場調整記録を実施す  

る。  

（修理現況記録）  

第１９条  契約工場は、補給処修理契約中の品目について契約締結後１０

日以内に納入予定を通知し、その後は毎月初めに前月末現在の未着工か

ら部検止めまでの修理進捗状況及び納入済数量並びに納入予定について

別紙第５に定める工場修理現況記録を作成し、第２補給処長（在庫統制



 

１３ 

 

課長気付）に通知するものとする。  

なお、仕掛中で保管されている物品（修理契約が未契約のものを含  

む。）についても通知する。  

２  契約工場は、前項の通知においてエラーが発生した場合、速やかに第  

２補給処と調整し、是正処置を行うものとする。  
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   第５章  官給品の処理  

 

（ＭＲＬの処理）  

第２０条  ＭＲＬに基づく官給要領は、次のとおりとする。  

(1) 補給処在庫からの出荷  

ア  第２補給処はＭＲＬに基づく所要量を一括出荷する。  

イ   全数出荷ができない品目は、各社の所要量を勘案し数量の一部を  

出荷する。  

(2) ＣＲＰ品目  

   ＣＲＰ品目の取扱いは、次に定めるところによる。  

ア   ＣＲＰ品目は、前年度ＣＲＰ品目及び第２補給処から契約工場へ  

送付されるＣＲＰ審査リストを受け、調整の結果、ＣＲＰ通知リス  

トに指定された品目をいう。  

イ  契約工場は、年度途中において次のいずれかに該当する品目につ  

いてＣＲＰ品目の追加指定及び指定解除を希望する場合又はＣＲＰ  

品目の内容を変更する場合は、業者負担品目（追加指定・内容変  

更・指定解除）申請書（別紙様式第２０－１）により第２補給処長  

（資材計画部長気付）に申請し、承認を得た後、ＣＲＰ品目又はＣ  

ＲＰ指定解除品目として処理する。  

(ｱ) 自社製品又は単価３万円未満のＣＲＰ品目の追加指定  

(ｲ) 取得困難及び単価の変更等による業者負担品目の指定解除  

(ｳ) 契約工場の仕様変更等により、ＣＲＰ品目の内容に変更が生じ  

た場合  

(3) ＣＲＰ予定品目  

ＣＲＰ予定品目の取扱いは、次に定めるところによる。  

ア  ＣＲＰに該当する品目であるが、補給処在庫等がある場合はＣＲ  

Ｐ予定品目とし、修理等に必要な場合は官給申請の処置を行う。  

イ  ＣＲＰ品目に指定した品目は、業者負担品目指定通知（別紙様式  

第２０－２）により、契約工場に通知する。  

ウ  「業者負担品目指定通知」に記載された品目については、当該修  

理対象品目に対する当該契約年度の官給申請は行わない。  

(4) ＣＰＰ処置  

契約工場は、補給通知が「Ｉ－Ａ」の品目について、補給通知に示  

された品目数量の範囲内で社有品を使用できるものとし、これを超え  

て使用する場合は、第２２条に示す官給申請を実施しなければならな  

い。  
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(5) 保留品目の処置  

契約工場は、ＭＲＬに基づく出荷が保留となった品目のうち、早急  

に処置を要する品目については、資材計画部在庫統制課在庫統制２班  

と調整し処置を決定する。  

(6) 官給品の自動出荷  

ア  出荷対象品目については、次に該当する品目を除き自動出荷す  

る。  

(ｱ) 修復性品目  

(ｲ) 大分類区分「４７」「９５」のうち、出荷単位が「ＦＴ」「Ｓ  

Ｆ」「ＳＨ」の品目  

(ｳ) 別に指定する品目  

イ  自動出荷対象外品目及び自動出荷による官給が困難な品目につい  

ては、契約工場が必要の都度官給申請を実施する。  

（ＭＲＬ以外の処理）  

第２１条  ＭＲＬ以外の官給要領は、次のとおりとする。   

(1) 補給処との契約に係るもので、契約書（適用される仕様書を含む。） 

により官給品の品目及び数量が確定しているものについては、官給依  

頼（別紙様式第３３）を作成し、第２補給処補給分任物品理官（在庫  

統制課長気付）に１部提出するものとする。  

(2) 防衛装備庁との契約に係るもので、契約書（適用される仕様書を含  

む。）により官給品の品目及び数量が確定しているものについては、  

前号に準じて官給依頼を作成し、監督官の確認を得た後、第２補給処  

補給分任物品管理官（在庫統制課長気付）に１部提出するものとす  

る。  

（官給申請）  

第２２条  契約工場は、新規に発生した品目及び数量の増加等により必要

となった補用部品等について、電算機による場合は別紙第６に定める工

場官給申請により、郵送、メール（所定の様式を用いて作成、署名され

た請求用紙をＰＤＦに加工したデータを添付）又は電話による場合は官

給申請書（別紙様式第１７）により、次の表のとおり区分し補給区分に

かかわらず第２補給処補給分任物品管理官（在庫統制課長気付）に官給

申請を実施する。ただし、ＩＲＡＮ及びＥ／Ｇオーバーホール（マイナ

ー・オーバーホールを除く。）に必要とする補用部品等は、直接当該補

給担任補給処へ官給申請を実施する。   
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申請の区分  申請の対象品目  

申
請
時
期 

請
求
区
分
記
号 

優先  

順位  

補給請求の種

類及び事由  

（ＴＲ－Ｊ）  

備  考  

電話又は原

票の持回り

による申請  

できる限り速やか

に入荷しないと作

業に重大な支障を

及ぼす品目  

必
要
の
都
度 

Ａ  ０５  ０８  

電話による

申請は､「官

給申請書」

の項目によ

る。  

「 工 場 官 給

申 請 」 又 は

「 官 給 申 請

書 」 に よ る

申請  

１  新規発生品目  

２  ７日以内に物  

品の入荷がない  

と作業に支障を  

及ぼす品目  

同  Ｂ  １０  

９１  

 

TCTO キット等

については、  

８１  

 

２０日以内に物品

が入荷しないと、

現在進捗中又は１

か月以内に予定さ

れている作業に支

障を及ぼす品目  

同  Ｃ  １５  

９２  

 

TCTO キット等

については、  

８２  

上記以外の品目  同  Ｄ  ２０  

９３  

 

TCTO キット等

については、  

８３  

契約不適合修補で官給品の交付を受ける承認又は合意を得たものは、

承認書又は合意書に基づき処置する。この場合、官給品在庫のある品目  

は在庫品を使用し、官給品在庫のない品目は官給申請するものとする。  

ただし、別紙第７に定める工場受払記録の作業区分は「２」（特別区分）

として記録する。  

２  官給申請時の留意事項は、次の各号のとおりとする。  

(1)  官給対象直納物品（搬入地が契約工場と指定されている物品）につ  

いては、電算機（補給サブサービス＞データ参照＞受入予定明細）を  

確認・照合し、受入予定の数量及び納入時期を検討し不足部品を把握  

するとともに、不足すると判断したものについては、自主的に対策を  

立案し資材計画部在庫統制課在庫統制２班と協議するものとする。ま  

た、電算機を保有していない契約工場については、１月及び７月に第  

２補給処から送付される「直納受入予定リスト」に基づき、処置する  

ものとする。  
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なお、早期入手を必要とする部品以外は、官給申請を行ってはなら  

ない。  

(2)  第２補給処以外の契約（例：ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール等）  

において、仕様書の中に第２補給処に係る官給品等が指示されている  

場合及び取外し品等で補給担任補給処の指示を必要とする場合は、事  

前に補給担任補給処と調整する。  

(3) 新規に発生した品目については、官給申請前に第５８条に定める交  

換率の変動に伴う処置を行う。  

(4) 契約に必要な数を審査し、重複しないように官給申請を行う。  

(5) 保管中の官給品がある場合は、払出しを行った後の不足数で官給申  

請を行う。  

３  工場官給申請及び官給申請書の作成記入要領は、次の各号のとおりと

する。  

(1) 工場官給申請の要領は、別紙第６による。  

(2) 官給申請書は、適用区分又は修理主品目物品番号ごと別葉に作成記  

入するものとし、細部は別紙様式第１７付紙による。  

(3) 官給申請書は、２部作成し、１部を資材計画部在庫統制課在庫統制  

２班宛てに送付する。１部については、官側にて処置後返送される補  

給通知リストと共に、保存するものとする。  

４  別紙第８に定める官給品等対象定型用紙一覧表に示すものは、直接、  

第４補給処に官給申請することができる。  
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（補給通知）  

第２３条  第２補給処は、官給申請に対する回答として、電算機（補給サ

ブサービス＞契約会社調査＞工場補給通知参照）に反映させるものとす

る。また、電算機を保有していない契約工場に対しては、別紙第９に定

める補給通知リストをメール又は郵送により送付する。  

なお、補給通知リストの「処置」欄には、次の表の補給処置記号を記  

入する。  

補給処置記号  

内 容 
 

補給処置

追加記号  

Ｖ  Ｐ  請求数に対しての一部出荷  

Ａ  後日補給（Ｂ／Ｏ）全数量の出荷  

Ｂ  後日補給（Ｂ／Ｏ）一部数量の出荷  

Ｂ   後日補給  

Ｏ  Ｐ  請求数に対しての一部出荷指令  

Ａ  後日補給（Ｂ／Ｏ）全数量の出荷指令  

Ｂ  後日補給（Ｂ／Ｏ）一部数量の出荷指令  

Ｃ  ２  重複請求又は、請求処理済みのため取消  

３  請求元からの取消通知又は、調整による取消  

４  Ｂ／Ｏから１年以上経過したものの取消  

５  補給処等からの取消  

Ｈ   契約業者からの直納品がある。  

Ｉ  Ａ  ＣＰＰ（業者調達品）とすべき。  

Ｂ  請求数量は、既に後日補給予定の数量で十分であ

る。  

Ｅ  既に補給済み（官給在庫にある。）。  

追加請求数については、理由を明らかにする必要が

ある。  

Ｉ  請求根拠が不明確又は、請求内容（必要項目）が不

十分である。  

Ｍ  請求元において製造されたい（ＣＰＰを検討された

い。）。  

 契約工場は、補給処置記号「ＩＥ」、「ＩＩ」、「ＩＭ」で示す内容

を確認審査した上で再請求を行う。また、補給処置記号「Ｂ」で示され

る内容では所要時期に間に合わない場合は、資材計画部在庫統制課在庫

統制２班と調整を行う。  
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（出荷依頼の処理）  

第２４条  第２補給処は、基地又は他の契約工場からの請求（官給申請）

に対し、補給処在庫がなく出荷不能の場合は、在庫品を保有する他の契

約工場から出荷を行うため、当該契約工場に対し出荷依頼を行う。  

２  出荷を依頼された契約工場は、出荷依頼された品目等について、別紙

第１により返品書・材料使用明細書を作成し、速やかに出荷処理を行う

とともに別紙第３に定める工場受領返還記録を実施する。  

なお、物品の輸送については、資材計画部在庫統制課在庫統制２班と  

調整を行い、処理するものとし、輸送依頼票（別紙様式第２１－１）を  

１部作成するとともに、梱包内容内訳表（別紙様式第２１－２）を２部  

作成し、１部を梱包に添付し、もう１部は輸送依頼票とともに資材計画  

部在庫統制課在庫統制２班宛にメールにより通知する。  

（官給品の受領）  

第２５条  契約工場は、官給品を受領した場合には、第１１条及び第１５

条に準じて処理するほか、官側から別に示されている場合は、その他の

点検及び検査等を実施するものとする。また、物品の特性上契約工場が

必要とする場合は、官側の指示を受け、必要な点検及び検査等を実施す

るものとする。  

（官給品等の保管）  

第２６条  契約工場における官給品等の保管は、保管契約書に定めるとこ

ろによる。  

２  保管業務を他社と契約し実施させる場合は、事前に契約予定内容を添

付の上、第２補給処長（在庫統制課長気付）に届け出るものとする（任

意様式）。  

（枯渇品目の処理）  

第２７条  契約工場は、枯渇又は近い将来枯渇が予想される品目について、 

第２補給処から納入促進依頼表が送付された場合は、対策及び処置につ

いて検討を実施し、その結果を速やかに第２補給処長（資材計画課長気

付）に通知（任意様式）し、物品の納入促進を図るものとする。  
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（特別管理品目の管理）  

第２８条  第２補給処は、物品の枯渇又は特性等により特別な管理を必要  

とする品目を特別管理品目として管理し、定期選定の場合にあっては毎  

年２月末までに、その他の場合にあっては選定を行った都度理由を付し  

て契約工場に通知するとともに、対策を検討し枯渇の早期解消を図る。  

２  契約工場は、次の各号により特別管理品目の管理を積極的に行う。  

(1) 外注要修理品の受領、不足部品の官給申請及び修理還元については、

他に優先して処理を行う。  

(2) 修理完成品を納入する場合は、証書、物品票及び現品等に特別管理  

又は特と朱記する。  

(3) 修理実施上の問題事項及び修理進捗状況等について調整し、早期解  

決に努める。  

(4) 使用可能品を受領した場合は、速やかに払出しの処置を行う。  

また、ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール等において要修理品等が発  

生した場合は、速やかに特別管理品目表に示す指定場所に返還する。  

（保管期限統制品目等の管理）  

第２９条  契約工場は、保管中の官給品等が保管期限統制品目（Ｊ．Ｔ．

Ｏ．００－２０Ｋ－１－２記載品目）で再検査までの期間が９０日未満

となった場合、その処置について、速やかに資材計画部在庫統制課在庫

統制２班と調整するものとする。また、Ｊ .Ｔ .Ｏ．－６（検査要領）で

使用年数等が定められている品目についても同様とする。  

（部品等の活用及び相互流用（共食い））  

第３０条  部品等の活用については、航空機等外注整備共通仕様書（２補

ＬＰＳ－Ａ００００１）及びＦ１００エンジン部品外注整備共通仕様書

（２補ＬＰＳ－Ａ００００３）に基づくほか、次の各号により実施する

ものとする。  

(1) 修理不能と判定された調達物品の使用可能構成品（ＥＲＣコードが  

ＸＢ２以上）は、当該契約における最終の作業完了までの間、活用を  

図るものとする。  

(2) 当該契約における最終の作業完了までの間、保管中の使用可能構成  

品を他契約の修理に活用することができる。  

(3) 当該契約における最終の作業完了まで活用されなかった構成品は、  

修理不能と判定された機能部品等の一部として、第５０条に定めると  

ころにより処理するものとする。  

(4) 前第１号及び第２号に基づき活用した場合の受払記録は、第３項第  

１号と同様の処理を実施する。  
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２  部品等の相互流用（共食い）については、航空機等外注整備共通仕様

書（２補ＬＰＳ－Ａ００００１）に基づくほか、次の各号により実施す

るものとする。  

(1) 他契約の調達物品の使用可能構成品の流用に当たっては、事前に流

用申請・指示書（別紙様式第２２）を２部作成し、資材計画部資材計

画課長（担当班長気付）に提出し、官側の指示に基づき実施する。た

だし、納期に間に合わない等、緊急の場合にあっては、資材計画部資

材計画課資材計画第１班又は資材計画第２班と調整した上で、流用申

請・指示書の処理を事後処理することができる。  

(2) 流用分の補充処理のため、第２２条に基づき官給申請するものとす  

る。  

３  受払記録要領  

(1) 流用等実施の都度、別紙第４に定める工場調整記録の記録区分を  

「ＫＢ」、別紙第７に定める工場受払記録の記録区分を「ＫＩ」とし  

て記録するものとし、記録区分「ＫＩ」の場合の作業区分は「２」  

（特別区分）とするものとする。  

 (2) 流用等部品を補充（払出し）する場合は、別紙第７に定める工場受  

払記録の記録区分を「ＫＩ」として記録するものとし、この際の作業  

区分は、ＥＲＣコードがＸＢ３の場合は「２」（特別区分）、それ以  

外の場合は「１」（通常区分）とするものとする。  

４  個別仕様書で活用指示品目がある場合は、仕様書に基づき払出しする  

とともに、記録区分は、前項第２号と同様に処理するものとする。  
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      第６章  貸付物品の処理  

 

（貸付申請）  

第３１条  契約工場は、第２補給処及び第２補給処調達要求による第２補

給処十条支処との契約において、契約書等に貸付が定められ、かつ、品

目及び数量等が明示されている物品で、第２補給処担任品目を借り受け

ようとする場合、無償貸付申請書（別紙様式第２３）を２部作成し、原

則として借受希望日の３０日前（引き続き借受を希望する場合を含

む。）までに第２補給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）に申

請するものとする。ただし、現地における外注整備の契約については、

当該物品を管理する分任物品管理官に申請する。  

  なお、契約書等に貸付に関する定めがない場合又は貸し付ける品目及

び数量等が明示されていない場合で、契約の履行に必要なため第２補給

処担任品目を借り受けようとする場合は、無償貸付申請書に監督官の確

認を得た後、根拠資料を添付し、前述に準じて申請を行うものとする。  

２  契約工場は、他補給処との契約において、契約書等に貸付が定めら

れ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、第２補給処担任品

目を借り受けようとする場合、資材計画部在庫統制課資料管理班と調整

の上、前項に準じて申請を行うものとする。  

３  契約工場は、防衛装備庁との契約において、契約書等に貸付が定めら

れ、かつ、品目及び数量等が明示されている物品で、第２補給処担任品

目を借り受けようとする場合、第１項を準用し当該契約工場を担当する

地方防衛局調達部長等を経由して申請を行うものとする。  

４  契約工場は、防衛装備庁又は他補給処との契約において、契約書等に

貸付に関する定めがない場合又は貸し付ける品目及び数量等が明示され

ていない場合で契約の履行に必要なため借り受けようとする場合は、当

該契約を行った契約担当官等へ調整を行うものとする。  

５  借り受けようとする物品が、第２補給処補給担任品目以外の場合は、

各補給担任の補給分任物品管理官と調整するものとする。  

６  無償貸付の期間は、契約ごとに１年を超えない期間の範囲とする。引

き続き貸付を希望する場合は、１年ごと又は期限切れごとに第１項から

第４項を準用し更新の申請を行うものとする。  

７  契約工場は、借受中の貸付物品について別の契約で併用使用を希望す

る場合は、第１項から第４項により契約ごとに申請を行うものとする。  
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（貸付承認）  

第３２条  第２補給処補給分任物品管理官が貸付を必要と認める場合は無

償貸付承認書（別紙様式第２４）を、貸付を必要と認めない場合はその

理由を記載した文書を申請者に送付する。  

 （変更申請）  

第３３条  契約工場は、承認書の内容について変更を必要とする場合は、

無償貸付申請書の様式を用いて、別紙様式第２３付紙で示す要領により

無償貸付変更申請書を作成し、速やかに第２補給処補給分任物品管理官

（資材計画部長気付）に２部提出するものとする。  

（変更承認）  

第３４条  第２補給処補給分任物品管理官が変更を必要と認めた場合は変

更承認書を、変更を必要と認めない場合はその理由を記載した文書を申

請者に送付する。  

 （貸付条件及び不具合発生時の処理）  

第３５条  貸付に関する条件は、契約書等によるほか、承認書の貸付条件  

に基づくところによる。  

２  契約工場は、貸付物品に正常損耗による不具合が発生した場合は「無  

償貸付物品の故障について」（別紙様式第２５）を作成し、監督官の確  

認を得て第２補給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）に通知す  

る。  

３  前項の通知を受けた後、第２補給処補給分任物品管理官は、契約工場  

と協議を実施し、次の各号のとおり修理の実施担当を指示する。  

(1) 第２補給処補給分任物品管理官が修理を行う場合、契約工場は速や  

かに当該貸付物品を返還する。  

(2) 契約工場が修理を行う場合、契約工場は修理用部品の官給を受ける  

ことができるものとし、官給が困難な場合は、契約工場で修理用部品  

を準備することができる。  

（受領書及び借受証）  

第３６条  契約工場は、貸付物品の引渡しを受けた場合、第１１条に定め

る要領により受領書を作成するとともに、借受証（別紙様式第２６）を

作成し、速やかに第２補給処補給分任物品管理官（資材計画部長気付）

に提出するものとする。  

２  第３１条第６項及び第７項により貸付物品の引渡しを受けた場合、受  

領書及び返品書・材料使用明細書の作成は省略することができる。  

３  中央契約に係る貸付物品の引渡しを受けた場合については、第１項に

加えて、防衛省所管物品管理取扱規則（平成１８年防衛庁訓令第１１５
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号）（以下「平成１８年訓令」という。）第４０条第２項に規定されて

いる受領書（平成１８年訓令（別記様式第３９））を作成し、防衛装備

庁に提出するものとする。  

 （貸付物品の返還）  

第３７条  契約工場は、貸付期間が満了となったとき又は貸付期間内で不  

要となった場合は、第１１条の要領により返品書・材料使用明細書を作  

成添付し、借り受けた物品を返還するものとする。この際、返品書・材  

料使用明細書の摘要欄に「無償貸付物品」と表示する。  

２  中央契約に係る貸付物品を返還する場合については、第１項に加えて  

平成１８年訓令第４０条第２項に規定されている返品書・材料使用明細  

書（平成１８年訓令（別記様式第４０））を作成し、防衛装備庁に提出  

するものとする。  

（図書の貸付）  

第３８条  契約工場が契約履行に必要な技術図書の貸付を受けようとする  

場合の手続きについては、航空機等外注整備共通仕様書（２補ＬＰＳ－  

Ａ００００１）に示すところによる。  
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第７章  不具合物品の処理  

 

（不具合通報の処理）  

第３９条  契約工場は、管理換を受けた物品の受領の際又は受領後に別紙

第１０に定める不具合事項区分表の不具合を発見した場合は、不具合通

報（別紙様式第２７）を作成（機能不良の時は機能不良等不具合確認記

録（別紙様式第２８）を添付）し、監督官の確認を得た後、第２補給処

補給分任物品管理官（保管部長気付）に３部提出するものとする。特

に、契約不適合修補等の請求期限が切迫（１か月以内）している場合

は、その旨を保管部品質統制課品質調査班へ通知（電話等）するととも

に速やかに不具合通報を提出する。  

２  契約履行中（契約不適合調査を含む。）に不具合事項が発見された場

合、当該物品の「契約不適合」に該当すると考えられるものであって、

契約不適合修補等の請求期限が確認でき、かつ、不具合発見時期が該当

契約不適合修補等の請求期限内であるものについては、前項に準じて処

理するものとする。  

３  不具合を発見した物品と同じ品目及び第２補給処補給分任物品管理官

から不具合内容を通知された品目を保管している場合は、工場物品管理

責任者等の業務の範囲で、同種不具合について早期に調査し、その結課、 

不具合が発見された場合は不具合通報を作成し、第１項に準じて提出す

るものとする。また、発見に至らない場合又は調査が行えない場合は、

その旨を保管部品質統制課品質調査班へ通知するものとする。  

４  不具合通報は、不具合物品の出荷証書番号、契約番号、納入年月日及

び不具合内容が相違していれば別葉に作成するものとする。  

５  不具合通報は、証書に準じて取り扱い、その保存は、当該不具合通報

に対する回答の受領又は当該回答等に基づく所要の処置完了の年度末ま

でとする。  

（不具合通報の省略）  

第４０条  次の各号に該当する場合は不具合通報の提出を省略することが

できるものとする。  

 (1) 要修理品の受領に伴う不具合で修理作業に直接影響のない軽易な内  

容（取扱説明書、治工具付属品の欠品等）の場合  

 (2)  ＥＲＣコードがＸＢ３の物品において数量の過不足が僅少な場合  

（証書の訂正等）  

第４１条  受領物品に不具合があった場合の証書の訂正等については、別  

紙第１１に示すところにより処理するものとする。  
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第８章  契約不適合疑義品及びＵＲ証拠品の処理  

 

（契約不適合疑義品の処理）  

第４２条  契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）の受入要領は、

第３章（記録及び証書）及び第４章（外注要修理品の処理）による。  

２  契約工場は、異状通知書による「契約不適合」の調査結果に基づき、  

次により処理を行う。  

(1) 帳簿の記録上「契約不適合」及び「契約不適合疑義」の品目、数量  

については「契約不適合」（条件記号「Ｆ」）として処理する。  

(2) 「契約不適合合意」に基づき、契約不適合修補を行う場合は、修補  

完了後、使用可能品として速やかに返還する。この際、返品書・材料  

使用明細書及び物品票には「契約不適合修補」と朱記し、返品書・材  

料使用明細書には「異状通知書番号（年月日）」を明記する。ただ  

し、良品交換（代替品）の場合は、返品書・材料使用明細書の摘要欄  

に「良品交換」と朱記する。  

(3) 「非契約不適合」となった物品は、その状態・条件に応じた変更に  

伴う処理を行う。この際、状態・条件の審査等を慎重に実施し、的確  

に処理するものとする。  

当該品は、特に示す場合を除き速やかに返還するものとし、返品  

書・材料使用明細書には「非契約不適合」と朱記し、「異状通知書番  

号（年月日）」及び「非契約不適合通知書番号（年月日）」又は「契  

約不適合判定通知書番号（年月日）」を明記する。  

なお、第２補給処から修理契約の対象とする旨の通知があった物品  

は、「契約不適合疑義品」の返還及び「外注要修理品」の受領のＰ／  

Ｗ処理を行う。  

また、当該品の処理について、疑義が生じた場合は資材計画部在庫  

統制課資料管理班と調整を行うものとする。  

(4) 契約不適合修補で官給品の交付を受ける承認又は合意を得たものは、

第２２条第１項に示す官給申請を行った上、速やかに契約不適合修補

を行うものとする。  

(5) 「契約不適合合意」及び「非契約不適合」で使用可能品として時間  

交換品目等を返還する場合は、使用時間（期間）があれば使用可能物  

品票に「使用時間：〇．〇〇Ｈ」又は「使用期間：〇月〇日」と表示  

をするものとする。  
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３  契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）は、他の官給品等と明

確に区分して保管するものとする。  

（ＵＲ証拠品の処理）  

第４３条  ＵＲ証拠品の受入要領は、第３章（記録及び証書）及び第４章

（外注要修理品の処理）による。  

２  ＵＲの調査検討等役務に係るＵＲ証拠品の処理要領は次による。  

(1) 調査検討を行う上で同種不具合品及び関連する装備品等を追加し調

査する必要が生じた場合は、ＵＲ関連証拠品指定申請書（別紙様式第

２９）を１部作成し、監督官の確認を得た後、普通ＵＲの場合は第２

補給処長（整備部長気付）に申請する。  

なお、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第２９に準じた様  

式で補給本部長（航空機部長気付）に申請する。  

(2) ＵＲの対策案を樹立するため、ＵＲ証拠品（ＵＲ関連証拠品を含  

む。）の形状を変更（切断、溶解等）する必要が生じた場合は、ＵＲ

証拠品等形状変更申請書（別紙様式第３０）を１部作成し、監督官の

確認を得た後、普通ＵＲの場合は第２補給処長（整備部長気付）に申

請し、その可否について指示を得るものとする。  

なお、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第３０に準じた様

式で補給本部長（航空機部長気付）に申請するとともに、写しを第２

補給処長（資材計画部長気付）に送付し、その可否について指示を得

るものとする。ただし、申請は、修復性品目のＵＲ証拠品（ＵＲ関連

証拠品を含む。）について形状変更を伴う調査を実施した場合、修理

契約時の技術資料に示された修理限度を超え修理不能となる、あるい

は非修復性品目で使用可能な関連証拠品が使用不能となる場合を対象

とし、その他の場合については、必要としない。  

(3) 調査検討が完了した場合は、ＵＲ証拠品調査完了通知（別紙様式第  

３１）を１部作成し、普通ＵＲの場合は第２補給処長（整備部長気

付）に、緊急ＵＲ及び至急ＵＲの場合は、別紙様式第３１に準じた様

式で補給本部長（航空機部長気付）に提出する。  

(4) 調査検討後の物品の処置は、寄託（ＵＲ）物品処理通知（別紙様式  

第３２）に基づき実施する。  

  



 

２８ 

 

第９章  官給品等の現況調査等  

 

（現況調査）  

第４４条  契約工場は、別紙第１２に定める現況調査実施要領に基づき、

官給品等の現況調査を実施する。  

（官給品等の受払記録）  

第４５条  契約工場は、官給品等の異動事実が発生した場合、その都度受

払記録を作成し、第２補給処長（在庫統制課長気付）に通知するものと

する。  

なお、消費実績把握のためＣＰＰ品目の使用事実についても通知する  

ものとする。  

２  契約工場は、次の各号で示す異動の事実が発生した都度、電算機又は

郵送等により、それぞれの要領に基づき通知するものとする。  

(1) 官側と工場との間における物品の受払  

工場受領返還記録（別紙第３）により通知する。  

(2) 不用決定に基づく処分、外注要修理品からの取外し部品の受入れ及  

び識別変更のうち分解及び在庫品の調整等の受払  

工場調整記録（別紙第４）により通知する。  

(3) ＧＦＰ、ＣＦＰ、ＣＰＰである物品についての工場物品管理責任者  

又は在庫管理者と工場内の各ＳＨＯＰとの間の受払  

工場受払記録（別紙第７）により通知する。  

３  第２補給処は、前項の通知に基づき電算機処理を行った後、発生した

エラーについては、電話等の調整によりエラーの早期処理を実施する。  

４  契約工場は、電算機処理によりエラーが発生した場合、別紙第１３の

工場受払不備記号一覧表を確認し、不具合を修正するものとする。  

（官給品等の年度調査）  

第４６条  契約工場が管理する官給品等については、第２補給処が定める

計画に基づき、補給処の管理原簿等及び工場における帳簿との記録照合

を通常年１回、実施する。  
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第１０章  亡失・損傷等  

 

（亡失損傷の処理）  

第４７条  契約工場は、官給品等を亡失又は損傷等した場合は、物品亡失、

損傷報告書（別紙様式第１５）を作成し、その電子データを速やかに第

２補給処長（資材計画部長気付）にメール送信するものとする。  

なお、送信先については、資材計画部在庫統制課在庫統制１班と調整  

するものとする。  

（再官給の処理）  

第４８条  契約工場は、契約履行のため再官給を要する場合、官給依頼

（別紙様式第３３）を作成し、監督官の確認を得た後、第２補給処補給

分任物品管理官（在庫統制課長気付）に１部提出するものとする。  

（記録の調整）  

第４９条  契約工場は、亡失、損傷物品の弁済について分任支出負担行為  

担当官との合意が結ばれたなら、当該物品の工場受領返還記録について  

資材計画部在庫統制課在庫統制１班と調整するものとする。  
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第１１章  不用品の処理  

 

（修理不能品の処理）  

第５０条  契約工場における修理不能品の処理は、次の各号及び別紙第１４

に定める不用品の返還等処理要領により行う。ただし、個別仕様書によ

り特別に指示された品目及び修理不能の状態のまま返還と指示された品

目については、その指示に基づき処理するものとする。また、石綿含有

の疑いのある品目については、修理不能品の処置を行う前に資材計画部

在庫統制課総括班と調整するものとする。  

(1) ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール及び単体修理の結果、取外し等に  

より発生した修理不能品の処理  

ア  消耗品（ＥＲＣコードが「ＸＢ３」の物品）については、不用決  

定の申請手続を行うことなく、別紙第１５に定める不用材料別区分  

表の材料区分ごとに整理し、返品書・材料使用明細書を作成し、不  

用品に準じて第５３条に定める不用品の返還先の廃品物品出納官又  

は基地廃品出納主任に返還するものとし、この際の受払記録は必要  

ないが、管理記録カードの記録は行うものとする。  

イ  非消耗品については、当該契約最終作業終了後（契約期間が長い  

ものは３か月ごと）まとめて不用決定申請書（別紙様式第１６－１） 

に不用材料別区分集計表を添付し、監督官の確認を得て、第２補給  

処長（在庫統制課長気付）に電子データをメール送信するとともに、 

修理不能品発生の都度、別紙第４に定める工場調整記録を実施す  

る。  

なお、送信先については、資材計画部在庫統制課総括班と調整す  

る。  

(2) 受入検査時及び寄託又は官給中状態変更により修理不能となった物  

品並びに部検コンデム品の処理  

ア  現品は、契約工場に保管のまま、当該契約最終作業終了後（契約  

期間が長いもの及び契約がないものは３か月ごと）まとめて返品  

書・材料使用明細書に監督官の確認を得て、第２補給処長（在庫統  

制課長気付）に電子データをメール送信（Ｐ／Ｗ処理）するととも  

に、別紙第４に定める工場調整記録及び別紙第３に定める工場受領  

返還記録を実施するものとし、返品書・材料使用明細書の摘要欄に  

材質ごとの重量を記入する。  

イ  第２補給処は、送付された返品書・材料使用明細書により不用決  

定の処理を行う。  
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(3) 契約工場は、物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円以  

上の物品増減及び現在額報告対象外品目（ただし、部検コンデム品に  

ついては、単価３００万円未満を含む。）の修理不能品について、次  

の資料を添付する。  

ア  部検コンデム品  

修理可否判定通知書又は整備不具合報告書・通知書の写し１部  

イ  取外し品  

修理不能品と判定した資料及び修理不能判定書（別紙様式第１６  

   －２）１部  

ウ  ア、イ以外の修理不能品  

第２補給処と調整を行うとともに、不良品の写真１部、不良の理  

由及び検査所見各１部  

(4) 契約工場は、不用決定申請する全ての品目について、不用決定品目   

表（別紙様式第１６－３）をＥｘｃｅｌで作成する（ただし、不用決  

定申請書に全て記載できる場合は不要とする。）。また、作成したリ  

ストの電子データを第２補給処長（在庫統制課総括班長気付）にメー  

ル送信するものとする。送信先については、資材計画部在庫統制課総  

括班と調整する。  

（不用決定通知）  

第５１条  第２補給処長は、不用決定承認後、処置事項を明記した不用決  

定書の電子データを契約工場にメール送信する。  

なお、取外し品以外の物品については、受領書（別紙様式第１３）を  

添付する。  

 （不用決定後の処理）  

第５２条  契約工場は、送付された不用決定書に基づき、当該不用品を材  

料別に分類し、返品書・材料使用明細書を作成して不用決定書１部（第  

２票）とともに第５３条に示す返還先の廃品物品出納官又は基地廃品出  

納主任に返還する。  

２  取外し品以外の物品については、送付された受領書により受領処理  

（Ｐ／Ｗ）後、前項により処理するものとする。  

３  不用品を第２補給処以外に返還する場合は、第２補給処に返還する場  

合と同様とし、返還後は速やかに返品書・材料使用明細書の写しを第２  

補給処長（在庫統制課長気付）に送付する。  

４  第１項により返還する不用品で履歴簿が添付されている場合は、当該  

履歴簿を併せて返還する。ただし、契約工場で現地売却する場合にあっ  

ては、履歴簿のみを返還するものとする。  
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 （不用品の返還先）  

第５３条  不用品の返還先は、次を基準とする。  

返 還 先 契 約 工 場 

第４補給処  

木更津支処  

古河電池、日本ポール、日本航空、協和高

圧機工、ジュピター・コーポレーション、

多摩川スカイプレシジョン、全日本空輸  

第２補給処  中部地区以南の契約工場（ただし、川崎重

工業航空宇宙システムカンパニーエンジン

事業部門は現地売却）  

第３補給処  記載のない関東地区以北の契約工場  

第４補給処  ＹＤＫテクノロジーズ、沖電気工業、ミネ

ベアミツミ  

松島基地  ジャムコ航空機整備カンパニー仙台整備工

場  

陸上自衛隊  

航空学校宇都宮校  

ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー宇都宮製

作所  

  なお、上記返還先に返還できない場合は、第２補給処資材計画部在庫

統制課総括班と調整するものとする。  
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第１２章  契約工場検査  

 

（契約工場検査）  

第５４条  契約工場は、第２補給処から示される契約工場検査実施計画に

基づき、契約工場検査を受検するものとする。  

２  契約工場検査は、契約工場における物品管理補給業務が適正に実施さ

れているか次の各号について行うものとする。  

(1) 官給品等の受領、保管及び返還に関する状況  

(2) 官給品等の出納及び使用の状況  

(3) 官給品等に関する記録及び証書等の維持、整理の状況  

(4) 官給品等の実数と記録の現在高との整合状況  

(5) 前各号のほか、第２補給処長が必要と認める事項  

３  契約工場検査は検査官等が検査を行い、これを受検する工場物品管理

責任者等が立会するものとする。  
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＊第１３章  各種コンテナの管理等  

 

（物品管理）  

第５５条  契約工場は、各種コンテナを受領（出荷）する場合の物品管理

は、次の各号を基準として行うものとする。  

(1) 寄託物品として管理する。ただし、契約書において、貸付となって  

いる場合は、貸付物品として管理する。  

(2) 修理契約に基づき受領（出荷）する場合（工場直送品目を含む。）  

は、ＥＲＣコードにかかわらず状条は「Ｒ」とする。  

(3)  契約不適合疑義品（契約不適合物品を含む。）又は、ＵＲ証拠品を  

受領（出荷）する場合の状条は「Ｓ」とする。  

（返品書・材料使用明細書の表示）  

第５６条  契約工場は、コンテナを返還する場合、返品書・材料使用明細

書の摘要欄に受領時の「状条」及び「寄託」、「貸付」等の区分を朱記

する。  

（受払記録）  

第５７条  各種コンテナの異動事実が発生した場合、速やかに別紙第３､

第４及び第７に定める受払記録を実施するものとする。  

 

  



 

３５ 

 

＊第１４章  ＪＭＳ等の処理  

 

 （交換率の変動に伴う処置）  

第５８条  契約工場は、ＪＭＳ－Ａ又はＪＭＳ－Ｄの交換率（Ｒ／Ｆ）が  

変動した場合は、別紙第１６に定める作成要領により、ＪＭＳ－Ａ  

（Ｄ）部品使用状況変動通知（別紙様式第３４）又はＪＭＳ作成・訂  

正・取消  原案（別紙様式第３５）を作成し、速やかに第２補給処長  

（資材計画課長気付）に提出するものとする。  

（新規修理品のＪＭＳ資料の作成）  

第５９条  契約工場は、第２補給処から修理契約相手方決定の通知を受領  

した場合は、前条の規定を準用してＪＭＳ作成・訂正・取消  原案を作  

成し、３か月以内に第２補給処長（資材計画課長気付）に提出するもの  

とする。  
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第１５章  雑則  

 

（委任規定）  

第６０条  この取扱要領に定める業務の実施に必要な細部処理要領は、第  

２補給処内にあっては各部長、契約工場にあっては各工場物品管理責任  

者等の定めるところによる。  

 

附  則（資伺第１号  令和８年２月６日）  

この官給品等取扱要領は、令和８年４月１日から施行する。  
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別紙第１（第１１条、第１５条、第１７条、第２４条関係）  

 

受領書及び返品書・材料使用明細書の作成及び処理要領  

 

１  受領書の作成  

(1) 第２補給処（物品管理単位番号：３６５１）から物品を受領した場  

合は、物品とともに送付される受領書に次の事項を記入し受領処理を  

実施する。  

ア   １枚目受領者（契約者）欄  

(ｱ)  住所  

契約工場の所在地を記入  

(ｲ)  社名  

契約工場の名称を記入  

(ｳ)  代用者名  

     工場物品管理責任者等名を記入  

(ｴ)  受領者氏名  

     受領者の署名  

(ｵ)  受領年月日  

受領年月日を記入  

  イ  ２枚目以降  

    項目番号毎に受領証書番号を記入  

(2) 前号の処理が完了した証書は、第１票を速やかに第２補給処長（在  

庫統制課長気付）に返還し、第２票は自社の受入証書として保存す  

る。第３票は、倉庫担当者等が適宜使用するものとする。  

(3) 第２補給処以外から物品を受領した場合  

ア  他の補給処・基地から物品を受領した場合は、物品とともに送付  

される管理換票に次の要領（基準）で受領処理を実施する。また、  

受領書を３部作成し、受領書の第３部を控えとし、管理換票２部と  

受領書２部を第２補給処長（在庫統制課長気付）に送付するものと  

する。  

(ｱ) 受領日・・・・受領側の「受領日」欄に記入する。  

（例：２０２７１０１４ ((西暦 )２０２７年１０月１４日の場合 )）  

(ｲ) 係の記名等・・受領側「出納」、「検査」、「記帳」、「転  

記」及び「物品出納官」欄に、それぞれ処理が完了した際に記名  

等する。  

(ｳ) 証書番号・・・「記事」欄の上部余白に証書番号を記入する。  
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イ  他の工場から物品を受領した場合は、受領書を３部作成し、受領  

書の第３部を控えとし、受領書２部を物品とともに送付される返品  

書２部と併せて第２補給処長（在庫統制課長気付）に送付するもの  

とする。  

ウ  修理契約工場直送指定品目と記載された要修理品については、第  

２補給処から送付する「工場直送指定品目リスト」によりチェック  

し、Ｐ／Ｗ処理の促進を図る。  

(4) 直納物品  

ア  新規購入（部品）  

納入業者から納品書を受領した後、受領書を３部作成し、受領書  

の第３部を控えとし、納品書８部と受領書２部を第２補給処長（在  

庫統制課長気付）に送付する。  

イ  修理完成品  

納入業者から納品書、返品書を受領した後、受領書を３部作成し  

受領書の第３部を控えとし、納品書８部、返品書２部及び受領書２  

部を第２補給処長（在庫統制課長気付）に送付する。  

２  返品書・材料使用明細書の作成  

官給品等を第２補給処へ返還又は出荷指令、ＴＣＴＯの補給要領等に  

より基地若しくは他の工場等へ出荷する場合の返品書・材料使用明細書  

の作成要領は次のとおりとする。  

(1) １枚目引渡者（契約者）欄  

ア  住所  

契約工場の住所を記入  

イ  社名  

契約工場の名称を記入  

ウ  代用者名  

工場物品管理責任者等名を記入  

エ  引渡年月日  

引渡年月日を記入  

オ  引渡者氏名  

    引渡者の署名  

(2) １枚目物品番号欄  

   １項目に「別紙のとおり」と記入  

(3) １枚目摘要欄  

   別紙第２により記入  

(4)  ２枚目以降  
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  ア  項目番号  

    一連番号を記入  

  イ  物品番号  

    物品番号を記入  

  ウ  品名  

    品名を記入  

  エ  規格  

    部品番号を記入  

  オ  単位  

    単位を記入  

  カ  交付数量  

    記入しない。  

  キ  返品数量  

    返還数量を記入  

  ク  摘要  

   別紙第２により記入する。  

  ケ  契約番号  

    根拠となる契約番号、ＤＰ番号又はＣＰ番号及び寄託時等の証書

番号等を記入  

  コ  機器一連番号  

    機器一連番号を記入  

  サ  単価  

    単価を記入  

  シ  証書番号  

    返還の際に付与した出荷整理番号を記入  

  ス  使用数量、残数量、受領証書番号  

    記入しない。  

３  抽出証書の作成  

証書記載の物品と異なる物品を受領した場合は、新たに別証書（以下  

「抽出証書」という。）を作成し、所要事項を抽出して、備考欄等に  

「（項目番号、物品番号、数量、単位及び状条等）は（元の証書番号）  

から抽出」と記入し、その証書に証書番号を付与するものとする。この  

場合、元の証書の備考欄等に「（項目番号、物品番号、数量、単位及び  

状条等）は（作成する証書番号）へ抽出」と記入し、その関連を明記す  

るとともに抽出証書には「抽出証書」の表示をしなければならない。  
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４  証書の処理  

証書の処理（Ｐ／Ｗを含む。）については付紙第１～３による。  



 

 

付紙第１               

証 書 の 処 理 要 領（第２補給処 ⇔ 工場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            注：矢印の実線は証書の流れを、破線は照合作業を示す。 

区分 出     荷     側 受     領     側 

 

 

第 

２ 

補 

給 

処 

か 

ら 

工 

場 

 

 

 

工 

場 

か 

ら 

第 

２ 

補 

給 

処 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

４
１
 

３ ３ 

受領書 １ 

返品書 １ 

３ 

２ 
返品書 １ 

照 合 

破 棄 

２ 
受領書 １ 

４ 
３ 

２ 返品書 １ 

受領証書綴へ 

受領証書綴へ 

[開梱受領検査] 

受領書 １ 

[開梱受領検査] 

受領書 １ 

返品書綴へ 

２ 
受領書 １ 

（送付） 

（送付） 

返品書綴へ 

参考用 参考用 

（送付） 

（送付） 

参考用 

控 

参考用 

※新規購入（部品）の場合、

返品書の作成は要しない。 



 

 

付紙第２ 

証 書 の 処 理 要 領（他の補給処・基地 ⇒ 工場） 

区分 出     荷     側 受     領     側 補     給     処 
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［受領書作成］ 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

 

 

 

 

注：矢印の実線は証書の流れを、破線は照合作業を示す。 

３ 

２ 
管理換票１ 

２ 

受領書 １ 

照 合 証書台帳 

管理換票１ 

４
２
 

照 合 

５             

４ 
３ 

２ 
管理換票１ 

参考用 

受領書 ２ 

受領証書綴へ 

参考用綴へ 

出荷証書綴へ 

受領証書綴へ 

（送付） 

３ 
２ 

管理換票１ 

払出証書綴へ 

(出荷証書番号を転記) 

（送付） 

（送付） 

[1 出荷側からの受領として処理] 

 

[2 受領側への出荷として処理] 

 

２ 
管理換票１ 

２ 
受領書 １ （送付） 

 

 

電算機等

処理 

２ 
受領書 １ 

控 

照 合 

破 棄 

控 

参考用 

参考用 

照 合 

破 棄 

控 

※管理換票３及び受領書２を 

まとめて保管できる。 



 

 

付紙第３ 

証 書 の 処 理 要 領（工場 ⇒ 工場） 

区分 出     荷     側 受     領     側 補     給     処 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

場 
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［受領書作成］ 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

 

 

 

 

注：矢印の実線は証書の流れを、破線は照合作業を示す。 

２ 
返品書 １ 

２ 

受領書 １ 

照 合 証書台帳 

返品書 1 

４
３
 

４ 
３ 

２ 
返品書 １ 

参考用 

出荷証書綴へ 

受領証書綴へ 

（送付） 

３ 

２ 返品書 １ 

払出証書綴へ 

(出荷証書番号を転記) 

（送付） 

[1 出荷側からの受領として処理] 

 

[2 受領側への出荷として処理] 

 

２ 
返品書 １ 

２ 
受領書 １ （送付） 

 

 

電算機等

処理 

参考用 

３ 

照 合 

受領書 ２ 

受領証書綴へ 

２ 
受領書 １ 

参考用 

照 合 

破 棄 

控 

参考用綴へ 

照 合 

破 棄 

控 

（送付） 

※返品書３及び受領書２を 

まとめて保管できる。 

※新規購入（部品）の場合、

返品書の作成は要しない。 



 

 

別紙第２（第１２条、第１６条関係） 

返品書・材料使用明細書の摘要欄記入要領  

業 務 の 区 分 摘  要  欄 備 考 

 

 

 

官 

給 

品 

の 

返

還 

１ 出荷依頼で他の基地等 

及び他工場への出荷 

(1) 請求番号(OB 又は OH) 

(2) 出荷指令番号(SO NO) 

(3) 文書番号（年月日） 

１ 枠で示したものは、朱記

する。 

２ すべての品目について、 

状条を記入する。 

例）状条：S 

３ 物品増減及び現在額報告

対象品目は、Ｍ区分（Ｍ区

分：M）を記入する。 

４ 特別管理品目は、 特 と

朱記する。 

５ 関係項目のみ記入する

（ゴム印の使用は可能）。 

６ ＴＯＣ寄託と記入した場合

は、ＴＣＴＯ番号も記入する。 

２ 担任外品目で担当補給 

処からの官給品の出荷 

(1) 請求番号(OB 又は OH) 

(2) 出荷指令番号(SO NO) 

３ 余剰品の出荷 

 

補給処指示の文書番号 

（指示のない場合は余白） 

４ ＴＣＴＯ該当品の出荷 (1) ＴＣＴＯ番号 
(2) 旧状条、新状条 

例：旧Ｓ→新Ｔ 

 

修 

理 

対 

象 

品 

の 

返 

還 

１ 修理完成品の納入 

  

(1) ＣＰ No 又はＤＰ No 

(2) 寄託時の旧Ｓ／Ｎ 

                                   

２ 改修品の納入 (1) ＤＰ No 

(2) 寄託時の旧Ｓ／Ｎ 

３ 部品取り 

 

(1) ＤＰ No 

(2) 部品取り対象本体のＳ／Ｎ、Ｐ／Ｎ及び数量 

 

 

 

修理対象品以外の要修理品 

の返還（仕掛品を含む。） 

 

(1) 出荷指令番号(SO NO) 

(2) 補給処指示の文書番号（指示のない場合は空白） 

(3) ＤＰ No（仕掛品の場合のみ、記載） 

 

 

 

 

  

４
４

 

ＳＥＲ官給 

要検寄託 

識別諸元 

REP寄託 TOC 寄託 S 寄託 

 

部品取り TOC 寄託 部品取り REP 

部検止 

REP 寄託 

REP 寄

託 

ＳＥＲ官給 

SER ○補官給 

改修 TOC 寄託 改修 OH 

等 

REP寄託 TOC 寄託 

仕掛品 

要検寄託 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構 

 

 

成 

 

 

品 

 

 

の 

 

 

返 

 

 

還 

 

１ 取り外した使用可能品 

 

(1) ＩＲＡＮ 

(1) 請求番号(OB 又は OH) 

(2) 出荷指令番号(SO No) 

 

１ 枠で示したものは、朱記

する。 

２ すべての品目について、

状条を記入する。 

例）状条：S 

３ 物品増減及び現在額報告

対象品目は、Ｍ区分（Ｍ区

分：M）を記入する。 

４ 特別管理品目は、特 と朱

記する。 

５ 関係項目のみ記入する

（ゴム印の使用は可能）。 

 

 

※△＝空白 

 

 

 

 

 

※△＝空白 

 

 

 

 

※△＝空白 

 

 

 

(2) Ｅ／Ｇオーバーホール 

(1) 請求番号(OB 又は OH) 

(2) 出荷指令番号(SO No) 

 

(3) 単体修理 

 

(1) 請求番号(OB 又は OH) 

(2) 出荷指令番号(SO No) 

 

 

２  取り外した要修理品 

(1) ＩＲＡＮ及びＥ／Ｇオ

ーバーホール時の修理契

約工場直送品目 

 

△△出荷先管理単位番号－3651 

 

 

 

(2) ＩＲＡＮ及びＥ／Ｇオ

ーバーホール時の修理契

約工場直送品目以外 

 

△△３６５１ 

 

 

 

 

(3) 単体修理 

(1) △△３６５１ 

(2) 本体Ｓ／Ｎ 

 

 

 

 

修理契約工場直送品目 ＩＲＡＮ構成品 Ｏ／Ｈ構成品 

ＩＲＡＮ構成品 

４
５

 

Ｏ／Ｈ構成品 

単修構成品 

単修構成品 

ＩＲＡＮ構成品 Ｏ／Ｈ構成品 



 

 

調 
達 
物 
品 
納 
入 

 

ＣＰ－ＤＰ調達品 

 

 

ＣＰ No 又はＤＰ No 

注：第２補給処へ納入する場合、補助証書（返品書）は不要（納品書の

み） 

１ 枠で示したものは、朱記

する。 

２ すべての品目について、

状条を記入する。 

例）状条：S 

３ 物品増減及び現在額報告

対象品目は、Ｍ区分（Ｍ区

分：M）を記入する。 

４ 特別管理品目は、特 と朱

記する。 

５ 関係項目のみ記入する

（ゴム印の使用は可能）。 

 

貸 
付 
物 
品 
の 
返 
還 

 

無償貸付物品 

無償貸付承認番号（年月日） 

 

Ｕ 

Ｒ 

証 

拠 

品 

等 

の 

返 

還 

１ ＵＲ証拠品 (1)  ＵＲ発簡番号（年月日） 

(2) ＵＲ証拠品処理通知番号（年月日）    

２ ＵＲ調査完了品 (1)  ＵＲ発簡番号（年月日） 

(2) 寄託(ＵＲ)物品処理通知番号（年月日） 

契
約
不
適
合 

疑
義
品
の
返
還 

１ 契約不適合疑義品 

 

 

 

 

(1) ＳＯ No 

(2) 不具合通報番号（年月日） 

(3) 整理番号       

(4) 異状通知書番号 

              

    

 

 

 

契約不適合
疑義品 ＳＥＲ官給 取外し品 

 

ＵＲ証拠品 ＳＥＲ官給 取外し品 

ＵＲ検討終了分 

無償貸付物品 

４
６

 



 

 

契
約
不
適
合
疑
義
品
の
返
還 

２ 契約不適合修補品 異状通知書番号（年月日） 

 

 

１ 枠で示したものは、朱記する。 

２ すべての品目について、状条を記

入する。 

例）状条：S 

３ 物品増減及び現在額報告対象品目

は、Ｍ区分（Ｍ区分：M）を記入す

る。 

４ 特別管理品目は、特 と朱記する。 

５ 関係項目のみ記入する（ゴム印の

使用は可能）。 

 

 

 

３ 契約不適合非該当品 (1) 異状通知書番号（年月日） 

(2) 非契約不適合通知書番号（年月日） 

(3) 契約不適合判定通知書番号（年月日） 

 

 

 

不 

用 

品 

の 

返 

還 

１ 取外し品(除く消耗品) 承認整理番号（年月日） 

２ 寄託、官給中状態変更 材料別記号と重量 

３ ＵＲ検討後廃品 

   （除く消耗品） 

(1) ＵＲ証拠品処理通知（年月日） 

(2) 材料別記号と重量 

４ 部検ＣＯＮＤ (1) ＤＰ No 

(2) 材料別記号と重量 

５ 取外し品（消耗品） 廃品受入期間等 

（○○年度分等） 

 

組 

立 

品 

の 

納 

入 

 

組立契約品 (1) ＤＰ No 

(2) 組立使用部品（官給品）のＳ／Ｎ、Ｐ／Ｎ及び数量 

 

 

 

 

 

廃 品 取外し品 

 

４
７
 

UR検討終了分 

部検ＣＯＮＤ REP寄託 TOC寄託 

組立品 

契約不適合修補 良品交換 

非契約不適合 



 

 

別紙第３（第１５条、第１６条、第１７条、第２４条、第４５条、第５０条、第５７条関係） 

 

工場受領返還記録 

 

１ 通知内容及び通知時期 

官側と工場側との間において、物品の受払の事実が発生した都度、次項の内容を通知する。 

２ 通知項目 

(1) 通知項目は、第３項に示すそれぞれのフォーマットのとおり。 

(2) 通知項目ごとの内容 

項  目  名 項   目   内   容 備     考 

種    別 固定値「３０」を記入する。  

管理単位番号 工場補給単位番号を記入する。  

通    番 工場受領返還記録の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号 

（日単位の通し番号） 

 

記 録 区 分 工場受領返還記録の記録区分を、次のとおり記入する。 

１ 官給品を受領したとき・・・・・・・・・・・・・・・・ＫＲ 

２ 外注要修理品を受領したとき・・・・・・・・・・・・・ＭＲ 

３ 官給品を補給処、基地又は他の工場に出荷したとき・・・ＫＳ 

（取外し部品の修理契約工場への直送を含む。） 

４ 修理完成品又は外注要修理品（部検コンデム物品を 

含む。）を補給処、基地又は他の工場に出荷したとき・・・ＭＳ 

ＵＲ証拠品、貸付物品を受領又は出荷した

場合の記録は、不要である。 

補給処等記号 工場受領返還記録の通知先の補給処を数字で記入する。 
１ 第４補給処（Ｋ) ・・・１    ３ 第３補給処・・・・・・３ 

２ 第２補給処・・・・・・２   ４ 第４補給処（Ａ）・・・４ 

 

物 品 番 号 Ｓ／Ｎ又はＰＮ番号 

Ｓ／Ｎが付与されているときはＳ／Ｎを、Ｓ／Ｎが付与されていないとき

はＰＮ番号を記入する。 

なお、ＰＮ番号の場合は、頭に「ＰＮ」を付ける。 

例:１５６０－００－０３０－７５５６ＬＣ 

ＰＮ２１－８８６０２－１１ 

記録区分「ＭＳ」のとき、受領時の物品番

号と異なる物品番号を出荷する場合は、新

しいＳ／Ｎを記入する。 

４
８
 



 

 

単    位 当該物品の数量単位を記入する。  

ＮＥＷ記号 記録の状態を記号で記入する。 

１  通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

２  Ｓ／Ｎ又は証書番号を取り消す場合・・・・Ｃ 

３  ２項以外で修正する場合・・・・・・・・・Ｋ及びＳ 

「Ｋ」及び「Ｓ」は、受払記録の訂正を行

う場合、常に一対で使用する。 

Ｋ・・・・訂正対象データ 

Ｓ・・・・訂正後データ 

状    条 当該物品の状条区分を記号で記入する。 

１ 使用可能品・・・・Ｓ   ５ 修理不能品・・・・・・・Ｃ 

２ ＴＯＣ物品・・・・Ｔ  ６ 要検査物品・・・・・・・Ｕ 

３ 不完備物品・・・・Ｉ  ７ 契約不適合(疑義)物品・・Ｆ 

４ 要修理品・・・・・Ｒ   

 

数    量 当該物品の受払数量を記入する(例：１５の場合・・００００１５)。  

受領時状条 １ 記録区分「ＭＳ」のときは、外注要修理品を受領したときの状条を記

入する。ただし、部検コンデム物品の返還の場合は、受領時の状条を

「Ｃ」とする。 

２ 記録区分「ＫＲ」「ＫＳ」「ＭＲ」のときは、空白とする。 

 

証 書 番 号 

（整理番号） 

当該品目の受払の根拠として工場で使用する証書番号を記入する。 

業務記号  ＋  工場補給単位番号  ＋  補給処等記号  ＋  西暦  

(英字２桁)       (数字４桁)          （英字１桁）   (数字４桁)  

                Ｇ：第２補給処 

＋ 一連番号 

(数字７桁) 

例:ＯＨ＊＊＊＊Ｇ２０２５００００００１ 

診断（本修理）の結果、修理不能又は改修

等により物品番号が変更になった場合、記

録区分「ＭＳ」の証書番号は、「ＭＸ」

「ＭＹ」と同じ証書番号を使用する。 

４
９
 



 

 

参 照 番 号 １ 記録区分が「ＫＲ」及び「ＭＲ」の場合 

(1) 補給処からの出荷による受領・・・・出荷側の証書（整理）番号 

(2)  出荷指令に基づく受領・・・・出荷指令書番号（ＳＯ番号） 

２ 記録区分が「ＫＳ」の場合 

(1)  補給処からの出荷依頼に基づく出荷・・当該出荷依頼番号（通 

常、出荷指令書番号に準じて補給処において付与した番号） 

(2) (1)以外の第２補給処への返還・・・・△△３６５１ 

３ 記録区分が「ＭＳ」の場合 

(1) 修理完成品の出荷・・・・該当するＣＰ又はＤＰ番号 

(2) 補給処からの出荷依頼に基づく出荷・・・・・・・ 

当該出荷依頼番号（通常、出荷指令書番号に準じて補給処におい 

て付与した番号） 

(3) (1)及び(2)以外の第２補給処への返還・・・・・・△△３６５１ 

    

 

 

 

 

 

※△＝空白 

 

 

 

 

 

※△＝空白 

出  荷  先 

管理単位番号 

記録区分「ＭＳ」の場合・・出荷先の管理単位番号（４桁）を記入する。 

その他の場合・・・・・・・空白 

 

余  白  １ 空白  

契 約 番 号 修理対象物品の修理契約番号（左詰め）を記入する。 例：Ｇ２５Ｓ００００３の場合 

２補調達、(西暦)２０２５年度歳出契 

約の３番目 

Ｒ２４Ｋ００１０２の場合 

十支調達、(西暦)２０２４年度２国契 

約の１０２番目 

余  白  ２ 空白 

 

 

 

補給処等区分 年度区分 歳国区分 一連番号 

１桁 ２桁 １桁 ５桁 

Ｇ…２補 

Ｋ…４補（Ｋ） 

Ｍ…３補 

Ａ…４補（Ａ） 

Ｒ…十支 

Ｃ…中央 

－ 

Ｓ…歳出  

Ｋ…２国 

Ｊ…３国 

Ｉ…４国 

Ｈ…５国 

－ 

 

５
０
 



 

 

機器一連番号 必要に応じ機器一連番号を記入する。 

１ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・機器一連番号 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

余  白  ３ 空白  

処 理 日 付 空白  

エラー照合番号 空白  

無 視 記 号 必要な都度、担任補給処に確認する。  

修理主品目 

物 品 番 号 

受払対象機種、修理主品目等の適用区分コード又は物品番号を記入する。 

１ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホールについては、適用区分コード 

（１１桁） 

例：Ｆ－１５ ＩＲＡＮ・・・・・・ＡＦ１５０１７００００ 

２ 単体修理については、修理主品目物品番号（最大１８桁） 

例：ＣＨ－４７Ｊ ＢＬＡＤＥ・・１６１５－０１－１４５－７１１０ 

 

ロット番号 空白  

機器一連番号 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・機器一連番号 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

個 別 単 価 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・単価 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

 

 

 

 

 

 

 

５
１
 



 

 

３ 工場受領返還記録 

  

(1) 電算機 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項
目
名 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

受
領
時
状
条 

証
書
番
号(

整
理
番
号) 

参
照
番
号 

出
荷
先
管
理
単
位
番
号 

余
白
１ 

契
約
番
号 

余
白
２ 

機
器
一
連
番
号 

余
白
３ 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

個
別
単
価 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 1 18 18 4 1 9 6 18 18 8 4 1 18 10 12 11 

５
２
 



 

 

 (2) 郵送（提出部数：２部）又はメール 

   

工場受領返還記録 
航空自衛隊第２補給処 
補給分任物品管理官 殿 
 （在庫統制課長気付） 

注：用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

会社名 令和  年  月  日 

確

認 

責任者 担当者 

  

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

受
領
時
状
条 

証
書
番
号(

整
理
番
号) 

参
照
番
号 

出
荷
先
管
理
単
位
番
号 

余
白
１ 

契
約
番
号 

余
白
２ 

機
器
一
連
番
号 

余
白
３ 

 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

 

無
視
記
号 

 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

 

ロ
ッ
ト
番
号 

 

機
器
一
連
番
号 

  

個
別
単
価 

備
考 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

５
３
 



 

 

別紙第４（第１６条、第１８条、第３０条、第４５条、第５０条、第５７条関係） 

 
工場調整記録 

 
１ 通知内容及び通知時期 

不用決定に基づく処分、外注要修理品からの取外し部品の受入れ及び識別変更のうち分解及び在庫品の調整等の受払の事実が発生した都度、次 
項の内容を通知する。 
 
２ 通知項目 
(1) 通知項目は、第３項に示すそれぞれのフォーマットのとおり。 
(2) 通知項目ごとの内容 

項  目  名 項   目   内   容 備     考 

種    別 固定値「３０」を記入する。  

管理単位番号 工場補給単位番号を記入する。  

通    番 工場調整記録の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号 
（日単位の通し記号） 

 

記 録 区 分 １ 官給品の不用決定指示に基づく払出しをしたとき・・・・・・ＫＡ 
２ 外注要修理品の不用決定指示に基づく払出しをしたとき・・・ＭＡ 
３ 外注要修理品（ＩＲＡＮ実施中の航空機を含む。）からの 
部品取り受入れ又は部品の受入れをしたとき・・・・・・・・・ＫＢ 

４ 官給品の分解又は在庫数量の調整による受入れをしたとき・・ＫＸ 
５ 官給品の分解又は在庫数量の調整による払出しをしたとき・・ＫＹ 
６ 外注要修理品の分解又は在庫数量の調整による受入れをし 
 たとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＭＸ 
７ 外注要修理品の分解又は在庫数量の調整による払出しをし 

たとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＭＹ 

外注要修理品の修理不能品については、返
還処理として、記録区分「ＭＳ」を使用す
るため、記録区分「ＭＡ」は原則として使
用しない。 
次の場合は、在庫調整を実施する。 
・診断（本修理）の結果、修理不能となっ
たとき・・「ＭＸ」「ＭＹ」 

・改修等によって物品番号が変更になった 
とき・・「ＭＸ」「ＭＹ」 

なお、項目内容及び上記以外の目的で使用する
場合は資材計画部在庫統制課審査班と調整した
上で使用する。 

補給処等記号 工場調整記録の通知先の補給処を数字で記入する。 
１ 第４補給処（Ｋ) ・・・１    ３ 第３補給処・・・・・・３ 
２ 第２補給処・・・・・・２   ４ 第４補給処（Ａ）・・・４ 

 

５
４
 



 

 

物 品 番 号 Ｓ／Ｎ又はＰＮ番号 
Ｓ／Ｎが付与されているときはＳ／Ｎを、Ｓ／Ｎが付与されていないと
きはＰＮ番号を記入する。 
なお、ＰＮ番号の場合は、頭に「ＰＮ」をつける。 

例:１５６０－００－０３０－７５５６ＬＣ 

ＰＮ２１－８８６０２－１１ 

単    位 当該物品の数量単位を記入する。  

ＮＥＷ記号 記録の状態を記号で記入する。 

１  通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

２  Ｓ／Ｎ又は証書番号を取り消す場合・・・・Ｃ 

３  ２項以外で修正する場合・・・・・・・・・Ｋ及びＳ 

「Ｋ」及び「Ｓ」は、受払記録の訂正を行

う場合、常に一対で使用する。 

Ｋ・・・・訂正対象データ 

Ｓ・・・・訂正後データ 

状    条 当該物品の状条区分を記号で記入する。 

１  使用可能品・・・・Ｓ   ５  修理不能品・・・・・・・Ｃ 

２  ＴＯＣ物品・・・・Ｔ  ６  要検査物品・・・・・・・Ｕ 

３  不完備物品・・・・Ｉ  ７  契約不適合(疑義)物品・・Ｆ 

４  要修理品・・・・・Ｒ   

 

数    量 当該物品の受払数量を記入する(例：１５の場合・・００００１５)。  

官 給 区 分 官給区分を記号で記入する。 

１  ＣＰＰ（業者調達品）・・・・・・・・Ｃ 

２  ＣＦＰ（業者委託調達品）・・・・・・Ｆ 

３  ＧＦＰ（官給品）・・・・・・・・・・Ｇ 

ＣＲＰ品目の記録は不要 

証 書 番 号 

（整理番号） 

当該品目の受払の根拠として工場で使用する証書番号を記入する。 

業務記号  ＋  工場補給単位番号  ＋  補給処等記号  ＋  西暦  

(英字２桁)       (数字４桁)          （英字１桁）   (数字４桁)                      

Ｇ：第２補給処 

＋ 一連番号 

(数字７桁) 

例:ＯＨ＊＊＊＊Ｇ２０２５００００００１ 

診断（本修理）の結果、修理不能又は改修

等により物品番号が変更になった場合、記

録区分「ＭＳ」の証書番号は、「ＭＸ」

「ＭＹ」と同じ証書番号を使用する。 

５
５
 



 

 

参 照 番 号 １ 記録区分が「ＫＡ」「ＭＡ」の場合・・・・・不用決定承認番号 

２ 記録区分が「ＭＸ」の場合 

(1) 診断コンデムの増・・・調達要求番号 

(2) 改修による増・・・・旧物品番号（この場合、物品番号のハイフ 

ンは入力しない）例（4320009472267Z2） 

３ 記録区分が「ＭＹ」の場合 

(1) 診断要修理品の減・・・調達要求番号 

(2) 改修による減・・・・新物品番号（この場合、物品番号のハイフ 

ンは入力しない）例（4320009472267Z2） 

４ 編入物品の受払の際、代替品がＮＯ－ＤＭＦの場合は「NO-DMF」 

５ その他・・・・・・・・・空白 

払出しの記録は、不用決定承認後に実施す

る。 

余  白  １ 空白  

契 約 番 号 修理対象物品の修理契約番号（左詰め）を記入する。 

 

 

 

 

 
 

例：Ｇ２５Ｓ００００３の場合 

２補調達、(西暦)２０２５年度歳出 

契約の３番目 

Ｒ２４Ｋ００１０２の場合 

十支調達、(西暦)２０２４年度２国 

契約の１０２番目 

余  白  ２ 空白  

編入待区分 記録区分「ＫＢ」の場合で編入待の処理を行わない場合は「Ｚ」を記入

する。その他は空白とする。 

 

 

余  白  ３ 空白  

補給処等区分 年度区分 歳国区分 一連番号 

１桁 ２桁 １桁 ５桁 

Ｇ…２補調達 

Ｋ…４補（Ｋ）〃 

Ｍ…３補 〃 

Ａ…４補（Ａ）〃 

Ｒ…十支 〃 

Ｃ…中央 〃 

－ 

Ｓ…歳出  

Ｋ…２国 

Ｊ…３国 

Ｉ…４国 

Ｈ…５国 

－ 

 

５
６
 



 

 

参考物品番号 編入物品の受払の際に、代替品を払出し又は返納した場合は代替品の物

品番号を記入する。 

 

処 理 日 付 空白  

エラー照合番号 空白  

無 視 記 号 必要な都度、担任補給処に確認する。  

修理主品目 

物 品 番 号 

受払対象機種、修理主品目等の適用区分コード又は物品番号を記入す

る。 

１ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホールついては、適用区分コード（１１

桁） 

例：Ｆ－１５ ＩＲＡＮ・・・・・・ＡＦ１５０１７００００ 

２ 単体修理については、修理主品目物品番号（最大１８桁） 

例：ＣＨ－４７Ｊ ＢＬＡＤＥ・・１６１５－０１－１４５－７１１０ 

 

ロット番号 空白  

機器一連番号 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・機器一連番号 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

個 別 単 価 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・単価 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

 

 

 

 

 

５
７
 



 

 

３ 工場調整記録 

(1)  電算機 

   

 

 

 

 

 

 

 

項
目
名 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

官
給
区
分 

証
書
番
号(

整
理
番
号) 

参
照
番
号 

余
白
１ 

契
約
番
号 

余
白
２ 

編
入
待
区
分 

余
白
３ 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

個
別
単
価 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 1 18 18 5 9 4 1 19 18 8 4 1 18 10 12 11 

５
８
 



 

 

 (2) 郵送（提出部数：２部）又はメール 

  

工場調整記録 
航空自衛隊第２補給処 
補給分任物品管理官 殿 

  （在庫統制課長気付） 

注：用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

会社名 令和  年  月  日 

確

認 

責任者 担当者 

  

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

官
給
区
分 

証
書
番
号(

整
理
番
号) 

参
照
番
号 

余
白
１ 

契
約
番
号 

余
白
２ 

編
入
待
区
分 

余
白
３ 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

 

ロ
ッ
ト
番
号 

 

機
器
一
連
番
号 

個
別
単
価 

 

備
考 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

５
９
 



 

 

別紙第５（第１９条関係） 

 

工場修理現況記録 

１ 通知項目 

 (1) 通知項目は、第２項に示すそれぞれのフォーマットのとおり。 

 (2) 通知項目ごとの内容 

項  目  名 項   目   内   容 備     考 

種    別 固定値「３０」を記入する。  

管理単位番号 工場補給単位番号を記入する。  

通    番 工場修理現況記録の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号 

（日単位の一連番号） 

 

記 録 区 分 固定値「ＭＰ」を記入する。  

補給処等記号 工場修理現況記録の通知先の補給処を数字で記入する。 
１ 第４補給処（Ｋ) ・・・１    ３ 第３補給処・・・・・・３ 

２ 第２補給処・・・・・・２   ４ 第４補給処（Ａ）・・・４ 

 

物 品 番 号 Ｓ／Ｎ又はＰＮ番号 
Ｓ／Ｎが付与されているときはＳ／Ｎを、Ｓ／Ｎが付与されていない
ときはＰＮ番号を記入する。 
なお、ＰＮ番号の場合は、頭に「ＰＮ」をつける。 

例:１５６０－００－０３０－７５５６ＬＣ 

ＰＮ２１－８８６０２－１１ 

調達要求番号 物品番号が付与されているＤＰ番号を記入する。 例:ＤＰ３６５１２０２７０４１８２００１ 

６
０
 



 

 

修 理 区 分 契約書に記載されている作業区分を下表の記号で記入する。 

記号 修 理 区 分 記号 修 理 区 分 

Ｒ Ｏ／Ｈ Ｏ ＯＣＭ Ⅰ 

Ｅ Ｏ／Ｈ改修 Ｑ ＯＣＭ Ⅱ 

Ｃ ＣＯＨ Ｔ ＴＯＣ 

Ｌ ＣＯＨ改修 Ｄ 構成品修理 

Ａ 点検修理 Ｖ 組立 

Ｊ 点検修理改修 Ｗ 組立調整 

Ｈ 修理 Ｚ 検査 

Ｉ 修理改修 Ｐ 部品取 

Ｆ 機能検査 Ｕ 容器検査 

Ｍ 改修 Ｘ エクスチェンジ 

Ｋ ＯＣＭ Ｙ その他 

Ｇ 計画外ＯＣＭ   
 

 

報 告 日 付 報告年月日を８桁で記入する。 例:２０２７年６月６日→２０２７０６０６ 

仕  掛  中 未契約の仕掛数量  

修 

理 

進 

捗 

状 

況 

未着工 搬入要修理品のうち、いまだ着工していない数量  

部検中 診断中の数量 

部検後中 本修理中の数量 

納入待 修理完成品で納入待となっている数量 

部検止  部検までの契約分で部検完了数量 

６
１
 



 

 

納  入  済 報告時点での既納入済数量（輸送中も含む。）の累計数量 
契約分全数納入完了の場合は、以降報告不

要 

納 

入 

予

定 

１か月後 報告時点での修理進捗状況を勘案し、全数量について今後の納入予定

数量を記入する。ただし、部検までの契約分で部検完了数量は除く。 

 

 

２か月後 

３か月後 

４か月後 

５か月後 

６か月後 

７か月後

以  降 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６
２
 



 

 

２ 工場修理現況記録 

(1)  電算機 

項
目
名 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

調
達
要
求
番
号 

修
理
区
分 

報
告
日
付 

仕
掛
中 

進 捗 状 況 
納
入
済 

納 入 予 定 

未
着
工 

部
検
中 

部
検
後
中 

納
入
待 

部
検
止 

１
か
月
後 

２
か
月
後 

３
か
月
後 

４
か
月
後 

５
か
月
後 

６
か
月
後 

７
か
月
後
以
降 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 18 1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

６
３
 



 

 

(2)  郵送（提出部数：１部）又はメール 
 

航空自衛隊第２補給処 
補給分任物品管理官 殿 

  （在庫統制課長気付） 

 
 

工 場 修 理 現 況 記 録 

会社名   令和  年  月  日 

確認 

責任者 担当者 

  

通

番 

記

録 

区 

分 

補 

給 

処 

等

記

号 

物品番号 調達要求番号 

修 

理 

区 

分 

報

告

日

付 

仕

掛

中 

進 捗 状 況 

納 

入 

済 

 

納  入  予  定 

 
未 
着 
工 

 
部 
検 
中 

 
部 
検 
後 
中 

 
納 
入 
待 

 
部 
検 
止 

 

１ 

か 

月 

後 

 

２ 

か 

月 

後 

 

３ 

か 

月 

後 

 

４ 

か 

月 

後 

 

５ 

か 

月 

後 

 

６ 

か 

月 

後 

 

７ 

か 

月 

後 

以

降 

                     

                     

                     

                     

                     

注：用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

６
４
 



 

 

別紙第６（第２２条関係） 

 

工 場 官 給 申 請 

 

１ 通知項目 

(1)  通知項目は、第２項に示すフォーマットのとおり。 

(2)  通知項目ごとの内容 

項  目  名 項   目   内   容 備     考 

種    別 固定値「３０」を記入する。  

管理単位番号 工場補給単位番号を記入する。  

通    番 官給申請の送付（送信）単位ごとの件数を表わす一連番号 

（日単位の一連番号）（例：２０番目の送信の場合・・０００２０） 

 

記 録 区 分 固定値「ＳＰ」を記入する。  

補給処等記号 官給申請の通知先の補給処を数字で記入する。 
１ 第４補給処（Ｋ) ・・・１    ３ 第３補給処・・・・・・３ 

２ 第２補給処・・・・・・２   ４ 第４補給処（Ａ）・・・４ 

 

物 品 番 号 Ｓ／Ｎ又はＰＮ番号（頭にＰＮを付与し１８桁以下のもの） 

Ｓ／Ｎが不明か、ＰＮ番号が１９桁以上の場合は、この欄に左詰めで「ＮＯＮＥ」と記

入する（この欄で「ＮＯＮＥ」と記入した場合は、コメント欄に必ずＰ／Ｎを記入する

こと）。 

 

単    位 当該物品の数量単位を記入する。  

ＮＥＷ記号 記録の状態を記号で記入する。 

１  通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

２  工場官給申請を取り消す場合・・・・・・・Ｃ 

３  ２項以外で修正する場合・・・・・・・・・Ｋ及びＳ  

「Ｋ」及び「Ｓ」は、工場官

給申請の訂正を行う場合、常

に一対で使用する。 

Ｋ・・・・訂正対象データ 

Ｓ・・・・訂正後データ 

６
５
 



 

 

 

状    条 官給申請する物品の状条区分を記号で記入する。 

１ 使用可能品・・・・・・・・・・・・Ｓ 

２ ＴＯＣ物品・・・・・・・・・・・・Ｔ 

３ 要修理品・・・・・・・・・・・・・Ｒ 

４ 修理不能品・・・・・・・・・・・・Ｃ 

 

数    量 当該物品の官給申請数量を記入する。 

（例：７ＥＡを官給申請する場合・・０００００７） 

 

入手希望日 入手を希望する日付を記入する。 

（例：(西暦)２０２７年１１月１５日・・・・２０２７１１１５） 

 

優 先 順 位 官給申請する物品の補給優先順位を数字で記入する。 

１ Ａ請求（速やかに入手希望）・・・・・・・・・・・・０５ 

２ Ｂ請求（７日以内に入手希望）・・・・・・・・・・・１０ 

３ Ｃ請求（２０日以内に入手希望）・・・・・・・・・・１５ 

４ Ｄ請求（３０日以内に入手希望）・・・・・・・・・・２０ 

官給申請の種類及び事由を数字で記入する。 

 

ＴＲ－Ｊコード 官給申請時のＴＲ―Ｊコードを記入する。 

１ Ａ請求・・・・・・・ ０８ 

２ Ｂ請求・・・・・・・ ９１（ＴＣＴＯキット等については、「８１」） 

３ Ｃ請求・・・・・・・ ９２（ＴＣＴＯキット等については、「８２」） 

４ Ｄ請求・・・・・・・ ９３（ＴＣＴＯキット等については、「８３」） 

 

 

 

 

６
６
 



 

 

装備品等名 ＭＲＳ区分を記入する。 

１ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール契約・・・・・Ａ 

２ 単体修理契約・・・・・・・・・・・・・・・・Ｄ 

 

請求番号 業務記号 １ ＯＨ工場が官給申請する場合・・・・ＯＨ 

２ ＳＹ工場   〃 ・・・・・・・・ＳＹ 
取次の場合も同じ。 

 

管理単位 工場補給単位番号を記入する（ない場合は、製造者記号を記入する。）。  

年月日 官給申請年月日  

（例：(西暦)２０２７年１２月１５日の場合・・・・２０２７１２１５） 

 

一連番号 月ごと担当補給処ごとの割当一連番号を付与する。ただし、当該月間において割当分を

超える場合は、再び１から付与する。 

なお、この場合にあっても翌月は、１から付与する。 

 

 

 

 

 

６
７
 一連番号割当表 

請 求 先 割当一連番号 

補給本部 ０００１～０９９９ 

第４補給処（Ｋ） １００１～１９９９ 

第２補給処 ２００１～２９９９ 

第３補給処 ３００１～３９９９ 

第４補給処（Ａ） ４００１～４９９９ 

各支処 （略） 

 



 

 

契 約 番 号 修理対象物品の修理契約番号（左詰め）を記入する。 

 

 

 

 

 

 

例：Ｇ２５Ｓ００００３の場合 

２補調達、(西暦)２０２５ 

年度歳出契約の３番目 

Ｒ２４Ｋ００１０２の場合 

十支調達、(西暦)２０２４ 

年度２国契約の１０２番目 

記    事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補給処等区分 年度区分 歳国区分 一連番号 

１桁 ２桁 １桁 ５桁 

Ｇ…２補調達 

Ｋ…４補（Ｋ）〃 

Ｍ…３補 〃 

Ａ…４補（Ａ）〃 

Ｒ…十支 〃 

Ｃ…中央 〃 

－ 

Ｓ…歳出  

Ｋ…２国 

Ｊ…３国 

Ｉ…４国 

Ｈ…５国 

 

 

－ 

 

№ 項 目 桁 数 ヘッダ 備 考 

１ ＩＡ可否 最大１３  「ＩＡ ＯＫ 可能数(７桁)」又は「ＩＡ ＮＯ」を記入 

２ 

適用区分コ

ード又は修

理主品目物

品番号 

最大１８ Ｅ： 

ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール契約については適用区分コー

ド、単体修理契約については修理主品目物品番号を記入する。 

（例）Ｆ－１５機体定期修理の場合・・ＡＦ１５０１７００００ 

単体修理契約の場合・・・・１６１５－０１－１４５－７１１０ 

３ 部品番号 最大２０ Ｐ： 固定項目 

４ 装着数 最大 ３ Ｕ： 固定項目 

５ 製造者記号 最大 ５ Ｍ： 固定項目 

６ その他 最大２７ Ｏ： 機番等請求補足理由を記入 

 

６
８
 



 

 

記    事 

（続き） 

例：ＩＡ可能数８ 修理主品目物品番号１６１５－０１－１４５－７１１０ 

部品番号ＡＴ１０ＡＥ１－５ 製造者記号Ｄ２１９９ 

 

 ＩＡ ＯＫ  ００００００８Ｅ：１６１５－０１－１４５－７１１０Ｐ：ＡＴ１０ＡＥ１－５Ｍ：Ｄ２１９９   

 
            ヘッダ                            ヘッダ            ヘッダ      

   ＩＡ可能      可能数               修理主品目物品番号        部品番号     製造者記号 

 

注：１ 記事欄の入力範囲は８６桁ある。 

２ ヘッダは、最大桁数に含まない。 

３ その他の項目は工場側の判断で有効に入力可能である。 

 

Ｔ Ｏ 番 号 官給申請する物品のＴＯ番号を記入する。  

ＦＩＧ番号 官給申請する物品のＦＩＧ番号を記入する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６
９
 



 

 

２ 工場官給申請 

項 

目 

名 

種 
 
 

別 

管
理
単
位
番
号 

通 
 
 

番 

記 

録 

区 

分 

補
給
処
等
記
号 

物 

品 

番 

号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

入
手
希
望
日 

優
先
順
位 

Ｔ
Ｒ
Ｊ
コ―

ド 

装
備
品
等
名 

請求番号 
契
約
番
号 

記
事 

Ｔ
Ｏ
番
号 

Ｆ
Ｉ
Ｇ
番
号 

業
務
記
号 

管
理
単
位 

年
月
日 

一
連
番
号 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 8 2 2 8 2 4 8 4 9 86 30 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７
０
 



 

 

別紙第７（第２２条、第３０条、第４５条、第５７条関係） 

工場受払記録 

 

１ 通知内容及び通知時期 

   ＧＦＰ、ＣＦＰ、ＣＰＰである物品について、工場物品管理責任者又は在庫管理者と工場内の各ＳＨＯＰとの間に受払の事実が発生した都   

度、次の項内容を通知する。 

２ 通知項目 

(1)  通知項目は、第３項に示すそれぞれのフォーマットのとおり。 

(2)  通知項目ごとの内容 

項  目  名 項   目   内   容 備     考 

種    別 固定値「３０」を記入する。  

管理単位番号 工場補給単位番号を記入する。  

通    番 工場受払記録の送付（送信）単位ごとに通知する件数を表わす一連番

号（日単位の通し番号） 

 

記 録 区 分 １ 官給品を倉庫からＳＨＯＰへ払い出したとき・・・・・・ＫＩ 

２ 官給品がＳＨＯＰから倉庫へ返還されたとき・・・・・・ＫＴ 

ＳＨＯＰからの返納は、余剰品の場合のみ

にこの記録を使用する。編入受、調整受等

は、調整記録で行う。 

補給処等記号 工場受払記録の通知先の補給処を数字で記入する。 
１ 第４補給処（Ｋ) ・・・１    ３ 第３補給処・・・・・・３ 

２ 第２補給処・・・・・・２   ４ 第４補給処（Ａ）・・・４ 

 

物 品 番 号 Ｓ／Ｎ又はＰＮ番号 
Ｓ／Ｎが付与されているときはＳ／Ｎを、Ｓ／Ｎが付与されていない
ときはＰＮ番号を記入する。 
なお、ＰＮ番号の場合は、頭に「ＰＮ」をつける。 

例:１５６０－００－０３０－７５５６ＬＣ 

ＰＮ２１－８８６０２－１１ 

７
１
 



 

 

単    位 当該物品の数量単位を記入する。 

単位「ＨＤ」「ＬＢ」及び「ＧＲ」については、それぞれの単位で払

い出し、使用する。 

なお、端数（ＥＡ）が出た場合は、次契約で使用するものとする（端

数の記録は不要）。 

 

ＮＥＷ記号 記録の状態を記号で記入する。 

１  通常・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

２  Ｓ／Ｎ又は証書番号を取り消す場合・・・・Ｃ 

３  ２項以外で修正する場合・・・・・・・・・Ｋ及びＳ  

「Ｋ」及び「Ｓ」は、受払記録の訂正を行

う場合、常に一対で使用する。 

Ｋ・・・・訂正対象データ 

Ｓ・・・・訂正後データ 

状    条 当該物品の状条区分を記号で記入する。 

１  使用可能品・・・・Ｓ   ５  修理不能品・・・・・・・Ｃ 

２  ＴＯＣ物品・・・・Ｔ  ６  要検査物品・・・・・・・Ｕ 

３  不完備物品・・・・Ｉ  ７  契約不適合(疑義)物品・・Ｆ 

４  要修理品・・・・・Ｒ   

 

数    量 当該物品の受払数量を記入する（例：１５の場合・・００００１

５）。 

 

官 給 区 分 官給区分を記号で記入する。 

１  ＣＰＰ（業者調達品）・・・・・・・・Ｃ 

２  ＣＦＰ（業者委託調達品）・・・・・・Ｆ 

３  ＧＦＰ（官給品）・・・・・・・・・・Ｇ 

ＣＲＰ品目の記録は不要 

証 書 番 号 

（整理番号） 

当該品目の受払の根拠として工場で使用する証書番号 

業務記号  ＋  工場補給単位番号  ＋  補給処等記号  ＋  西暦  

(英字２桁)       (数字４桁)          （英字１桁）   (数字４桁)  

＋ 一連番号             Ｇ：第２補給処 

(数字７桁) 

例:ＯＨ＊＊＊＊Ｇ２０２５００００００１ 

証書(整理)番号は、管理記録(出納記録)カ

ードに記載する自社の証書(整理)番号と同

一のものである。 

参 照 番 号 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目の場合 

・・・・・・・・・・・・・・・・受領した時の出荷側の証書番号 

２ １項以外の場合・・・・・・空白 

 

７
２
 



 

 

本機納入年度 物品増減及び現在額報告対象品目の場合、対象となる製造又は修理対

象機器等（Ａ／Ｃ、Ｅ／Ｇを含む。）の納入年度を西暦（西暦４桁の

数字）で記入する。その他は空白とする。 

 

作 業 区 分 受払の根拠となる作業内容を数字で記入する。 

１ 通常区分・・１（通常作業の場合） 

２ 特別区分・・２（ＴＣＴＯ、生産官給、契約不適合疑義及びライ

ンコンシューム・流用分の補充等特別作業の場

合） 

 

契 約 番 号 修理対象物品の修理契約番号（左詰め）を記入する。 例：Ｇ２５Ｓ００００３の場合 

２補調達、(西暦)２０２５年度 

歳出契約の３番目 

Ｒ２４Ｋ００１０２の場合 

十支調達、(西暦)２０２４年度 

２国契約の１０２番目 

修 理 台 数 契約ごとに受払時点で何台目の修理かを一連番号で記入する。 

ただし、ロット及びユニットの場合は、払出しの最終番号とする。 

例：５台目の修理に必要な部品を払い出したとき・・・０００５ 

 

Ｒ Ｔ 区 分 受払対象修理主品目等の状態を記号で記入する。 

１ 要修理品・・・・・・・・・・・・・Ｒ 

２ ＴＯＣ・・・・・・・・・・・・・・Ｔ 

３ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール・・空白 

４ ＥＲＣ１，２，３で記録区分「ＫＩ」の場合、編入待処理を行わ 

ないときは、「Ｚ」を記入する（通常は、空白とする。）。 

  

 

７
３
 補給処等区分 年度区分 歳国区分 一連番号 

１桁 ２桁 １桁 ５桁 

Ｇ…２補調達 

Ｋ…４補（Ｋ）〃 

Ｍ…３補 〃 

Ａ…４補（Ａ）〃 

Ｒ…十支 〃 

Ｃ…中央 〃 

－ 

Ｓ…歳出  

Ｋ…２国 

Ｊ…３国 

Ｉ…４国 

Ｈ…５国 

－ 

 



 

 

ＭＲＳ区分 受払対象機種、修理主品目等のＭＲＳ区分を記号で記入する。 

１ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール・・・・・・Ａ 

２ 単体修理・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｄ 

 

修理主品目 

物 品 番 号 

受払対象機種、修理主品目等の適用区分コード又は物品番号を記入す

る。 

１ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホールについては、適用区分コード

（１１桁） 

例：Ｆ－１５ ＩＲＡＮ・・・ＡＦ１５０１７００００ 

２ 単体修理については、修理主品目物品番号（最大１８桁） 

例：ＣＨ－４７Ｊ ＢＬＡＤＥ・・・１６１５－０１－１４５－７１１０ 

生産官給の場合も同様とするが、修理主品

目物品番号がない品目は、その品目の機種

とする。 

例 ＵＨ－６０Ｊ新造機・・ＵＨ－６０Ｊ 

参考物品番号 編入物品の受払の際に代替品を払い出し又は返納した場合は、代替品

の物品番号を記入する。 

 

処 理 日 付 空白  

エラー照合番号 空白  

無 視 記 号 必要な都度、担任補給処に確認する。  

余    白 空白  

ロット番号 空白  

機器一連番号 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・機器一連番号 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

個 別 単 価 １ 物品増減及び現在額報告対象品目、シリアル管理品目 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・単価 

２ その他の品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・空白 

 

７
４
 



 

 

３ 工場受払記録 

  

(1)  電算機 

 

 
 

項
目
名 

種
別 

管
理
単
位
番
号 

通
番 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

官
給
区
分 

証
書
番
号(

整
理
番
号) 

参
照
番
号 

本
機
納
入
年
度 

作
業
区
分 

契
約
番
号 

修
理
台
数 

Ｒ
Ｔ
区
分 

Ｍ
Ｒ
Ｓ
区
分 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

余
白 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

個
別
単
価 

桁
数 

2 6 5 2 1 18 2 1 1 6 1 18 18 4 1 9 4 1 1 18 18 8 4 1 18 10 12 11 

７
５
 



 

 

(2)  郵送（提出部数：２部）又はメール 
 
航空自衛隊第２補給処 
補給分任物品管理官 殿 
 （在庫統制課長気付） 

工場受払記録 

注：用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

         会社名 令和  年  月  日 
         

確

認 

責任者 担当者 
          

 
          

項
目 

記
録
区
分 

補
給
処
等
記
号 

物
品
番
号 

単
位 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
記
号 

状
条 

数
量 

官
給
区
分 

証書番号 
(整理番号) 

参照番号 

本
機
納
入
年
度 

作
業
区
分 

契
約
番
号 

修
理
台
数 

Ｒ
Ｔ
区
分 

Ｍ
Ｒ
Ｓ
区
分 

修
理
主
品
目
物
品
番
号 

参
考
物
品
番
号 

処
理
日
付 

エ
ラ
ー
照
合
番
号 

無
視
記
号 

余 

白 

ロ
ッ
ト
番
号 

機
器
一
連
番
号 

個
別
単
価 

備
考 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

７
６
 



 

 

別紙第８（第２２条関係） 

 

官給品等対象定型用紙一覧表 

 

No 品     名 物 品 番 号 請求単位 

１ 使用可能（合格）物品票（Ａ） 7540-064-0021-H ＰＧ 

２ 使用可能（合格）物品票（Ｂ） 7540-064-0023-M ＢＸ 

３ 要修理（再修正）物品票 7540-064-0011-H ＰＧ 

４ 修理不能（不合格）物品票 7540-064-0031-H ＰＧ 

５ 技術指令（ＴＯＣ）物品票 7540-064-0041-H ＰＧ 

６ 不完備（ＩＮＣ）物品票 7540-064-0051-H ＰＧ 

７ 要検査物品票 7540-064-0071-H ＰＧ 

８ 不具合報告(UR)証拠品物品票 7540-064-0061-H ＰＧ 

（参考）〒350-1394  埼玉県狭山市稲荷山２丁目３番地 

          航空自衛隊第４補給処資材計画部在庫統制課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７ 



 

 

別紙第９（第２３条関係） 

７
８
 



 

 

別紙第１０（第３９条関係） 

 

不 具 合 事 項 区 分 表 

不具合事項 不 具 合 の 内 容 及 び そ の 報 告 事 項 

ＴＯＣ（未実施） ＡＣ品目（ＪＴＯ ００－２０Ｋ－１－２）の再検査年月が経過しているか又は特定の技術指令（ＴＣＴＯ等）に

よって改修、検査等未実施である場合をいう。この不具合がＡＣ品目のＴＯＣ未実施のときは要求された検査年月

を、また、ＴＣＴＯ未実施のときはＴＣＴＯ番号を記述する。 

ＩＮＣ（不完備） 所定の構成品が不足のため、その物品が完全な機能を有しない場合及び付属品等についても、それらが構成品とさ

れていて欠品のときは不完備となる。この不具合に際しては、不足物品等の物品番号、品名及び数量を記述する。 

破損 外観上発見可能な打こん、かき傷、変形、ねじれ、折損及び摩擦等いわゆる損壊並びに損傷の状態にある場合をい

う。この場合、損壊箇所及び程度等を具体的に記述するとともに、要すれば略図又は写真を添付する。 

発錆 錆、腐食、斑点、かび及び汚損等がある場合をいう。この不具合は、通常包装（梱包）不良による場合が多いので

よく注意し、これらの不具合内容も併記する。 

不適用（装着不能） 同一物品番号であるにもかかわらずデザイン、形状又は機能的に若干の相違があって装着できない若しくは互換性

による代用品としての役目を有しない場合をいう。この場合、その区分を明確にするとともに具体的事象及び理由

を記述する。 

識別不明 証書記載の識別諸元と異なり、識別が全く確認できない場合をいう。この不具合は、物品目録記載内容の不備や補

給出版物の未整理等に起因する場合が多いため、不具合通報を発簡する前に保管部品質統制課品質調査班へ電話等

により所要の調整を行うものとする。 

機能不良 機能的物品特性を有するものが、所定の機能試験の結果、所要の性能を発揮しない場合をいう。この場合、当該物

品の規格値、測定値及び機能不良の部位等不具合の状態を具体的に記述する。 

物品票の不備 物品票の記載事項に不備がある場合は、記入漏れ、検査スタンプ漏れ又は記入文字不鮮明等の記述をする。物品票

の添付方法に不備がある場合は、物品票自体の紛失、脱落等か、物品票の内装と外装相違か具体的に記述する。 
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包装（梱包）不良 包装（梱包）の方法又は材料が適切でないため包装（梱包）が破損している場合をいう。この場合、破損箇所及び

その程度等を具体的に記述するとともに要すれば写真を添付する。 

期限不明・切れ 期限統制されているゴム製品であることはＪＴＯ ００－２０Ｋ－１により確認できるが、物品票又は包装等から

保管期限が不明又は超過している場合をいう。この場合、物品票の脱落か、期日の記入漏れなのか、包装日付があ

るか、又は保管期限年月日等を記述する。保管期限が必要と判断される場合も含む。 

証書の不備 証書の記載事項に不備があるか、又は脱落等により証書が欠如している場合をいい、証書の記載事項不備の場合に

は、タイプミスによるものか、又は記載方法の誤りによるものか、その事象を具体的に記述する。 

その他 前各項以外の不具合事項をいい、その主たるものは次のとおり。 

１ 異物品又は異物品混入 

  受領物品が証書に示す物品と全く別の物品であるか、又は受領物品の一部に証書に示す物品と全く別の物品が

混入している場合をいう。この場合、異物品の物品番号、品名及び数量を所定の項（項目番号２又は３）に記入

する。 

なお、その異物品が識別不明の場合には、識別不明の項参照 

２ 数量相違 

  受領数量が証書に示す数量と過不足ある場合をいう。当該物品の個装表示数量又は物品票に記載の数量と内容

実数との相違によって生じたと判断できるときはその旨を明記する。 
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別紙第１１（第４１条関係） 

受領物品に不具合があった場合の処理 

区分 不具合の内容 不具合通報の作成 抽出調書の作成 証書の訂正等 

消耗品 

 

数量 

 

１ 僅少な相違 × × 出荷数をそのままにして、下の行に実数の受領数を記

入 

２ 上記以外 ○ × 同 上 

識別諸元、 
  Ｓ／Ｎ 

  Ｐ／Ｎ 

  単位等 

状条等 

３ 全数が異なる。 ○ × 該当の項目（出荷時）を訂正し、正しい内容を記入 

４ 一部が異なる。 ○ 

 

○ 

 

一部について受領証書を別途作成、残部は出荷証書の

数量を訂正 

非消耗

品 

 

数量 ５ 全数が異なる。 

６ 一部が異なる。 

○ 

 

× 

 

３に同じ。 

 

識別諸元、 

 

状条等 

７ 全数が異なる。 ○ × 同 上 

８ 一部が異なる。 ○ ○ ４に同じ。 

注：１ 受入れのための管理記録カード等への記録については、訂正、抽出等の終了した証書の正しい内容に基づき実施する。 

２ 抽出証書の作成は、別紙第１による。 
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別紙第１２（第４４条関係） 

 

現 況 調 査 実 施 要 領 

 

１ 目的 

官給品等の実数と記録の現在高を把握するとともに、官給品等の管理 

を適正に行う。 

 

２ 範囲 

官給品、寄託物品（契約不適合物品、契約不適合疑義品及びＵＲ証拠 

品を含む。）及び貸付物品 

 

３ 実施内容 

現況調査は、高価格品目にあっては各四半期に１回、中及び低価格品 

目にあっては、年１回実施する。 

なお、調査対象は、全品目とし、調査方法は同時全数現況調査又は循 

環現況調査のいずれかにより実施する。 

 

４ 実施方式 

開放式現況調査とする。 

  

５ 調査要領 

調査日現在の帳簿（電計記憶）記載数量と現品（倉庫保管、在場、修 

理完成後納入待、契約不適合物品、契約不適合疑義品、ＵＲ証拠品及び 

貸付物品の各数量）の実数を照合する。 

 

６ 報告 

調査完了後３０日以内に現況調査報告書（付紙様式第１）を作成し、 

第２補給処長（在庫統制課長気付）に報告する。ただし、不符合があっ 

た場合は不符合物品一覧表（付紙様式第２）を付して速やかに報告す 

る。 

なお、現況調査の結果、官給品等の全品目数及び個数が「０」の場合 

は、その旨を通知する（任意様式）。 

 

７ その他 

現況調査の実施について、本処理要領に規定のない事項は、ＪＡＦＲ 

１２５第５章第１２節の規定に準じて行うものとする。   
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付紙様式第１ 

 

 

航空自衛隊 

第２補給処長 殿 

（在庫統制課長気付） 

 

文  書  番  号： 

年    月    日：令和〇〇年〇〇月〇〇日 

工 場 補 給 単 位 番 号：            

会    社    名： 

工場物品管理責任者 〇〇 〇〇 

 

 

現況調査報告書 

 

 

現況調査実施結果について、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 調査実施区分     （高価格品目・中価格品目及び低価格品目） 

２ 調査実施年月日     令和  年  月  日 （〇〇年度 第〇／四半期分） 

３ 調査結果 

  (1) 官給品 

   調査実施品目数         品目（       個数） 

   符合品目数           品目（       個数） 

   不符合品目数          品目（       個数） 

(2) 寄託物品 

調査実施品目数         品目（       個数） 

   符合品目数           品目（       個数） 

   不符合品目数          品目（       個数） 

(3) 貸付物品 

調査実施品目数         品目（       個数） 

   符合品目数           品目（       個数） 

   不符合品目数          品目（       個数） 

４ その他（調査実施方法、不符合品目是正処置等） 

 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 

 



 

 

付紙様式第２ 

 

不 符 合 物 品 一 覧 表 

項目 

番号 
分類区分 物品番号 品 名 単位 単 価 

記  録 

現 在 高 
計算実数 

不符合 

数 量 

不符合 

金 額 

備 考 

（不符合理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 
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別紙第１３（第４５条関係） 

工場受払不備記号一覧表 

エラー 

マーク 

エラー 

コード 
不 備 内 容 

Ｅ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＡＮ 当該物品番号に該当する管理原簿は取り消されている。 

ＣＦＧ 官給区分に「Ｃ」「Ｆ」「Ｇ」以外の記号が使用された。  

ＣＮＯ 

参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」かつ本機納入年度が入力されている（物品増減及び現在額報告対象品目以外の場合

）。 

本機納入年度が「1900」～「2099」の範囲でない（物品増減及び現在額報告対象品目の場合）。 

契約番号が空白になっている。 

ＥＩＣ 修理主品目物品番号の欄が空白になっている。 

ＦＱＹ 不用品以外に対して不用品数量が指定されている。 

ＨＣＡ 参考物品番号に該当する管理原簿は取り消されている、かつ参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」でない。 

ＨＤＰ 参考物品番号は担任外である。  

ＨＮＤ 参考物品番号に該当する管理原簿がない、かつ参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」でない。 

ＪＹＯ 

状条が空白となっている。 

状条が規定の記号になっていない。 

当該状態条件に該当する整理区分がない。 

ＫＱＹ 

個別管理受払の数量が空白となっている。 

個別管理受払の数量が１以外となっている。 

個別管理受払の数量合計が受払の数量と異なる。 

ＬＯＴ 

ロット番号が空白になっている。 

当該ロット番号に該当する火工品ロット供用明細がない。 

個別管理受払のロット番号が空白となっている。 

ＭＲＳ ＭＲＳ区分に「Ａ」「Ｃ」「Ｄ」以外の記号が使用された。  

ＮＤＭ 当該物品番号に該当する管理原簿がない。 

ＮＥＷ ＮＥＷ記号が規定の記号になっていない。 

ＮＲＳ 該当する供用明細がない。 
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ＮＰＳ 

該当する供用明細がない。 

管理単位が空白となっている。 

補給処等記号が空白となっている。 

ＰＤＡ 転記日付が当日日付を超えている。 

ＱＴＹ 
数量が６桁の数字になっていない（'000001'以上）。 

個別管理品目の場合、数量が１になっていない。 

ＲＪＹ 
記録区分が「ＫＳ」の時、受領時条件に空白以外の記号が使用された。 

記録区分が「ＭＳ」の時、受領時条件に「Ｓ」「Ｒ」「Ｃ」「Ⅰ」「Ｕ」「Ｔ」「Ｆ」以外の記号が使用された｡ 

ＲＮＫ 参照番号の管理単位（３桁目から４桁）が誤っている。 

ＲＮＯ 

参照番号の業務記号（先頭２桁）が英字以外となっている。 

参照番号が「ＮＯ－ＤＭＦ」となっているが参考物品番号が入力されていない。 

当該参照番号に該当する受払がない。 

参照番号が記載されていない。 

参照番号欄の記載が「参照番号」又は「参照番号、受領時状条」となっていない。 

ＲＴＣ 

ＲＴ区分に「Ｒ」「Ｔ」空白「Ｚ」以外の記号が使用された。 

ＭＲＳ区分が「Ａ」の時、ＲＴ区分に空白「Ｚ」以外の記号が使用された。 

ＭＲＳ区分が「Ｄ」の時、ＲＴ区分に「Ｒ」「Ｔ」「Ｚ」以外の記号が使用された。 

ＳＥＩ 

整理区分が空白となっている。 

当該整理区分に該当する整理区分が整理区分綴にない。 

当該性価区分に該当する整理区分がない。 

ＳＮＯ 物品番号欄が空白になっている。 

ＳＯＪ 当該状条は出荷指令で指示された状条と相違する。 

ＳＯＳ 当該物品番号は出荷指令で指示された物品番号と相違する。 

ＳＰＫ 出荷先管理単位が空白になっている。当該出荷先管理単位に該当する管理単位がない。 

ＳＱＹ 
不用品に対して数量が指定されている（不用品数量に指定する。）。 

不用品以外に対して数量が指定されていない。 

ＴＳＵ 
既定以外の通知区分が使用された。 

当該通知区分に該当する整理区分がない。 
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ＳＥＲ 

個別管理品目に対し、機器一連番号が記載されていない。 

機器一連番号が特定できない（当該参照番号に該当する受払に機器一連番号が複数ある。）。 

機器一連番号が当該参照番号に該当する受払の機器一連番号と相違する。 

機器一連番号が特定できない（当該参照番号に該当する受払に複数の機器一連番号ない。）。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減がない。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の管理単位が担当補給処の管理単位と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の供用先が送信元の工場補給単位番号と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の状条が通知された状条と相違する。 

当該機器一連番号に該当するシリアル物品増減の管理単位が空白以外となっている。 

個別管理品目に対し、機器一連番号が記載されていない(自動Ｐ／Ｗ受領の際、機器一連番号が特定できない｡)｡ 

ＵＮＩ 

単位欄が空白となっている。 

単位が物品番号の単位と相違する。 

単位が参考物品番号の単位と相違する。 

ＶＮＫ 

証書番号の管理単位（３桁目から４桁）が送信元の工場補給単位番号と異なる。 

証書番号の管理単位（３桁目から４桁）が管理単位に登録されていない。 

管理単位に登録された証書番号の管理単位（３桁目から４桁）の組織区分が「Ｐ」、「Ｘ」以外 

ＶＮＯ 
証書番号の業務記号（先頭２桁）が英字でない。 

証書番号の管理単位以降が空白となっている。 

ＷＯＣ 作業区分が既定の値でない。 

ＸＡＭ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、受払綴の被取消、訂正受払と物品番号が合致していない。 

ＸＣＮ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、本受払記録は相手側が処置済であるので訂正・取り消しできない。 

ＸＪＪ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、受払綴の被取消、訂正受払と状条が合致していない。 

ＸＫＳ 

ＮＥＷ記号に「Ｋ」とあったが、被訂正受払が受払綴に存在していない。 

ＮＥＷ記号に「Ｃ」とあったが、被取消受払が受払綴に存在していない。 

ＮＥＷ記号に「Ｓ」とあったが、被再送受払は訂正（ＮＥＷ記号「Ｋ」）されていない。 

ＮＥＷ記号に「Ｋ」とあったが、被訂正受払は取り消（ＮＥＷ記号「Ｃ」）されている。 

ＮＥＷ記号に「Ｓ」とあったが、被再送受払は取り消（ＮＥＷ記号「Ｃ」）されている。 

ＸＯＲ 出荷数と受領数に相違がある。 
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ＸＮＳ 

担任補給処出荷の受領受払記録を受けたが、補給処側は当該参照番号では出荷の処置を行っていない（参照番号を再度確認す

る。）。 

担任補給処出荷の受領受払記録を受けたが、当該参照番号での出荷は訂正又は取り消されている（参照番号を再度確認

する。）。 

当該参照番号に該当する出荷指令はない。 

ＸＮＴ 

ＮＥＷ記号に「Ｃ」とあったが、被取消受払が受払綴に存在していない。 

ＮＥＷ記号に「Ｃ」とあったが、被取消受払は訂正（ＮＥＷ記号「Ｋ」）されている。 

ＮＥＷ記号に「Ｋ」「Ｃ」とあったが該当する供用明細の異動日付が空白となっている。 

ＸＱＴ ＮＥＷ記号に「Ｃ」「Ｋ」とあったが、受払綴の被取消、訂正受払と数量が合致していない。 

ＸＷＴ 当該証書番号では、既に同一証書番号で処置が行われている。 

＊＊＊ 証書種類が空白となっている。 

－□□ 
マイナスバランスが生じた。 

□□内は、マイナスバランスが生じた箇所を示す（エラーコードはマイナスバランス不備内容記号(下表参照)のとおり。）。 

Ｗ： ＳＯＯ 出荷指令による出荷数が、当該出荷指令の指示数より多い。 

ＳＯＬ 出荷指令による出荷数が、当該出荷指令の指示数より少ない。 

注：エラーマーク「Ｅ」が付与された受払記録は、補給処側の処理が行われていないので、受払記録不具合通報を受信した工場 

はエラー修正を行い、正しい受払記録にエラー照合番号を付記した形で再送する（不具合となった受払記録に対するＮＥＷ 

記号「Ｃ」「Ｋ」「Ｓ」等の処置は不要である。）。  

 

表－マイナスバランス不備内容記号 

記号 該当項目 記号 該当項目 

－ＱＳ 官給使用可能 －ＫＳ 寄託使用可能 

－ＱＲ 官給要修理 －ＫＲ 寄託要修理 

－ＱＦ 官給契約不適合 －ＫＦ 寄託契約不適合 

－ＱＴ 官給ＴＯＣ －ＫＴ 寄託ＴＯＣ 

－ＱⅠ 官給ＩＮＣ －ＫＩ 寄託ＩＮＣ 

－ＱＵ 官給要検査 －ＫＵ 寄託要検査 

－ＱＣ 官給修理不能 －ＫＣ 寄託修理不能 
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別紙第１４（第５０条関係） 
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別紙第１５（第５０条関係） 

不 用 材 料 別 区 分 表 

１ 不用品（特定不用品以外） 
材  料 
記  号 

基 準 品 名 説                   明 
基 準 
単 位 

D-1 アルミ屑 大部分がアルミニウムスクラップであるもの。 ＫＧ 
D-2 真鍮屑 大部分が真鍮スクラップであるもの。 ＫＧ 
D-4 銅屑 大部分が銅スクラップであるもの。電線、キャップタ

イヤコード等もこの区分に入れる。 
ＫＧ 

D-5 鉛屑 バッテリー及び他の鉛屑を含む。 ＫＧ 
D-6 マグネシウム混入屑  ＫＧ 
D-7 プラチナ混入屑 プラチナ使用の点火栓、マグネットポイント等及びプ

ラチナを含むスクラップ 
ＫＧ 

E-1-Co コバルト混入屑  ＫＧ 
E-1-Cr クロム混入屑  ＫＧ 
E-1-G 金混入屑  Ｇ 
E-1-K 大型鋼鉄屑  ＫＧ 
E-1-M 小型鋼鉄屑 梱包箱に入れ得るか又は帯鉄等で梱包できる程度のも

の。 
ＫＧ 

E-1-Ma 磁石屑  ＫＧ 
E-1-Mn マンガン混入屑  ＫＧ 
E-1-Mo モリブデン混入屑  ＫＧ 
E-1-Ni ニッケル混入屑  ＫＧ 
E-1-P 貴金属混入屑  ＫＧ 
E-1-Pd パラジウム混入屑  Ｇ 
E-1-Si 銀混入屑  Ｇ 
E-1-ST ステンレス屑  ＫＧ 
E-1-Ti チタニウム混入屑  ＫＧ 
E-1-V バナジウム混入屑  ＫＧ 
E-1-W タングステン混入屑  ＫＧ 
＊以上については、他の材料区分に入るものは、できるだけ分類し本属の区分に入れること。 
G-1 廃品航空機用タイヤ  ＫＧ 

G-3 廃品航空機用ﾁｭｰﾌﾞ  ＫＧ 
G-5 雑ゴム屑  ＫＧ 
H-8 プラスチック屑  ＫＧ 

W-1 大型木材屑 建築物廃材、倒木等大型の木材類 ＫＧ 

W-2 小型木材屑 小型の木材片、板片類 ＫＧ 

B-1 梱包空箱 紙製品以外の梱包空箱 ＥＡ 

B-2 紙製包装空箱 紙製の梱包空箱 ＥＡ 

O-1 廃油  ＬＩ 

P-1 紙屑 紙類、廃棄図書類（売却の対象となり得るものに限
る。） 

ＫＧ 

C-1 布屑 布類 ＫＧ 
N-1 なわ屑 縄、筵類 ＫＧ 

M-1 雑金属屑 他のいずれの区分にも入らない金属スクラップ ＫＧ 
M-1-P 貴金属付着（ﾒｯｷ）屑  ＫＧ 
M-2 雑非金属屑 他のいずれの区分にも入らない非金属スクラップ ＫＧ 

注：１ 材料記号は、小分類番号０９００を接頭して不用品整理番号とし、不用品に係るカード

等において物品番号に代えて使用する（次項の特定不用品についても同じ。）。 

２ この表は、不用品（特定不用品及び不用無償供与物品を除く。）を材料別に区分して処理

する場合に適用する。 



 

９１ 
 

２  特定不用品 

区 分 材料記号 品 名 説 明 単位 

廃
掃
法
に
該
当
す
る
廃
棄
物 

 

HWO 廃油 鉱物油、動植物性油、潤滑油、

絶縁油、洗浄油、切削油及び溶

剤油で引火点が 70℃以上の廃

油（産業廃棄物） 

ＬＩ 

HWOT 廃油 燃焼しやすい揮発油類、灯油類

及び軽油類で引火点 70℃未満

の廃油（特別管理産業廃棄物） 

ＬＩ 

HWP 廃プラスチック 合成タイヤ、合成ゴム、化学繊

維等のすべて合成高分子系化合

物 

ＫＧ 

 

HWR ゴム屑 天然のゴム、エボナイト屑 ＫＧ 

HWM 金属屑 すべての金属屑等を含む ＫＧ 

HRG ガラス及び陶磁器屑 非飛散性石綿を含む ＫＧ 

HPS 紙屑 すべてのパルプ製品屑 ＫＧ 

HSPOW 木屑 すべての木材、木製品屑をいう ＫＧ 

HWNF 繊維屑 木綿、絹等の天然繊維屑又は布

類屑をいう。 

ＫＧ 

 

整
備
廃
液 

CARI カーボン除去剤廃液   

ＬＩ DCSO ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾙﾍﾞﾝﾄ廃液 

EHIR ﾄﾘｸﾛｰﾙｴﾁﾚﾝ廃液 

MERC 水銀廃液 

PERI 塗料剥離剤廃液 

TREN ﾄﾘｸﾛｰﾙﾄﾙｴﾝ廃液 

写
真
処
理
廃
液 

BLAC 漂白及び減力処理廃液 写真現像処理液等の廃アルカリ

は、ph１２．５以上は特別管理

産業廃棄物に該当する。 

写真定着廃液等の廃酸は、ph

２．０以下は特別管理産業廃棄

物に該当する。 

 

 

ＬＩ 
DVEL 現像処理廃液 

FIXA 定着処理廃液 

MEBL ME-4 漂白処理廃液 

MEFX ME-4 定着処理廃液 

そ
の
他 

PCB PCB 含有不用品 それぞれの特定化学物質使用の

全ての不用品（該当するもの

は、他の材料区分に区分して処

理しなければならない。） 

 

ＫＧ PCN PCN 含有不用品 

HCB HCB 含有不用品 

BERYL ﾍﾞﾘﾘｳﾑ混入屑 重量の３％未満を含有するﾍﾞﾘﾘ

ｳﾑの合金を除く。 

ＫＧ 

D-HG 水銀混入屑  ＫＧ 

CDCE 不用カドミウム・セル      ＫＧ 

HASB 廃石綿 吹付け石綿除去物、石綿含有保

温材、石綿の付着している養生

材など飛散性のある石綿（特別

管理産業廃棄物） 

ＫＧ 

 

 

 

 

 



 

９２ 
 

区 分 材料記号 品 名 説 明 単位 

 

 

J.T.O.31Z-10-4-1 

に該当する廃棄物 

TISO 不用電子管 放射性電子管に限る。 ＥＡ 

HRAW 

 

 

放射性物質 放射性電子管以外の放射性物質

を内包する不用品及びその汚染

された不用品 

ＥＡ 

そ の 他 HNO3 硝酸廃液  ＬＩ 

注：１ この表は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に該当する廃棄物及び特定不用品を処理

する場合に適用する。 

  ２ 石綿含有物は修理不能品の処置を行う前に第２補給処資材計画部在庫統制課総括班と調

整するものとする。 



 

 

９３ 
 

別紙第１６（第５８条関係）  

 

作 成 要 領 
 

 

適用区分コード

又は修理主品目

物品番号 

適用区分コード又は修理主品目

物品番号を記入する。 

例 AF150170000 

ＴＯ ＮＯ ＴＯ ＮＯを記入する。 例 JTO 4B1-2-11 

ＦＩＧ＆ＩＮＤ

ＥＸ ＮＯ 

ＦＩＧ＆ＩＮＤＥＸ ＮＯを記入

する。 

例 ９－１－８７ 

Ｓ／Ｎ 物品番号を記入する。 例 1560-00-936-4112 

Ｐ／Ｎ 部品番号を記入する。 例 43587656 

品名 品名を記入する。 例 ＢＯＬＴ 

ＵＰＡ 装着数を記入する。 例 1,000 EA 

変動根拠 ＥＣＰ等又はその他の原因で消費が変動した場合につい

て記入する。 

変動内容 過去５年程度の実績を記入する。 

変動理由 理由及び原因を具体的に記入する。 

例 経年劣化による消費の増加           

新部品での交換による消費の減少 

交換率（現） 現在の交換率（通知した交換率）を記入する。 

交換率（新） 新交換率を記入する。変動内容と対策（今後の予想）を

加味して設定する。 

適用時期 適用時期等を記入する。              

例 ２９国から又は 001～004 号機 

対策    

（今後の予想） 

対策等を含め今後の予想を記入する。 

 

注：ＪＭＳ新規・取消に関しては別紙様式第３５を基準とする。



 

 

９４ 

 

別紙様式第１（第４条関係） 

 

文 書 番 号 

 令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第２補給処長 殿 

  （資材計画部長気付） 

 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

 

 

工場補給単位番号の（新設・廃止）について 

 

 

 下記のとおり、工場補給単位番号の（新設・廃止）をお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 工場補給単位番号 

 

 ２ 工場名 

 

３ 所在地及び電話番号 

 

４ 最寄り駅 

   （ＪＲ・私鉄）      線      駅    

 

 ５ 工場物品管理責任者 

   職名           氏名 

 

 ６ 発効日 

   令和  年  月  日 

 

 ７ 理由 

 

 

注：１ 該当しない文字については、二重線で削除する。 

  ２ 工場補給単位番号は、廃止の場合に現在付与されている番号を記入する。 

  ３ 用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 

 



 

 

９５ 

 

別紙様式第２（第５条関係） 

 

 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第２補給処長 殿 

  （資材計画部長気付） 

 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

 

工場物品管理責任者等の（新規設定・変更）届出書 

 

                       工場物品管理責任者  

 官給品等取扱要領の規定により、下記のとおり 住       所 の 

                       （       ）  

 （新規設定・変更）を届出いたします。 

 

記 

 

 １ 会社名 

 

 ２ 住所 

 

３ 工場物品管理責任者 

  （前任者）   職名     氏名 

  （後任者）   職名     氏名 

４ 工場補給単位番号 

    

 ５ 届出（交替）年月日 

    

 ６ 理由 

    

 

注：１ 該当しない文字については、二重線で削除する。 

  ２ 変更する項目については、新、旧の内容について併記する。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 

 

 

 



 

 

９６ 

 

別紙様式第３（第７条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

引  継  書  綴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     工場名                 

 

                    工場補給単位番号            

 

                    工場物品管理責任者            
 

注：１ 紙質は、長期保存に耐え得るものとする。 

２ 用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９７ 

 

別紙様式第４（第７条関係） 

 
 

 

 

 

引  継  書 

 

 

引継年月日 令和  年  月  日  

 

 

 

                      前任（廃止）工場物品管理責任者 

                      （職名）    

 

                     後任（引継）工場物品管理責任者 

                      （職名）    

 

 

 下記のとおり引継ぎを行った。 

 

記 

 

 

引 継 事 項 

１．帳簿関係 

    内訳 

                          冊 

（証書台帳○冊、管理記録カード又は物品管理帳簿〇冊） 

２．諸票関係 

    内訳 

                                                    冊 

（納品書○冊、管理換票〇冊、返品書・材料使用明細書○冊、

受領書〇冊） 

３．関係書類 

    内訳 

                                                    冊 

（物品亡失、損傷報告書○冊、不用決定申請書○冊、 

官給申請書○冊） 

４．その他必要事項  

注：帳簿関係、諸票関係及び関係書類において、記載以外に保有する帳簿等がある場

合は名称及び数量を併せて記入する。 

 

 

 

 



 

 

９８ 

 

別紙様式第５（第７条関係） 
 

 

 

証      明      記      録 

引  継 

 

完 了 日 

項 目 
前   任   者 

後 任 者 

（現 任 者） 

 職 氏名 

検 査 者 

（立 会 者） 

 職 氏名 

摘 要 

(根 拠) 
管 理 期 間  職 氏名  

  

     

  

     

       

       

       

       

       

注：用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ)とし、横長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９９ 

 

別紙様式第６（第７条関係） 

 

 

カードの種類 常 用 カ ー ド 目 録 ／ 

小分類番号 カ ー ド 枚 数 

       

       

       

       

       

年 月 日       

カード枚数合計       

合計確認       

注：用紙はＡ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１００ 

 

別紙様式第７（第７条関係） 
 

 

 

令 和 ○ ○ 年 度 諸 記 録 一 覧 表 
令和 ○○年 ○○月 ○○日 現在 

項目番号 名    称 数 量 備付場所 取扱者 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注：１ 用紙はＡ列４番（ＪＩＳ）とし、横に使用する。 

〇〇２ 「数量」欄から右の欄は、当該年度までは鉛筆書きで、その都度、現在数を

逐次訂正して記入し、年度終了時点の確定事項をインク又はボールペン書きす

るものとする。 

３ 前項のインク又はボールペン書きをしたときは、その日付を右上欄に記入す 

る。 

４ 取扱者が年度内に交替した場合は、その旨「備考」欄に注記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別紙様式第８（第８条、第５０条関係） 
 

 

管  理  記  録  カ  ―  ド  （ Ⅰ ） 
カード

番号  

 

 

 

令和 

証 書 番 号 
発 送 元 

又 は 

送 付 先 
整理区分 増 減 

異      動 現         在           高 

備  考 
変 

 

更 

供 

 

用 

戻 

 

入 

 

合計 
保 管 現 在 高 Ｗ 前 

渡 

部 

品 

供 

 

用 

貸  付   等 

月 日 使用可能 
（新品） 

使用可能 
（古品） 

計画 要修理 
契約 

不適合 
ＴＯＣ ＩＮＣ 要検査 

修理 

不能 
 

Ｏ 

貸 
 

付 

寄 
 

託 

その 

他一 

時減 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1   前 葉 繰 越                        
2                             
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            

10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22   次 葉 繰 越                        

物 品 番 号 品          名 物品の分類 
                                                                過  剰 常  態 再 請 求 受入予定 払出予定 非 活 動 

１
０
１
 



 

 

１０２ 

 

付紙 

管理記録カードの記入要領 

記入欄 記 入 要 領 備 考 

カード番号 カードの使用ＮＯを記入する。 最初のカード表面を

１Ａとし、裏面を１

Ｂとする。 

２枚目の表面を２Ａ

とし、裏面を２Ｂと

する。 

（年） 最初に記入時の和暦の一文字目及び歴年を記

入する。 

 

月  日 記入時の年月日を「西暦８桁の数字」で記入

する。 

例：２０２７１０１２    

→ ２０２７年１０月

１２日 の場合 

前葉繰越 前の記入ページから繰越のある場合、それぞ

れの欄に記入する。 

 

証書番号 登録する証書番号（自社付与）を記入する

（現況調査の日付を記入する。）。 

 

発送元又は送

付先 

物品受領の場合は、出荷側の証書番号（直納

物品は、ＣＰ・ＤＰ番号）を記入する。 

出荷の場合及びＳＨＯＰへの払出し等の場合

は、相手側物品管理単位番号又はＳＨＯＰ名

を記入する。 

現況調査の結果、調査を要しない場合は、

「ＮＡ」と記入する。 

 

整理区分 受払の事実を要約して記入する。ＳＨＯＰへ

の払出しは「供用」、ＳＨＯＰからの返品は

「戻入」、補給処へ返還又は出荷依頼で他の

工場、基地等に出荷する時は「返還」と記入

する。 

 

増 受入数量を記入する（絶対増）。 

 

ＳＨＯＰからの戻入

及び識別変更による

他のカードからの受

入れは、この欄に記

入する。 

減 払出数量を記入する（絶対減）。 ＳＨＯＰへの払出し

及び識別変更による

払出しの場合は、こ

の欄に記入する。 

変更（異動） 物品の状態又は条件の変更の場合は、変更す

べき物品の数量を記入する（現在高合計数に

変更のない場合）。 

補給処担当者との調 

整が必要 



 

 

１０３ 

 

記入欄 記 入 要 領 備 考 

供用（異動） 修理等のため物品をＳＨＯＰへ払い出す場合

は、その数量を記入する。 

Ｗ／Ｏ欄で増され

る。 

戻入（異動） ＳＨＯＰから修理完成又は返納された場合、

その数量を記入する。 

Ｗ／Ｏ欄で減され

る。 

合 計 現在高欄の合計数を記入する。 

 

 

使 用 可 能 

（ 新 品 ） 

使用可能品（新品）の在庫数を記入する。 現在高欄（使用可能

欄～その他一時減欄 

）の現況調査を実施

した時「ＩＮＶ」と

記入する。同時に実

施した場合もそれぞ

れの欄に記入する。 

使 用 可 能 

（ 古 品 ） 

使用可能品（古品）の在庫数を記入する。 

通常、記入しない。 

 

計 画 ＴＣＴＯ用の部品等（単品）の在庫数を記入

する。 

 

要修理 要修理品の在庫数を記入する。  

 

契約不適合 契約不適合（疑義品を含む。）物品の在庫数

を記入する。 

検討のためＳＨＯＰ

へ払い出すとき又は

ＳＨＯＰから受入れ

のときは、異動（供

用・戻入）欄にその

数量を記入し、Ｗ／

Ｏ欄に計上される。 

Ｔ Ｏ Ｃ 

 

ＴＯＣ条件物品の在庫数を記入する。  

 

Ｉ Ｎ Ｃ ＩＮＣ条件物品の在庫数を記入する。  

要検査 要検査条件物品の在庫数を記入する。  

修理不能 

 

修理不能品の在庫数を記入する。                   

 

整備中に発生した不

良交換部品で所定の

もの及び要修理品で

修理不能と判定され

所要の処置がとられ

るまでこの欄に記入

する。 

Ｗ ／ Ｏ 

 

要修理品がＳＨＯＰへ払い出された数量を記

入する。 

整備中のものであ

る。 

 



 

 

１０４ 

 

記入欄 記 入 要 領 備 考 

前渡部品 通常、記入しない。 

 

 

供 用 通常、記入しない。 

 

 

貸 付 

 

貸付物品の在庫数を記入する。 

 

 

 

寄 託 

 

 

ＵＲ証拠品（検討中）の在庫数を記入する。 

 

 

検討のためＳＨＯＰ

へ払い出すとき又は

ＳＨＯＰから受入れ

のときは、異動（供

用・戻入）欄にその

数量を記入し、Ｗ／

Ｏ欄に計上される。 

備 考 

 

必要参考事項を記入する。 

 

 

 

物品番号 物品番号を記入する。 

 

 

例： 

1650-00-073-3947A6 

 

品 名 

 

物品の主品名を記入する。 

 

 

例： 

STICK ASSY 

 

カード番号の

左の余白 

 

補給処からの出荷時に添付される管理換票

（Ｐ／Ｗを含む。）のＥＲＣ、単位、単価を

記入する。ただし、ＥＲＣと単価は、鉛筆で

記入する。 

ＥＲＣ（性価区分） 
通 常 の 
Ｅ Ｒ Ｃ 
コ ー ド 

数字１桁
に よ る 
Ｅ Ｒ Ｃ 
コ ー ド 

通 常 の 
Ｅ Ｒ Ｃ 
コ ー ド 

数字１桁
に よ る 
Ｅ Ｒ Ｃ 
コ ー ド 

XD1 1 ND1 5 

XD2 2 ND2 6 

XB1 3 NB1 7 

XB2 4 NB2 8 

XB3 0 NB3 9 
 

 

 

 

 

 



 

 

１０５ 

 

記入欄 記 入 要 領 備 考 

（注１） 年度区分整理（締切り）要領 

管理記録カードは、会計年度末ごと整理する

ものとし、次に定める要領により処理するも

のとする。ただし、当該年度間に異動のない

記録カードについては、「年度整理」の記入

を要しないものとする。 

(1) 年度区分整理 

当該年度の最終の記録をした日付欄から

証書番号欄にかけて「年度整理」と朱記す

る。 

(2) 次年度の最初の記録は、「年度整理」を

記入した次の行から始める。 

 

 

 

（注２） 識別諸元変更該当品目表及び年度調査等によ

り識別諸元が変更されている場合は、必ず管

理記録カードも修正し、最新の状態を維持す

るものとする。 

 

 
 



 

 

 

 

別紙様式第９（第８条関係） 

 

 

 

 

          令和   年   期   工場物品管理帳簿                 工 場 名                   会社（    ） 

作 成 日 

担 

当 

補 

給 

処 

物品番号 

（ＰＮ番号） 
ERC 

単 

位 

受払 

日付 
整理番号 

状 

条 

受払 

区分 

受 払 数 官 給 品 借 受 寄    託 不 

用 

品 

重 

量 

参照番号 

増 減 異動 合計 使用 

可能 

品 

修理 

不能 

品 

その 

他 

使用 

可能 

品 

その 

他 

使用 

可能 

品 

要修 

理品 

W/O そ 

の 

他 

契約不

適合及

び契約

不適合 

疑義品 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

１
０
６

 



 

 

１０７ 

 

別紙様式第１０（第８条関係） 

 

 

 

 

在 庫 票 

 

物 品 番 号  

品 名  

認 可 表 

項 目 番 号 

 保 管 場 所  

認 可 数  再 請 求 点  

月 日 受 払 残 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  



 

 

１０８ 

 

付紙 

 

在庫票の記入要領 

 

記入欄 記 入 要 領 備 考 

物品番号 該当する物品番号を記入する。 

余白に部品番号を記入する。 

 

品  名 該当する品名を記入する。 

余白に単位を記入する。 

 

保管場所 保管場所を記入する。  

月 日 物品の受払、現況調査の年月日を記入する。  

受 物品の受入数量を記入する。  

払 物品の払出数量を記入する。  

残 物品の在庫数を記入する。 

在庫調査で不符合がなかった場合は、「ＮＡ」

と記入する。 

 

備  考 証書（整理）番号等参考となる必要事項を記入

する。 

現況調査の場合は、「ＩＮＶ」と記入する。 

 



 

 

 

 

別紙様式第１１（第９条、第１６条関係） 

注：１ 納品書（(受領)検査調書（予決令第１０１条の９に規定する調書をいう。））           ６ 検査所見等詳細に報告する必要がある場合は、別紙とすることができる。 
   として使用する場合は、（受領）検査調書（納品書）の文字を抹消して使用する。         ７ 必要があると認めるときは、この様式に所要の事項を付け加えることができる。 
  ２ ＃印は、納入業者で記入する。                                                     ８ 検査種類は、数量等又は品質及び数量を記入する。 

３ 分割納入欄は、契約上の一括納入又は分割納入の区分及び回次1/1・2/3の如く記入する。    ９ 検査方式は、受領検査指令書で指定された実施要領番号を記入する。 

４ 物品番号等は、仕様書に記載してあるものを記入する。                   １０ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。 

    ５ 数量欄には、納入先ごとの納入数量を記入する。 

＃ 

   納 入 先 

 ＃ 

  発送年月日 

 

納 品 書 ・ （ 受 領 ）検 査 調 書 
＃ 
 契約者名 

   住  所 
   会 社 名 
   代表者名 

 
 
 
 
                                         
                      

＃ 
 輸送方法 

 

＃ 
発 送 駅 

 
物品管理官官職氏名 

 
 

＃ 
分割納入 

 物品管理官命令年月日    
（物品管理簿登記年月日） 

 

＃ 調達要求 
番  号 

 ＃ 
契約年月日 

 
証 書 番 号 

 

＃ 確認番号 
又は認証番号 

 ＃ 
  納   期 

 同   上 
付与年月日 

 

＃ 
 
項 目 
番 号 

＃ 
 
物 品 番 号 

＃ 
 
会社部品番号 
又は規格 

＃ 
 
品   名 

＃ 
 
単位 

＃ 
 
単価 

＃ 
 
数量 

＃ 
 
金   額 

物 品 出 納 官 
（物品供用官） 
（受  領  者） 

（国有財産受領官） 
受 領 数 量 

＃ 
 

備  考 

          
          
          
          
          
          
検査指令番号  検 査 判 定      

検査結果及び物品管理官の受入命令（受領命令） 
により受領した。 

       受入 
       受領    年  月  日 
    物 品 出 納 官 所属 
   （物 品 供 用 官）    官職 
  （ 受   領   者 ）     

   （国有財産受領官）  氏名 

検 査 種 類  納入年月日  
検 査 方 法  検査年月日  
検 査 場 所  検 査 所 見  
  上記のとおり検査結果を報告する。 
    年  月  日 
                        所属 
                検査官  官職 
                        氏名 
    頁中の第  頁 

１
０
９
 



 

 

１１０ 

 

付 紙  

 

納 品 書 の 記 入 要 領 

 

 

１  納 品 書 と し て 使 用 す る 場 合 は 、 「 （ 受 領 ） 検 査 調 書 」 の 文 字

を 抹 消 し て 使 用 す る 。  

２  ＃ 印 は 、 納 入 業 者 で 記 入 す る 。  

３  分 割 納 入 欄 は 、 契 約 上 の 一 括 納 入 又 は 分 割 納 入 の 区 分 及 び 回

次 １ ／ １ ・ ２ ／ ３ の 如 く 記 入 す る 。  

４  物 品 番 号 等 は 、 仕 様 書 に 記 載 し て あ る も の を 記 入 す る 。  

５  数 量 欄 は 、 納 入 先 ご と の 納 入 数 量 を 記 入 す る 。  

６  納 入 先 が 第 ２ 補 給 処 「 使 用 可 能 品 物 品 出 納 官 （ 保 管 部 第 １ 保

管 課 長 ） 」 の 場 合 は 、 納 品 書 の 備 考 欄 に 契 約 書 記 載 の 項 目 番 号

及 び Ｃ Ｐ （ Ｄ Ｐ ） 番 号 を 記 入 す る も の と し 補 助 証 書 の 添 付 は 必

要 と し な い 。  

７  納 入 先 が 第 ２ 補 給 処 以 外 の 場 合 は 、 納 品 書 の 納 入 先 欄 の 上 段

に 契 約 書 記 載 の 納 地 （ 第 ２ 補 給 処 ） 、 下 段 に 搬 入 地 を 括 弧 書 き

に よ り 記 入 す る 。  

 

（ 記 入 例 ）  

 

 

 

 

 

 

 

＃  

納 入先 

航 空 自 衛 隊  第 ２ 補 給 処  

（ 航 空 自 衛 隊  第 ○ 航 空 団 ）  



 

 

 

 

 

 別紙様式第１２（第９条、第１５条、第３６条、第４２条関係） 

 

管理換票 

１
１
１
 



 

 

 

 

別紙様式第１３（第９条、第１５条、第４２条関係） 

１枚目の様式 

 

主梱包番号：○○○○○○○○○○○○○○○○ 
項目 

番号 
物品番号 品  名 規格 単位 数量 摘  要 受      領      書 

       
受 付 

年月日 
 

非消耗品、 

消耗品の区分 
 

       

引 

 

 

渡 

 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

（官職氏名） 

       （   年  月  日） （証  書  番  号） 

       
取扱者 

氏 名 

 
転 記 

 

       
物 

品 

 

出供引 

納用渡 

官官者 

（官職氏名） 

       （   年  月  日） （証  書  番  号） 

       
取扱者 

氏 名 

 
転 記 

 

       
引 渡 

年月日 

 

       
（
契
約
者
） 

受 

領 

者 

（住  所） 

（社  名） 

（代用者名） 
       

受領者

氏 名 

 
（受領年月日） 

       

根 
拠 

（契約担当官） （契約年月日） 

       

（契 約 番 号） 
 

       

備   

考 
 

       

 
頁中の第   頁 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

１
１
２
 



 

 

 

 

２枚目以降の様式 

 

 

主梱包番号：○○○○○○○○○○○○○○○○ 

項

目

番

号 

物品管理官 

年月日 

物品管理官 

転記 

物品出納官 

年月日 

物品出納官 

転記 
物品番号 品名 ERC 単位 特物 状条 数量 整理区分 証書番号 

機器一連番号 単価 契約番号 増減 規格 摘要 梱包番号 受領証書番号 

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
             

        

 
             

        

頁中の第  頁 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
１
３
 



 

 

 

 

別紙様式第１４（第９条、第１６条、第１７条、第３７条、第４２条、第５０条、第５２条、第５６条関係） 

１枚目の様式 
項目 

番号 
物品番号 品 名 規格 単位 

交付 

数量 

 返品数量 

残 数 量 
摘要 返品書・材料使用明細書 

使用数量 

         

受 

 

 

領 

 

 

者 

物 

品 

管 

理 

官 

受   付 

年 月 日 
 

非消耗品、 

消耗品の区分 

 

  

         （官職氏名） 

  

         
年 月 日 

 
証書番号 

 

  

         
取扱者氏名 

 
転  記 

 

  

         
物 

品 

 

出供受 

納用領 

官官者 

（官職氏名） 

  

         
年 月 日 

 
証書番号 

 

  

         
取扱者氏名  転  記 

 

  

         

根拠目的 

（契約担当官） （契約年月日） 

  

         （契約番号） 

  

         

（
契
約
者
） 

引 

渡 

者 

（住  所） 

（社  名） 

（代用者名） 

  

         

  

         
引渡年月日 

 

  

         
引渡者氏名 

 

  

 頁中の第   頁 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

１
１
４
 



 

 

 

 

 

２枚目以降の様式 
 

項目 

番号 
物品番号 品名 規格 単位 

交付数量 返品数量 
摘要 契約番号 機器一連番号 単価 

証書番号 

使用数量 残数量 受領証書番号 

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

     
  

    
 

   

頁中の第   頁 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
１
５
 



 

 

１１６ 

 

別紙様式第１５（第９条、第４７条関係） 

 

 
 

 

 航空自衛隊第２補給処 

  補給分任物品管理官 殿 

   （資材計画部長気付） 

 

 

 

文書番号 

年 月 日 

会 社 名  

工場物品管理責任者 

氏  名 

 

 

 

物  品  亡 失、 損 傷 報 告 書 

 

 

 

             亡失した    

             損傷した 

 

 

 

記 

 

 

 

分類 細分類 種類 品目 細目 単位 数量 価額(単価,金額) 備  考 

          

発生部署  

亡失、損傷の日時及び場所  

亡失、損傷の原因となった事実及び現状の詳細  

平素における使用状況の詳細  

亡失、損傷の事実発見の端緒  

亡失、損傷の事実発見後の処置  

その他参考事項  

 
注：１ 「物品亡失、損傷報告書」 の「亡失、損傷」 及び 「亡失した、損傷した」 の文字のうち、 該当しない部分を 

二重線で削除する。 同一報告書において亡失と損傷がある場合は、削除しないでそのままとする。 

２ 価額は、亡失した物品の価額又は損傷した物品の減価額若しくは修繕に要した費用の額とし、いずれ 

も時価によるものとする 

  ３ 用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 
 

 

下記の物品につき、 ので報告する。 



 

 

１１７ 

 

付紙 

 

 

物品亡失、損傷報告書の作成要領 

 

１ 標題等（様式の名称）： 

「物品亡失、損傷報告書」の「亡失、損傷」及び「亡失した、損傷した」の文字のうち、

該当しない部分を二重線で削除する。同一報告書において亡失と損傷がある場合は、削除し

ないでそのままとする。 

   例： 亡失した 

      損傷した 

２ 分 類：「防衛用品」、「施設発生物品」、「返還物品」又は「収容等物品」のいずれか

を記入する。官給品等の場合、「防衛用品」と記入する。 

３ 細分類：「備品」、「消耗品」又は「重要物品」のいずれかを記入する。 

低価格品目（ＮＢ３、ＸＢ３）は「消耗品」、それ以外の非消耗品は「備品」、物

品増減報告対象物品は「重要物品」と記入する。 

４ 種 類：物品番号が付与されている場合は、「大分類」（独自に種類を設けている場合は 

その内容）を記入する。 

５ 品 目：亡失、損傷した物品の「品目」を記入する。 

６ 細 目：物品番号が付与されている場合は、「小分類」（独自に種類を設けている場合は 

その内容）を記入する。 

７ 単 位：亡失、損傷した物品の「単位」を記入する。 

８ 数 量：亡失、損傷した物品の「数量」を記入する。 

９ 価 額：亡失、損傷した物品の「単価」及び「単価」と「数量」を乗じた金額を記入す 

る。 

10 発生部署：物品を亡失、損傷した部署の名称を記入する。 

11 亡失、損傷の日時及び場所： 

 当該物品を亡失、損傷した日時及び場所を記入する。 

なお、日時の記載については、現況調査等で発見した場合等、日時が明確でない場合は、

当該物品の異常がなかったことが判明している日時から亡失、損傷を発見した日時までを記

入する等、期間をもって記載してもよい。また、場所については、「○○倉庫」、「○○事

務所」等まで具体的に記載する。 

12 亡失、損傷の原因となった事実及び現状の詳細： 

当該物品の亡失、損傷が発生した前後の経緯を詳細に記述し、特に責任の所在を明確にす 

ることに配慮する。 

なお、長文にわたるときは、当該欄に「別紙のとおり。」と記入し、別紙（任意様式）を 

添付する。 

 

 



 

 

１１８ 

 

13 平素における使用状況の詳細： 

  当該物品の亡失、損傷の態様に応じ、その種の事故を防止するため、平素において物品管 

理上いかなる対策がとられていたかを中心として、その管理状況を具体的に記載する。 

14 亡失、損傷の事実発見の端緒： 

当該物品の亡失、損傷を発見した際の経緯を簡単に記載する。物品管理検査、会計検査院 

の検査等又は刑事事件に関連して発見されたもの等については、その事実を明らかにする。 

15 亡失、損傷の事実発見後の処置： 

亡失の場合の捜索状況、盗難等の場合の関係官署への届出状況、損傷に対する修補の処置等、 

当該物品の亡失、損傷を発見した後、当該事故に関連して行った処置（再発防止策を含む。） 

を記載する。 

16 その他の参考事項： 

第 10項～第 15項に定める記載のほか、第２補給処補給分任物品管理官が特に報告する必 

要があると認める事項を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

別紙様式第１６－１（第９条、第５０条関係） 

 
 

不 用 決 定 申 請 書 
 

              

                       殿       
 整理番号  ○○－○○○ 

    

 

        

年度（和暦） 

 

 

 

承
認
権
者 

  

承認整理番号 
経 

 

由 

経  由  先 申請年月日     年  月  日 

    工場補給単位番号 ＯＨ〇〇〇〇又はＳＹ〇〇〇〇 

承認年月日 経由番号 経由年月日 会 社 名    契約工場名 

      申 請 者    工場物品管理責任者 氏名 

 

物 品 番 号 品  名 単位 数 量 単価（金額） 不 用 の 理 由 使用年数／耐用年数 処分の予定 

        
        
        
        
        

記事 証  書  番  号 

 

 
監督官確認 

受  

払  

注：用紙はＡ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

一連番号 

１
１
９

 



 

 

１２０ 

 

付紙 

不用決定申請書の作成要領 

１ 作成区分 

  物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円以上の物品増減及び現在額報

告対象外品目及び３００万円未満の品目に区分し、監督官の確認を得て、電子デー

タをメール送信する。ただし、物品増減及び現在額報告対象品目、単価３００万円

以上の物品増減及び現在額報告対象外品目（部検コンデム品を除く。）の場合は、

機種又は修理主品目物品番号ごと別葉にする。 

２ 記入要領 

(1) 宛先 

 「航空自衛隊 第２補給処長」と記入する。 

(2) 申請年月日 

 申請する年月日を和暦で記入する。 

(3) 工場補給単位番号及び会社名 

 工場補給単位番号及び契約工場名を記入する。 

(4) 申請者 

 工場物品管理責任者の氏名を記入する。 

(5) 物品番号、品名、単位、数量 

 それぞれの欄に該当する事項を記入するとともに、各欄の次の行にカッコを付

して材料記号、基準品名、基準単位及び総重量を記入する。      

なお、材料記号、基準品名及び基準単位については、「不用材料別区分表」 

（別紙第１５）を参照すること。 

(6) 単価（金額） 

 当該物品の単価及び合価を記入する。識別諸元変更該当品目表がある場合は、

この品目表に記載されている単価を記入する。不明なときは、資材計画部在庫統

制課総括班に照会する。 

(7) 不用の理由 

ア 正常損耗の場合は、次による。 

  「正常損耗による修理不能品」 

なお、物品増減及び現在額報告対象品目及び単価３００万円以上の物品増減 

及び現在額報告対象外品目で修理不能の場合は、第５０条第１項第３号の資料 

を添付する。 

イ その他の理由の場合は、具体的な事実を記入する。記入欄が不足する場合

は、別紙を作成して添付する。 

(8) 使用年数／耐用年数 

 使用年数及び耐用年数を記入する。不明の場合は空白とする。 

(9) 処分の予定 

 記入しない。 

(10) 記事 

 契約番号及び修理主品目物品番号又は、機種及び機番を記入する。



 

 

１２１ 

 

別紙様式第１６－２（第５０条関係） 
 

 
 

修理不能判定書の様式及び記入例 

修理不能判定書 
          

物品番号(S/N) 部品番号(P/N) 一連番号(Ser №)  承 認 確 認 作成者 

2840-00-223-3645 PP56-2305 A-100021     

           

品       名 契約区分 契約（認証番号） 

 ＳＨＡＦＴ ＡＳＳＹ，ＨＰＴ  ２７国 第２０００１号 

                    

１ 欠陥内容 

  シャフト表面に許容値を超える深さ腐食Ｐｉｔあり。 

  実測値（深さ）：０．２５ｍｍ 

２ 判定基準 

  Ｊ．Ｔ．Ｏ．○○－○○○○○－６ 第○○項 第○号 ア 

  Ｊ．Ｔ．Ｏ．○○－○○○○○－２ 第○○項 第○号 ウ 

３ ＬＩＭＩＴ 

  シャフト表面に許容される腐食Ｐｉｔの深さ 

  ０．２０ｍｍ（最大） 

  許容値を超えた場合は、良品と交換する。 

  許容値を超えた場合は、修理（調整）してはならない。 

 

 
 

        

   
     写真又は図面 

  

                                                      

  

          

          

          

 
 

        

          

   
 

当該箇所に許容値 0.20mm(MAX) 

を超える深さ 0.25mmの腐食 Pit 

を確認した。 

 

     

     

     

 

 
 

Ｓ／Ｎ 
2840-00-223-3645 
Ｐ／Ｎ 
PP56-2305 
Ser № 

A-100021 



 

 

 

 

 

別紙様式第１６－３（第５０条関係） 

 

 

 

不用決定品目表 

NO 物品番号 部品番号 品 名 ERC 
単

位 

数

量 
単 価 SER 不用の理由 処分の予定 

材

料

記

号 

基準

単位 
総重量 契約番号 

適用

器材 

官給

区分 

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

        
 

      
 

                

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

 

１
２
２

 



 

 

 

 

別紙様式第１７（第９条、第２２条関係） 

 

１
２
３
 



 

 

 

 

付紙 

官 給 申 請 書 の 記 入 要 領 

 

分任管理官欄： 工場物品管理責任者が工場補給単位番号を記入する。 

作 成 班 欄： 申請書作成班等の長は、記載事項の各欄に誤りのないことを確認し署名（姓だけ）する。 

作 成 係 欄： 作成者名を記入する。 

頁 の 頁 欄： 適用区分又は修理主品目物品番号ごとの申請書頁を記入する。分子を該当頁、分母を総頁とする。 

例：申請書５枚作成の場合１枚目は１／５、３枚目は３／５、５枚目は５／５ 

管理単位番号欄： 工場補給単位番号を記入する。 

通 番 欄： 申請書の作成単位ごとの件数を表わす一連番号を記入する。 

         （日単位の一連番号）（例：２０番目の作成の場合・・・０００２０） 

補給処等記号欄： 官給申請する物品の補給担任補給処を数字で記入する。 

          １ 第４補給処（Ｋ）・・・１   ３ 第３補給処・・・・・・３ 

          ２ 第２補給処・・・・・・２   ４ 第４補給処（Ａ）・・・４  

物 品 番 号 欄： Ｓ／Ｎ又はＰＮ番号（頭にＰＮを付与し１８桁以下のもの）を記入する。 

Ｓ／Ｎが不明か、ＰＮ番号が１９桁以上の場合は、この欄に左詰めで「ＮＯＮＥ」と記入する（この欄で「ＮＯＮＥ」 

と記入した場合は、記事欄に必ずＰ／Ｎを記入すること。）。 

単 位 欄： 官給申請する物品の単位を略号で記入する。（例：ＥＡ・・・・個） 

略号 単位名 略号 単位名 

ＢＲ バー（本） ＢＡＲ ＫＧ キログラム ＫＩＬＯＧＲＡＭ 

ＢＸ 箱 ＢＯＸ ＬＢ ポンド ＰＯＵＮＤ 

ＥＡ 個・本・組 ＥＡＣＨ ＫＴ キット ＫＩＴ 

ＦＴ フィート ＦＥＥＴ ＭＲ メートル ＭＥＴＥＲ 

ＧＲ グロス（１２ダース） ＧＲＯＳＳ ＳＨ 枚（シート） ＳＨＥＥＴ 

ＨＤ １００個入 ＨＵＮＤＲＥＤ ＲＯ ロール（巻） ＲＯＬＬ 

１
２
４
 



 

 

 

 

ＮＥＷ記号欄： 記録の状態を記号で記入する。 

          １ 通常・・・・・・・・・・・・・空白 

          ２ 官給申請を取り消す場合・・・・Ｃ 

          ３ ２項以外で修正する場合・・・・Ｋ及びＳ 

            ※「Ｋ」及び「Ｓ」は、官給申請の訂正を行う場合、常に一対で使用する。 

              Ｋ・・・訂正対象データ、Ｓ・・・訂正後データ 

状 条 欄： 官給申請する物品の状条区分を記号で記入する。 

１ 使用可能品・・・Ｓ  ２ ＴＯＣ物品・・・Ｔ  ３ 要修理品・・・・Ｒ  ４ 修理不能品・・・Ｃ      

数 量 欄： 当該物品の官給申請数量を６桁で記入し、空白部分は「０（ゼロ）」を記入する。 

例：２１を請求する場合・・・・・００００２１（６桁） 

入手希望日欄： 入手を希望する日付を西暦年月日（８桁）で記入する。 

          例：（西暦）２０２７年１１月１５日・・・２０２７１１１５ 

優 先 順 位 欄： 官給申請する物品の補給優先順位を２桁の数字で記入する。 

Ａ請求（速やかに入手希望）の場合・・・・・・「０５」 

Ｂ請求（７日以内に入手希望）の場合・・・・・「１０」 

Ｃ請求（２０日以内に入手希望）の場合・・・・「１５」 

Ｄ請求（３０日以内に入手希望）の場合・・・・「２０」 

ＴＲ－Ｊコード欄： 官給申請時のＴＲ－Ｊコードを記入する。 

Ａ請求（速やかに入手希望）の場合・・・・・・「０８」 

Ｂ請求（７日以内に入手希望）の場合・・・・・「９１」（ＴＣＴＯキット等については、「８１」） 

Ｃ請求（２０日以内に入手希望）の場合・・・・「９２」（ＴＣＴＯキット等については、「８２」） 

Ｄ請求（３０日以内に入手希望）の場合・・・・「９３」（ＴＣＴＯキット等については、「８３」） 

装備品等名欄： ＭＲＳ区分を記入する。 

１ ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール契約・・・・・Ａ 

２ 単体修理契約  ・・・・・・・・・・・・・・・Ｄ 

 

１
２
５
 



 

 

 

 

請 求 番 号 欄： 官給申請番号を記入する。同番号の構成は、業務記号２桁、工場補給管理単位番号（ＳＹ工場にあっては製造者記号） 

４桁、西暦年月日８桁、補給処等記号１桁及び一連番号３桁を組み合わせたものを使用する。 

請求月ごとに「００１」から始めて付与する。 

            例：ＯＨ ３６７１ ２０２７１０２４ ２ ０２８ 

川崎重工業（株）として請求月（１０月）の単体修理用 

部品の２８番目の請求である。 

                                   注：一連番号割当 ００１～４９９ 単体修理  

５０１～９９９ ＩＲＡＮ  

第２補給処あての請求を示す。 

補給請求した日が２０２７年１０月２４日であることを示す。 

請求側、即ち物品の出荷先が川崎重工(株)であることを示す。 

ＯＨ工場の官給申請であることを示す。 

注：ＯＨ・・・ＯＨ工場の官給申請 

ＳＹ・・・ＳＹ工場の官給申請 

 

契 約 番 号 欄： 修理対象物品の修理契約番号を記入する。 

補給処等区分 年度区分 歳国区分 一連番号 

１桁 ２桁 １桁 ５桁 

Ｇ…２補調達 

Ｋ…４補（Ｋ）〃 

Ｍ…３補 〃 

Ａ…４補（Ａ）〃 

Ｒ…十支 〃 

Ｃ…中央 〃 

－ 

Ｓ…歳出  

Ｋ…２国 

Ｊ…３国 

Ｉ…４国 

Ｈ…５国 

 

 

－ 

例：Ｇ２５Ｓ００００３の場合・・２補調達、(西暦)２０２５年度歳出契約の３番目 

Ｒ２４Ｋ００１０２の場合・・十支調達、(西暦)２０２４年度２国契約の１０２番目 

１
２
６
 



 

 

 

 

記 事 欄 ： 

例：ＩＡ可能数８ 修理主品目物品番号１６１５－０１－１４５－７１１０ 部品番号ＡＴ１０ＡＥ１－５ 製造者記号Ｄ２１９９ 

ＩＡ ＯＫ  ００００００８Ｅ：１６１５－０１－１４５－７１１０Ｐ：ＡＴ１０ＡＥ１－５Ｍ：Ｄ２１９９ 

 

ヘッダ               ヘッダ        ヘッダ 

ＩＡ可能   可能数     修理主品目物品番号     部品番号     製造者記号 

Ｔ Ｏ 番 号 欄： 官給申請する物品のＴＯ番号を記入する。 

ＦＩＧ番号欄： 官給申請する物品のＦＩＧ番号を記入する。 

 

 

 

その他 ： １ ２補担任以外の品目については、原票欄外上部中央に担任補給処（４補（Ｋ）担任、３補担任等）を朱記する。 

２ 緊急及び至急請求の場合は、「緊急」、「至急」と朱記する。

NO 項目 桁数 ヘッダ 備考 

1 ＩＡ可否   最大１３      ＩＡ ＯＫ 可能数(7桁)又はＩＡ ＮＯを記入 

2 

適用区分コ

ード又は修

理主品目物

品番号  

 最大１８   Ｅ：    

ＩＲＡＮ、Ｅ／Ｇオーバーホール契約については適用区分コード、

単体修理契約については修理主品目物品番号を記入する。 

（例）Ｆ－１５機体定期修理の場合・・ＡＦ１５０１７００００ 

単体修理契約の場合・・・・１６１５－０１－１４５－７１１０ 

3 部品番号   最大２０   Ｐ：    固定項目 

4 装着数    最大 ３   Ｕ：    固定項目 

5 製造者記号  最大 ５   Ｍ：    固定項目 

6 その他    最大２７   Ｏ：    機番等請求補足理由を記入 １
２
７
 



 

 

１２８ 

 

別紙様式第１８（第１０条関係） 

 

証書（統制）台帳（基準） 

証 書 番 号 日 付 
物品番号 品名 E 

R 

C 

単

位 

N 

E 

W 

状

条 
数量 

処

置 

整理 

区分 

優
先
順
位 

T 
R 
| 
J 

参照番号 
綴込 
日付 備考 

部品番号 
 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

 
 
 

               

 

記入要領については付紙のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２９ 

 

付紙 

証書（統制）台帳の記入要領 

記入欄 記 入 要 領 備 考 

証書番号 証書番号を記入する。 

（例：OHXXXXG20250000001） 

 

 

日付 証書番号を付与する年月日を記入する。  

物品番号、品名、 

部品番号 

物品番号、品名、部品番号を記入する。  

ＥＲＣ ＥＲＣ（0～9）を記入する。  

単位 単位を記入する。  

 

ＮＥＷ ＮＥＷ記号を記入する。 

（例：Ｃ、Ｋ、Ｓ等） 

 

状条 状条を記入する。 

（例：Ｓ、Ｒ、Ｃ等） 

 

数量 数量を記入する。 

 

 

処置 処置記号を記入する。 

（例：Ｖ、Ｒ等） 

 

整理区分 必要に応じて、整理区分を記入する。 

（例：官給、借受、返還等） 

 

優先順位 優先順位（1～20）を記入する。  

ＴＲ－Ｊ 必要に応じて、ＴＲ－Ｊコード（請求の種類及び事

由記号）を記入する。 

 

参照番号 受領の場合：出荷元の出荷証書番号等を記入する。 

出荷の場合：ＳＯ番号等を記入する。 

 

綴込日付 必要に応じて、当該証書の綴込日付を記入する。  

備考 必要に応じて、参考となる事項を記入する。 

 

 

 



 

 

１３０ 

 

別紙様式第１９（第１４条関係） 

 
 

補給処 
識別諸元変更該当品目表 

基地等 
 

 

 

発効 

日付 

照合用物品番号 

(又は PN番号) 

刊行 

日付 

変更 

区分 

単位換

算係数 

新物品番号 

(又は PN番号） 
根

拠

番

号 

物品管理 

単  位 
使
用
可
能 

Ｔ
Ｏ
Ｃ 

Ｉ
Ｎ
Ｃ 

要
修
理 

修
理
不
能 

そ
の
他 

備考 

旧項目 新項目 保管場所 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

 

 

別紙様式第２０－１（第２０条関係） 
                                 

業 者 負 担 品 目 （ 追 加 指 定 ・ 内 容 変 更 ・ 指 定 解 除 ） 申 請 書 
  

航空自衛隊第２補給処長 殿 
（資材計画部長気付）                               文書番号 

令 和   年      月   日 
住 所             
会社名 
代表者 氏名              

                標記について、次のとおり（追加指定・内容変更・指定解除）されたく申請する。 
 

項 

目 

物 品 番 号 

品  名 単位 

調  達 単  価 

修理主品目 

物品番号 

Ｕ
Ｐ
Ａ 

Ｒ／Ｆ 理   由 

※    承  認 

期間 

ロ 

ッ 

ト 

源 
記 

号 
価格 

単 

位 

可 

否 
理  由 部 品 番 号 

（型 式 番 号） 

                

※ ※ ※ 

                

※ ※ ※ 

 

上記申請について（申請品目のうち、      品目について）（追加指定・内容変更・指定解除）承認欄のとおり決定する。 
なお、承認品目の適用開始時期は、            からとする。                                                    

                                                                                                                  
２補資第             号 

殿                                    令和     年     月     日       
                                                                     航空自衛隊  第２補給処長 
 

注：１ 用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 
２ ※印欄は、官側で記入する。

１
３
１
 



 

 

１３２ 

 

付紙 
 

業者負担品目（追加指定・内容変更・指定解除）申請書の記入要領 
 
 

１ 申請書は、原則として追加指定、指定解除の別に作成し、１枚に記入できない場合は、申
請書の様式に準じて作成することができる。 

  なお、提出部数は２部とする。 
 
２ 「調達」欄は、修理契約会社で調達した（する）当該事項を次の各号により記入する。 
(1) 「期間」欄は、月数を記入する（１か年の場合は、「１２」と記入する。）。 
(2) 「ロット」欄は、調達した（する）数量を記入する。 
(3) 「源」欄は、国内調達の場合は「Ｄ」、輸入の場合は「Ｉ」、自社製品の場合は「Ｐ」

と記入する。 
 
３ 「単価」欄は、前項の調達した（する）品目の単価について、次の各号のとおり上欄に記
入する。 

 (1) 「記号」欄は、実績単価の場合は「Ｇ」、見積単価の場合は「Ｍ」の記号を記入する。 
(2) 「価格」欄は、価格を記入する。 
(3) 「単位」欄は、円の場合「Ｙ」、ドルの場合「Ｄ」と記入する。 
 
４ 「修理主品目物品番号」欄は、親器材（当該部品から見た上位の部品）の物品番号を記入 
する。 

 
５ 「ＵＰＡ」欄は、ＵＰＡ（装着数）を記入する。 
 
６ 「Ｒ／Ｆ」欄は、Ｒ／Ｆ（交換率％）を記入する。 
 
７ 「理由」欄は、理由のほか、追加指定又は指定解除の希望時期を記入する。 
  なお、追加指定の場合において、特に自社製品の場合は、それを証明し得る根拠（例：国
産化承認番号）を記入する。 



 

 

 

 

別紙様式第２０－２（第２０条関係） 

 

 

 

２補資第     号 

令和  年  月 日 

○○○○○株式会社 

 工場物品管理責任者 殿 

 

 

第２補給処 

補給分任物品管理官 

                                                  （公印省略） 

 

 

業者負担品目指定通知 

 

下表の品目は、業者負担品目となったので通知します。 

項目 修理主品目物品番号 Ｓ／Ｎ Ｐ／Ｎ 品名 
業者負担品目と 

なった年月日 
該当契約年度 備考 

        

        

        

        

        

 

１
３
３
 



 

 

 

 

別紙様式第２１－１（第２４条関連） 

発送元 発送先 

輸送依頼票（ ／ ） 
  

    
 

  
 

ＢＯＸ № 代表出荷指令番号 寸法(Ｌ×Ｗ×Ｈ）ｃｍ 
荷姿 

重量 １梱包当りの 

管理換票枚数 代表払出証書番号 容積 ㎥ （㎏） 価格（円） 

          Ｄ・Ｇ 

Ｌ・Ｎ 

（その他） 

  

            

        
  Ｄ・Ｇ 

Ｌ・Ｎ 

（その他） 

  

            

          Ｄ・Ｇ 

Ｌ・Ｎ 

（その他） 

  

            

          Ｄ・Ｇ 

Ｌ・Ｎ 

（その他） 

  

            

          Ｄ・Ｇ 

Ｌ・Ｎ 

（その他） 

  

            

注：１ 作成要領は、付紙のとおり。 
２ 用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

１
３
４
 



 

 

１３５ 

 

付紙  

 

輸送依頼票の作成要領  

 

記入欄 記入要領 備  考 

発送元 会社名及び工場補給単位番号を記入

する。 
 

発送先 会社名及び工場補給単位番号又は基

地名及び物品管理単位番号を記入す

る。 

 

ＢＯＸ № ４桁の暦年月日（和暦）及び一連番

号を記入する。 
 

 
例：７８２５－１（令和７年８月２

５日に梱包した、№１） 
 

管理換票枚数 枚数を記入する。  

 代表出荷指令番号 補給処からの出荷指令番号を記入す

る。 
返還管理換時は 

 

例：ＳＯ２１０３２０２３０４１０２２６１  記載しない。 

代表払出証書番号 払出時の証書番号を記入する。  
 

例：ＳＨ３６７１Ｇ２０２３００００００１  

寸法 Ｌ（長さ）×Ｗ（幅）×Ｈ（高さ）

をセンチメートル（㎝）で記入す

る。 

 

容積 容積を立方メートル（㎥）で小数点

第２位（四捨五入）まで記入する。 
 

荷姿 梱包の形式を記号で記入する。 

記号 梱包形式 

 Ｄ 木箱 

 Ｇ ダンボール 

 Ｌ 円 筒 缶 （ コ ン テ ナ

ー） 

 Ｎ エンジンコンテナー 
 

該当記号がない

場合は、その他

に直接記載す

る。  
例：その他 

（封書） 

（裸）など 

重量 梱包後の重量をキログラム（㎏）で

記入する。 
 

１梱包当りの価格 単価の合計金額を円で記入する。  

 

 



 

 

 

 

別紙様式第２１－２（第２４条関係） 

ＢＯＸ  №   梱包内容内訳表（ ／ ） 

項目  物品番号  
出荷指令番号  優先  

品  名  
数量  

備考  
参照番号  ＴＲＪ  （単位）  

    
 

 
 

   

    
 

 
 

   

  
  

 
 

 
   

  
  

 
 

 
   

    
 

 
 

   

  
  

 
 

 
   

  
  

 
 

 
   

注：１  作成要領は、付紙のとおり。  

２  用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。  

１
３

６
 



 

 

１３７ 

 

付紙  

 

梱包内容内訳表の作成要領  

 

記入欄  記入要領  

ＢＯＸ  №  輸送依頼票に記入した、ＢＯＸ  №を記入する。  

梱包内容内訳表  枚数を記入する。  

例：１／２（２枚ある内の１枚目）  

項目  一連番号を記入する。  

物品番号  梱包した物品の物品番号を記入する。  

出荷指令番号  当該物品に出された出荷指令番号を記入する。  

参照番号  請求番号を記入する。  

優先・ＴＲ－Ｊ  出荷優先及びＴＲ－Ｊコードを記入する。  

品名  当該物品の品名を記入する。  

数量（単位）  数量及び単位を付けて記入する。  

備考  補足事項を記入する。  

 

注：梱包内容内訳表は、梱包毎に作成する。  



 

 

 

別紙様式第２２（第３０条関係）  

航空自衛隊第２補給処  
資材計画部資材計画課長  殿  

（担当班長気付）  

      監督官  
確  認  

 
  
  
  

          
申 請 番 号  
申 請 年 月 日  
会 社 名  

          工場物品管理責任者    

流 用 申 請 ・ 指 示 書  

以下の部品等は、修理完成のために流用が必要であるので申請いたします。  

 

機 種 
修 理 主 品 目  

物 品 番 号  部品番号  品名  流用元契約番号  納期  流用先契約番号 納期  

        

        

 

No 物品番号  部品番号  品名  流用数  流用元シリアル No 流用先シリアル No 補充数  補充年月日  備考  

                

                  

                    

                    

                    

 

会社名  

工場物品管理責任者  殿       年    月    日  
   上記のとおり流用を指示する。    

        航空自衛隊第２補給処資材計画部  
        資材計画課長        

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。

１
３

８
 



 

 

１３９ 

 

別紙様式第２３（第３１条、第３３条関係） 
 

 
 

                                       文  書  番  号  

                                       令和 年 月 日 

 航空自衛隊第２補給処 

  補給分任物品管理官 殿 

   （資材計画部長気付） 

住   所           

会 社 名           

代表者氏名                         

 

無償貸付申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 １ 借受希望物品の物品番号、部品番号、品名及び数量 

   

２ 使用目的 

   

３ 借受を必要とする理由 

   

４ 借受希望期間 

   

５ 使用計画 

   

６ 使用場所 

   

７ 借受条件 

      総理府令第１号（３３．１．１０）第４条、第５条、第１７及び第１８条による。 

  

８ その他 

       

 

    監督官意見 

                      階級   氏名 

 

注：１ 契約書等に貸付物品が明示されておらず、貸付が定められていない物品の貸付を希望する場合は、

監督官の確認を確実に得るものとする。 

２ 用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 

 

 



 

 

１４０ 

 

付紙  

 

無償貸付申請書の作成要領  

申請項目  記入内容  

住所、会社名及び代表者氏

名  

申請者の住所、会社名及び代表者氏名を記

入する。  

借受希望物品の物品番号、

部品番号、品名及び数量  

航空自衛隊で使用する物品番号、部品番

号、品名及び数量を記入する。  

使用目的  

 

契約書等の適用条項及び契約番号を記入す

る。  

借受を必要とする理由  使用目的上の必要性及び用途を記入する。  

借受希望期間  自年月日～至年月日を記入する。  

使用計画  借受希望期間内におけるスケジュール等を

記入する。  

使用場所  使用場所の住所及び工場名を記入する。  

その他  上記以外について参考となる事項を記入す

る（必要な場合は監督官の確認及び意見欄

とする。）。  

 

無償貸付変更申請書の作成要領  

申請項目  記入内容  

無償貸付申請書と同じ。  無償貸付申請書と同じ。ただし、変更とな

る項目については新旧両方を併記し、その

内容及び理由等を詳細に記入する。要すれ

ば別紙を作成し添付する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１４１ 

 

別紙様式第２４（第３２条関係）  

 

文書番号  

日   付   

         殿  

 

航空自衛隊第２補給処  

補給分任物品管理官  

〇〇   ○○  

（公印省略）  

 

物品の無償貸付について（承認）  

 

標記について、下記のとおり承認します。  

 

記  

 

１  物品の物品番号、部品番号、品名及び数量  

２  貸付期間  

３  貸付目的  

４  使用場所  

５  貸付条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。



 

 

１４２ 

 

別紙様式第２５（第３５条関係） 
 
  

文 書 番 号 

                                       令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第２補給処 

  補給分任物品管理官 殿 

（資材計画部長気付） 

 

所在地 

会社名 

代表者     氏   名 

 

 

無償貸付物品の故障について 

 

 

２補資第○○○号（令和〇〇年〇〇月〇〇日）で借り受けた物品に正常損耗と推定される故障が発生し 

ましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 発生日時及び場所 

   発生日時 令和○○年○○月○○日 ○○時○○分 

   場  所 

２ 貸付物品 

   物品番号、品名、部品番号及び数量 

３ 発生状況、診断及び検査記録等 

 正常損耗による故障であることが確認できる内容及び修理困難である理由又は 

修理用部品取得の困難な理由等を記入する。 

 ４ 当該物品の技術指令書番号又は取扱説明書番号 

    ＴＯがある場合はその番号を、取扱説明書のみの場合はその番号を記入する。 

    ただし、番号がない場合はその表題を記入する。 

５  処置希望時期及び方法 

 無償貸付物品の修理用部品の官給又は無償貸付物品の修理及び代替品の出荷等、 

 処置希望を記入する。 

６ 契約納期に関する事項 

   （契約納期及び納期変更希望日等） 

７ 当該契約の品名、契約番号、契約年月日及び納期 

８ 監督官の確認及び意見 

 

                 階級    氏  名 

 

注：１ 中央調達（防衛装備庁契約）の場合はこの様式に準じて作成するものとする。また、提出の際は担
当する地方防衛局調達部長等の確認を得る。 

    ２ 提出資料として貸付物品の写真（全体及び推定故障箇所）、技術指令書等（取扱説明書含む。）の
図面及び当該品目の部品番号が記載されている箇所の写し、正常損耗と推定した根拠資料（計測値又
は基準値等が記載されている資料）を添付するものとする。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する



 

 

１４３ 

 

別紙様式第２６（第３６条関係） 

 

 

文 書 番 号  

令和 年 月 日 

 

 航空自衛隊第２補給処 

  補給分任物品管理官 殿 

   （資材計画部長気付） 

住   所  

会 社 名           

代表者氏名 

 

 

借    受    証 

 

 

  ２補資第  号（令和〇〇年〇〇月〇〇日）により承認された無償貸付物品を下記のとおり借り受 

けました。          

 

記 

 

 １ 借受物品の物品番号、部品番号、品名及び数量 

   （別紙等による記載も可） 

 

  ２ 借受期間 

    

  ３ 返納場所 

   航空自衛隊第〇補給処（基地等に返納する場合は基地等名を記入） 

 

  ４ 借受物品は、借受期間満了の日までに返納します。 

 

  ５ 借受物品を亡失又は損傷したときは、直ちに書面をもってその旨及び理由の詳細を報告し、その 

指示に従います。 

 

  ６ 借受物品の亡失又は損傷の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実 

及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出します。 

 

  ７ その他、承認書の貸付条件に従います。 

 

 

 

 

 

 

注：１ 物品の受領と同時に、更新等については承認後速やかに提出するものとする。 

２ 用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 



 

 

 

 

別紙様式第２７（第３９条関係） 
 
（あて先） 
 
   
  分任物品管理官 殿 
  （     長気付）   
 
 
（写送付先） 

 
 
 
 
 

不 具 合 通 報 

発簡番号      状 態 不   具   合   事   項  

日 
 
付 

発 簡  使
用
可
能 

要
修
理 

修
理
不
能 

Ｔ
Ｏ
Ｃ
物
品 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
物
品 

破
損
物
品 

発
錆
物
品 

不
適
用
物
品 

識
別
不
明
物
品 

機
能
不
良
物
品 

数
量
相
違 

物
品
票
の
不
備 

包
装
不
備 

期
限
不
明
・
切
れ 

証
書
の
不
備 

そ
の
他 作 成  

作成基地等  

発簡者名      

項目 証 書 番 号 物 品 番 号 品   名 請求(出荷)数 受領数 

１                      

２ 
証書記載のものと相違 
する場合 

                    

３                     

 不 
 具 
 合 
 状 
 況 
 の 
 明 
 細 

不具合発見時期： 不具合箇所： 改善意見等： 隊 長 等 

 

不具合（欠陥等）の明細： 受領側検査係 

 

 来 
   
    
歴 

製造会社名  
修理会社名  

納入年月日  
 調達担任補給処  

製造年月日  
修理年月日  

修補等請求期限  
 調達要求番号       

製造番号    (srNo） 
 

修理（整備）区分  
受領の区分  

 そ   の   他  

不の
具処
合置
物 
品 

□ 返送済 □ 回答後処置 □ 受領側で修理可能 参 
 
考 

受領物品の 
部品番号 

  出 荷 側 補 給 
 検 査 係 番 号 

 

□ 返送予定 □ ＵＲとして処置 □ その他（右に記入） 関連ＴＯ等 
の図書番号 

 
 検 査 票 番 号 

 

出  
荷  
側  
の  
処  
置 

 
 
 
 
 
 
 

調 査 担 当 者 担 当 課 長 等 

  

整   理   番   号 

 

    注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。 

１
４
４
 



 

 

 

 

付紙 

不 具 合 通 報 作 成 要 領 

 

記 入 欄 記 入 要 領 （ 記 入 例 ） 

発簡番号 工場補給単位番号、工場補給単位番号、発簡日付を示す４桁の日付及び日付ごとの一連番号を記入する。 

例 ２５９６－７Ｘ１８－２ 

処理日１件目は省略する。 

２７年１０月１８日 

工場補給単位番号 

日付 上段に発簡番号の発簡年月日を、下段に作成年月日を記入する。 

作成基地等 不具合通報を作成する契約会社（工場）名を記入する。 

発簡者名 工場物品管理責任者の職名、氏名を記入する。 

証書番号 受領物品の出荷側出荷証書番号を記入する。 

物品番号 項目１の行は証書記載の物品番号を記入し、項目２以下の行は証書記載と異なる物品番号を記入する。 

品名 物品番号に対応する品名を記入する。 

請求（出荷）数 証書記載の請求（又は出荷）数を記入する。 

受領数 物品番号ごとの受領数を記入する。 

状態 受領した物品の状態欄に数量を記入する。 

不具合事項 不具合事項区分表を参照の上、それぞれの該当欄にその数量を記入する。 

不具合発見時期 不具合を発見した年月日及び検査区分（受入検査、機能試験、ベンチチェック時等）を記入する。 

不具合箇所 不具合の該当箇所を記入する。 

不具合（欠陥等）明細 機能不良の場合は、「１ 別添「機能不良等不具合確認記録」のとおり。２ 使用時間 ３ＡＰＰＬ」と記入する。 

上記以外の場合は、不具合の状況を明確に記入する。十分に説明できない場合ＴＯ等の図面や写真等を添付する。 

使用可能物品票等で契約不適合修補等の請求期限が確認でき、期限内であるものについては「契約不適合疑義」と余白に朱記す

る。 

  

１
４
５
 



 

 

 

 

記 入 欄 記 入 要 領 （ 記 入 例 ） 

隊長等 監督官が記載事項を確認し署名(姓だけ)する。 

受領側検査係 工場の検査担当者が署名(姓だけ)又は記名(姓だけ)する。 

製造会社名 銘板等から製造会社名を記入する。 

製造年月日 銘板等から製造年月日を記入する。 

製造番号(SR No) 銘板等から製品の一連番号（番号がないときはＮＯＮＥ）を記入する。 

修理会社名 前回の修理担当会社名（輸入品にあっては輸入商社名）を記入する。 

修理年月日 前回の修理年月日を記入する。 

修理（整備）区分 前回の修理（整備）の区分を記入する（例：新品、改修、Ｏ／Ｈ、ＣＯＨ、ＩＲＡＮ等）。 

納入年月日 使用可能物品票等で確認し納入年月日（契約不適合修補）を記入する。 

修補等請求期限 使用可能物品票等から契約不適合修補等の請求期限を記入する。 

不具合物品の処置 不具合物品の処置に該当する項目に「レ」チェックを記入する。 

受領物品の部品番号 不具合物品の部品番号（番号がないときはＮＯ、不明のときは不明）を記入する。 

関連ＴＯ等の図書番号 不具合物品が使用する関連ＴＯ等の図書番号（番号がないときはＮＯ、不明のときは不明）を記入する。 

注：１ 不具合通報の提出に当たっては、管理換票の写し、使用可能物品票を添付する。 

２ 不具合物品の返還に際しては、不具合通報を添付し当該管理換票の記事欄に不具合通報発簡番号を記入する。 

 

１
４
６
 



 

 

 

 

別紙様式第２８（第３９条関係） 

             機能不良等不具合確認記録 作成年月日    年  月  日 

 

部 隊 等 名 隊（課）等の長 品管班長 作成担当小隊（班）等の長 作  成  担  当  者 不具合通報発簡番号 

 （職名）  （職名） （階級・氏名）                 TEL 
(          ) 

 

不 
具 
合 
物 
品 

物品番号  
適 用 器 材  製造又は修理工場  

部品番号  
装 着 年 月 日 年  月  日 製造又は修理年月日  

品  名  
不具合発生年月日 年  月  日 修補等請求期限  

一連番号  
使用時間又は期間  

累計  
修 補 希 望 条 件  

時不 
の具 
状合 
況発 
 生 

場  所  

時  期 ・受領時   ・装着前   ・運用中   ・整備中   ・その他 （      ） 

検  査 

 

要  領 

根拠ＴＯ等  

方  法 ・目視   ・機能   ・測定   ・総合   ・分解   ・その他 （      ） 

不 
具 
合 
状 
況 

状  態   不具合現象の詳細 

規 格 値  

測 定 値  

許 容 値  

確認手段方法等 
(計測器等 
の名称) 

 

原因又は推定原因  

意  見  等  

 注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、横長に使用する。

１
４
７
 



 

 

１４８ 

 

別紙様式第２９（第４３条関係） 

 

 

 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 

 

 

                                 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

航空自衛隊第２補給処長 殿 

  （整備部長気付） 

 

 

住所               

会社名              

代表者氏名                

 

 

ＵＲ関連証拠品指定申請書 

 

 

１ ＵＲ番号 

○○空ＵＲ○○－○○（ 年 月 日） 

 

２ ＵＲ関連証拠品 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

（6） 調査後の状条区分予定 

 

３ 理由 

 

 

 

４ 搬入希望日 

 

５ 監督官確認 
監督官     （階級等）           （氏名）           

 



 

 

１４９ 

 

別紙様式第３０（第４３条関係） 

 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 

  

文  書   番  号 

                                令和 年 月 日 

 

航空自衛隊第２補給処長 殿 

  （整備部長気付） 

 

 

住所               

会社名              

代表者氏名            

 

 

ＵＲ証拠品等形状変更（切断・溶解等）申請書 

 

 

１ ＵＲ番号 

○○空ＵＲ○○－○○（ 年 月 日） 

 

２ ＵＲ証拠品等 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

 

３ 形状変更する構成品及び理由 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

（6） 理由 

 

４ 形状変更後における修復の可否（否の場合はその理由） 

 

 

５ 監督官確認 
     監督官     （階級等）           （氏名）           

 



 

 

１５０ 

 

別紙様式第３１（第４３条関係） 

 

 

注：用紙の大きさは、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 
 

 

                                 

文 書 番 号 

令和 年 月 日 

 

航空自衛隊第２補給処長 殿 

  （整備部長気付） 

 

 

住所               

会社名              

代表者氏名                

 

 

ＵＲ証拠品調査完了通知 

 

 

１ ＵＲ番号 

○○空ＵＲ○○－○○（ 年 月 日） 

 

２ ＵＲ証拠品 

（1） 品名 

（2） 部品番号（Ｐ／Ｎ） 

（3） 物品番号（Ｓ／Ｎ） 

（4） 数量 

（5） ＳＥＲ．Ｎｏ 

（6） 調査後の状条 

 

３ 整備作業の種類 

 
※調査後の状条が要修理となった場合、外注整備共通仕様書（〇補ＬＰＳ－〇〇〇〇〇）に記載の整備作業の種類のうち、適切な整備作業を選定し記載す

る。 

４ その他必要な事項 

 

 
 

 

 

 



 

 

１５１ 

 

別紙様式第３２（第４３条関係）  

 

整理番号 年度－○ 

令和  年    月   日 

 

               殿 

（工場物品管理責任者気付）  

 

第２補給処  

補給分任物品管理官 

（公印省略）  

 

寄託（ＵＲ）物品処理通知 

 

 

Ｎｏ 
Ｓ／Ｎ 

Ｐ／Ｎ 
ＮＯＵＮ ＱＴＹ ＳＥＲ ＮＯ 

     

ＵＲ番号：  

 

 

会社発簡番号：  

整備作業の種類  

 

 

 

当該物品の処置事項 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 



 

 

１５２ 

 

別紙様式第３３（第２１条、第４８条関係） 

 番  号 

航空自衛隊第２補給処 

補給分任物品管理官 殿 

  （在庫統制課長気付） 

                       住 所 

会社名 

工場物品管理責任者氏名 

 

 

官給依頼について 

 

 

 標記の件について、下記契約を履行するため、官給品の支援を依頼します。 

 

記 

 

１ 官給支援を必要とする理由  

  例：契約履行中に官給品を亡失（損傷）させたため。 

    契約履行のため（生産官給） 

 

２ 履行中の契約内容 

(1) 調達要求番号（契約番号）： 

(2) 品名： 

(3) 納期： 

 

３ 必要部品 

(1) 物品番号： 

(2) 部品番号： 

(3) 品名： 

(4) 数量： 

(5) 官給希望時期： 

 

添付書類：  

 

注：１ 第２１条第２号及び第４８条に基づく官給品の支援を依頼する場合は、 

監督官の確認を確実に得るものとする。 

  ２ 官給品の亡失（損傷）の場合は、「事故の処理に関する合意書」又は 

「事故に対する応急処置」の写しを、生産官給の場合は「契約書」の写 

しを添付するものとする。 

３ 用紙は、Ａ列４番（ＪＩＳ）とし、縦長に使用する。 



 

 

１５３ 

 

別紙様式第３４（第５８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＭＳ－Ａ（Ｄ）部品使用状況変動通知 

適用区分コード又は 

修理主品目物品番号 
ＴＯ ＮＯ ＦＩＧ＆ＩＮＤＥＸ ＮＯ 

   

Ｓ／Ｎ Ｐ／Ｎ 品名 ＵＰＡ 

    

変動根拠  

変動内容  

年 度      

オーバーホール台

数 
 

    

交 換 数      

交 換 率      
 

 

変動理由  

交換率 現： 新： 適用時期 

対策（今後の予想） 

会社名 

 

令和 年 月 日 

業務部門 技術部門 資材部門 

 
  

 

 



 

 

 

別紙様式第３５（第５８条、第５９条関係） 
Ｊ Ｍ Ｓ 作 成 ・ 訂 正 ・ 取 消  原 案 

処
理 

物品番号 
内
外 

MRS 

適用区分 

コード又は 

修理主品目 

物品番号 

RT LOC UPA CRP 
国
産 

品
質 

機
能 

HI 

LOW 

Ｔ
Ｏ
Ｃ 

Ｋ
Ｉ
Ｔ 

類
別 

FIG 
決定

RF 

設定

RF 
分
析 

部品番号 
単
位 

品名 MFC 単価 
消
費 

                          
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

作成理由  作成年月日  作成者  
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